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議案番号 事  件  名 関係委員会 主管部課 頁

議案第１号
那覇市固定資産評価員の選任につ
いて

総務常任委員会
総務部
人事課

1

議案第２号
那覇市会計年度任用職員の給与等
に関する条例の一部を改正する条
例制定について

総務常任委員会
総務部
人事課

3

議案第３号
那覇市個人情報の保護に関する法
律施行条例制定について

総務常任委員会
総務部

法制契約課
29

議案第４号
那覇市個人番号の利用及び特定個
人情報の提供に関する条例制定に
ついて

総務常任委員会
総務部

法制契約課
37

議案第５号
那覇市情報公開・個人情報保護審
査会条例制定について

総務常任委員会
総務部

法制契約課
57

議案第６号
那覇市事務分掌条例の一部を改正
する条例制定について

総務常任委員会
企画財務部
納税課

67

議案第７号
那覇市印鑑条例の一部を改正する
条例制定について

厚生経済常任委員会
市民文化部

ハイサイ市民課 69

議案第８号
那覇市新市民会館建設基金条例を
廃止する条例制定について

厚生経済常任委員会
市民文化部
文化振興課 71

議案第９号
那覇市立壺屋焼物博物館条例の一
部を改正する条例制定について

厚生経済常任委員会
市民文化部
文化財課 73

議案第１０号
那覇市避難行動要支援者名簿の情
報の提供に関する条例制定につい
て

教育福祉常任委員会室
福祉部

福祉政策課 75

議案第１１号
那覇市手数料条例の一部を改正す
る条例制定について

予算決算常任委員会　　　（都
市建設環境分科会）

まちなみ共創部
まちなみ整備課

77

令和５年（2023年）２月那覇市議会定例会付議事件名（案）



議案番号 事  件  名 関係委員会 主管部課 頁

令和５年（2023年）２月那覇市議会定例会付議事件名（案）

議案第１２号
那覇市消防局長及び消防署長の資
格を定める条例の一部を改正する
条例制定について

総務常任委員会
消防局
総務課

81

議案第１３号
令和４年度那覇市一般会計補正予
算（第７号）

予算決算常任委員会
（４分科会）

企画財務部
財政課

別冊

議案第１４号
令和４年度那覇市病院事業債管理
特別会計補正予算（第１号）

予算決算常任委員会
（総務分科会）

企画財務部
財政課

別冊

議案第１５号
令和４年度那覇市介護保険事業特
別会計補正予算（第２号）

予算決算常任委員会
（教育福祉分科会）

福祉部
ちゃーがんじゅう課

別冊

議案第１６号
令和４年度那覇市国民健康保険事
業特別会計補正予算（第４号）

予算決算常任委員会
（厚生経済分科会）

健康部
国民健康保険課

別冊

議案第１７号
令和４年度那覇市後期高齢者医療
特別会計補正予算（第２号）

予算決算常任委員会
（厚生経済分科会）

健康部
国民健康保険課

別冊

議案第１８号
令和４年度那覇市土地区画整理事
業特別会計補正予算（第１号）につ
いて

予算決算常任委員会　　　（都
市建設環境分科会）

まちなみ共創部
まちなみ整備課

別冊

議案第１９号
令和４年度那覇市市街地再開発事
業特別会計補正予算（第１号）につ
いて

予算決算常任委員会　　　（都
市建設環境分科会）

まちなみ共創部
まちなみ整備課

別冊

議案第２０号
令和４年度那覇市水道事業会計補
正予算（第３号）

予算決算常任委員会　　　（都
市建設環境分科会）

上下水道局
企画経営課

別冊

議案第２１号
令和４年度那覇市下水道事業会計
補正予算（第３号）

予算決算常任委員会　　　（都
市建設環境分科会）

上下水道局
企画経営課

別冊

議案第２２号令和５年度那覇市一般会計予算
予算決算常任委員会

（４分科会）
企画財務部
財政課

別冊



議案番号 事  件  名 関係委員会 主管部課 頁

令和５年（2023年）２月那覇市議会定例会付議事件名（案）

議案第２３号
令和５年度那覇市病院事業債管理
特別会計予算

予算決算常任委員会
（総務分科会）

企画財務部
財政課

別冊

議案第２４号
令和５年度那覇市介護保険事業特
別会計予算

予算決算常任委員会
（教育福祉分科会）

福祉部
ちゃーがんじゅう課

別冊

議案第２５号
令和５年度那覇市国民健康保険事
業特別会計予算

予算決算常任委員会
（厚生経済分科会）

健康部
国民健康保険課

別冊

議案第２６号
令和５年度那覇市後期高齢者医療
特別会計予算

予算決算常任委員会
（厚生経済分科会）

健康部
国民健康保険課

別冊

議案第２７号
令和５年度那覇市母子父子寡婦福
祉資金貸付事業特別会計予算

予算決算常任委員会
（教育福祉分科会）

こどもみらい部
子育て応援課

別冊

議案第２８号
令和５年度那覇市土地区画整理事
業特別会計予算について

予算決算常任委員会　　　（都
市建設環境分科会）

まちなみ共創部
まちなみ整備課

別冊

議案第２９号
令和５年度那覇市市街地再開発事
業特別会計予算について

予算決算常任委員会　　　（都
市建設環境分科会）

まちなみ共創部
まちなみ整備課

別冊

議案第３０号
令和５年度那覇市水道事業会計予
算

予算決算常任委員会　　　（都
市建設環境分科会）

上下水道局
企画経営課

別冊

議案第３１号
令和５年度那覇市下水道事業会計
予算

予算決算常任委員会　　　（都
市建設環境分科会）

上下水道局
企画経営課

別冊

議案第３２号 財産の処分について 教育福祉常任委員会
こどもみらい部
こども政策課

85

議案第３３号
令和５年度包括外部監査契約の締
結について

総務常任委員会
企画財務部
企画調整課

87



議案番号 事  件  名 関係委員会 主管部課 頁

令和５年（2023年）２月那覇市議会定例会付議事件名（案）

議案第３４号
那覇市行政区域内の一部を浦添市
道に認定することの承諾について

都市建設環境常任委員会
都市みらい部
道路管理課

89

議案第３５号
あらたに生じた土地の確認につい
て（港町4丁目）

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部
技術総務課

91

議案第３６号
町の区域の変更について（港町4
丁目）

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部
技術総務課

93

議案第３７号
あらたに生じた土地の確認につい
て（港町1丁目）

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部
技術総務課

95

議案第３８号
町の区域の変更について（港町1
丁目）

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部
技術総務課

97

議案第３９号
市街地の区域及び当該区域の住居
表示の方法について(港町4丁目）

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部
技術総務課

99

議案第４０号
工事請負契約について
（真地市営住宅第１期建替工事
（建築））

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部
市営住宅課

101

議案第４１号
工事請負契約について
（真地市営住宅第１期建替工事
（電気１工区））

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部
市営住宅課

103

議案第４２号
工事請負契約について
（真地市営住宅第１期建替工事
（機械１工区））

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部
市営住宅課

105

議案第４３号
工事請負契約について
（真地市営住宅第１期建替工事
（機械２工区））

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部
市営住宅課

107

議案第４４号
工事請負契約について
（大名市営住宅第４期建替工事
（Ｂ棟・建築））

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部
市営住宅課

109



議案番号 事  件  名 関係委員会 主管部課 頁

令和５年（2023年）２月那覇市議会定例会付議事件名（案）

議案第４５号
工事請負契約について
（大名市営住宅第４期建替工事
（Ｃ棟・建築））

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部
市営住宅課

111

諮問第１号
人権擁護委員候補者の推薦につき
意見を求めることについて

厚生経済常任委員会
市民文化部

市民生活安全課 113

報告第１号
専決処分の報告について（工事請
負金額の変更）

厚生経済常任委員会
経済観光部

なはまち振興課
115

報告第２号
専決処分の報告について（工事請
負金額の変更）

厚生経済常任委員会
経済観光部

なはまち振興課
117

報告第３号
専決処分の報告について（車両事
故）

都市建設環境常任委員会
環境部

環境政策課
119

報告第４号
専決処分の報告について（那覇市
旅館業法施行条例の一部を改正す
る条例制定）

厚生経済常任委員会
健康部

生活衛生課
121

報告第５号
地方独立行政法人那覇市立病院の
令和３年事業年度業務実績に対す
る評価結果の報告について

厚生経済常任委員会
健康部

保健総務課
125

報告第６号
専決処分の報告について（工事請
負金額の変更）

都市建設環境常任委員会
都市みらい部
道路建設課

201

報告第７号
専決処分の報告について(市道辻
９号街路樹による車両損傷事故)

都市建設環境常任委員会
都市みらい部
道路管理課

203

報告第８号
専決処分の報告について(市道銘
苅35号歩道切り下げ部接触事故)

都市建設環境常任委員会
都市みらい部
道路管理課

205

報告第９号
専決処分の報告について（五月公
園内の樹木の侵入根による排水管
詰まり事故）

都市建設環境常任委員会
都市みらい部
公園管理課

207



議案番号 事  件  名 関係委員会 主管部課 頁

令和５年（2023年）２月那覇市議会定例会付議事件名（案）

報告第１０号
専決処分の報告について（泉原公
園内の樹木の侵入根による排水管
詰まり事故）

都市建設環境常任委員会
都市みらい部
公園管理課

209

報告第１１号
専決処分の報告について（工事請
負金額の変更）

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部
市営住宅課

211

報告第１２号
専決処分の報告について（工事請
負金額の変更）

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部
市営住宅課

213

報告第１３号
専決処分の報告について（令和４
年度市営住宅明渡等請求訴訟提
起）

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部
市営住宅課

215

報告第１４号
専決処分の報告について（工事請
負金額の変更）

教育福祉常任委員会
生涯学習部
施設課

217

報告第１５号
専決処分の報告について（工事請
負金額の変更）

教育福祉常任委員会
生涯学習部
施設課

219

報告第１６号
専決処分の報告について（車両事
故）

教育福祉常任委員会
生涯学習部
施設課

221



 

 

議案第１号 

 

 

 

那覇市固定資産評価員の選任について 

 

 

次の者を那覇市固定資産評価員に選任したいので、同意を求める。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

 

山城 直樹 

 

 

 

 

（提案理由） 

上記の者は、那覇市固定資産評価員として適任であると思料するので、この

案を提出する。 

 

 

- 1 -



- 2 -



 

 

議案第２号 

 

 

 

那覇市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する 

条例制定について 

 

 

 

那覇市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のように制定する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

  沖縄県人事委員会の給与勧告に伴う常勤職員の給与改定を踏まえ、会計年度

任用職員の給料表を改定するため、この案を提出する。 
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那覇市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

那覇市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年那覇市条例第20号)の一部を次

のように改正する。 

 

改正前 改正後 

[別表第1 別記] 

[別表第2 別記] 

[別表第1 別記] 

[別表第2 別記] 

備考 改正前の欄中の表(以下「改正表」という。)及びこれに対応する改正後の欄中の

表(以下「改正後表」という。)に下線が引かれた部分が全くない場合には、当該改正

表の全部を当該改正後表に改める。 

 

付 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 

 

[改正前 別記] 

別表第1(第5条関係) 

行政職給料表 

 職務の級 1級 2級 3級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 

 円 円 円 

1 146,100 195,500 231,500 

2 147,200 197,300 233,100 

3 148,400 199,100 234,600 

4 149,500 200,900 236,200 

5 150,600 202,400 237,600 

6 151,700 204,200 239,300 

7 152,800 206,000 240,800 

8 153,900 207,800 242,400 

9 154,900 209,400 243,500 

10 156,300 211,200 245,000 

11 157,600 213,000 246,600 

12 158,900 214,800 247,900 

13 160,100 216,200 249,400 

14 161,600 218,000 250,800 

15 163,100 219,700 252,100 

16 164,700 221,500 253,500 

17 165,900 223,200 255,000 

18 167,400 224,900 256,500 

19 168,900 226,500 258,200 

20 170,400 228,100 260,000 

21 171,700 229,500 261,600 
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22 174,400 231,200 263,300 

23 177,000 232,800 264,900 

24 179,600 234,400 266,500 

25 182,200 235,400 268,400 

26 183,900 236,900 270,200 

27 185,500 238,300 271,900 

28 187,200 239,500 273,600 

29 188,700 240,700 275,300 

30 190,400 241,900 277,000 

31 192,200 242,900 278,800 

32 193,900 244,100 280,300 

33 195,500 245,400 281,800 

34 196,900 246,400 283,700 

35 198,400 247,600 285,500 

36 199,900 248,900 287,400 

37 201,200 249,800 289,000 

38 202,500 251,100 290,700 

39 203,700 252,300 292,500 

40 205,000 253,600 294,300 

41 206,300 255,000 295,800 

42 207,600 256,400 297,500 

43 208,900 257,600 299,000 

44 210,200 258,800 300,600 

45 211,300 260,000 302,200 

46 212,600 261,200 303,900 

47 213,900 262,500 305,500 

48 215,200 263,600 307,200 

49 216,300 264,700 308,100 

50 217,400 265,800 309,600 

51 218,400 267,100 311,100 

52 219,500 268,400 312,700 

53 220,600 269,400 314,300 

54 221,600 270,500 315,900 

55 222,500 271,800 317,500 

56 223,500 273,100 319,000 

57 223,800 274,000 320,500 

58 224,600 275,000 321,700 

59 225,400 275,900 322,900 

60 226,100 277,000 324,100 

61 226,800 278,100 324,800 

62 227,800 279,100 325,700 

63 228,600 280,000 326,500 

64 229,400 281,000 327,300 

65 230,100 281,500 328,200 
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66 230,800 282,400 328,600 

67 231,700 283,100 329,300 

68 232,700 284,000 330,100 

69 233,400 285,000 330,900 

70 234,000 285,800 331,600 

71 234,500 286,600 332,300 

72 235,200 287,400 333,000 

73 236,000 288,200 333,500 

74 236,600 288,700 334,100 

75 237,200 289,100 334,600 

76 237,700 289,600 335,200 

77 238,400 289,800 335,500 

78 239,100 290,100 336,000 

79 239,800 290,300 336,400 

80 240,300 290,700 336,900 

81 240,800 290,900 337,300 

82 241,500 291,100 337,800 

83 242,200 291,500 338,300 

84 242,900 291,800 338,800 

85 243,500 292,100 339,100 

86 244,200 292,400 339,500 

87 244,900 292,700 340,000 

88 245,600 293,100 340,400 

89 246,100 293,400 340,700 

90 246,600 293,800 341,100 

91 246,900 294,100 341,600 

92 247,300 294,500 342,000 

93 247,600 294,700 342,200 

94  294,900 342,600 

95  295,200 343,100 

96  295,600 343,500 

97  295,800 343,700 

98  296,100 344,100 

99  296,500 344,500 

100  296,900 344,800 

101  297,100 345,100 

102  297,400 345,500 

103  297,800 345,900 

104  298,100 346,300 

105  298,300 346,800 

106  298,600 347,200 

107  299,000 347,600 

108  299,300 348,000 

109  299,500 348,500 
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110  299,900 348,900 

111  300,300 349,200 

112  300,600 349,500 

113  300,800 350,000 

114  301,000  

115  301,300  

116  301,700  

117  301,900  

118  302,100  

119  302,400  

120  302,700  

121  303,100  

122  303,300  

123  303,600  

124  303,900  

125  304,200  

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム職員に適用する。 

 

[改正後 別記] 

別表第1(第5条関係) 

行政職給料表 

職務の級 1級 2級 3級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 

 円 円 円 

1 150,100 198,500 234,400 

2 151,200 200,300 236,000 

3 152,400 202,100 237,500 

4 153,500 203,900 239,000 

5 154,600 205,400 240,300 

6 155,700 207,200 241,900 

7 156,800 209,000 243,400 

8 157,900 210,800 244,900 

9 158,900 212,400 246,000 

10 160,300 214,200 247,500 

11 161,600 216,000 249,000 

12 162,900 217,800 250,300 

13 164,100 219,200 251,800 

14 165,600 221,000 253,000 

15 167,100 222,700 254,300 

16 168,700 224,500 255,500 

17 169,800 226,100 256,800 

18 171,200 227,800 258,200 

19 172,600 229,400 259,600 

20 174,000 230,900 261,100 
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21 175,300 232,200 262,700 

22 177,800 233,800 264,400 

23 180,300 235,400 266,000 

24 182,800 236,900 267,600 

25 185,200 237,900 269,400 

26 186,900 239,400 271,200 

27 188,500 240,700 272,900 

28 190,200 241,900 274,600 

29 191,700 243,100 276,200 

30 193,400 244,100 277,900 

31 195,200 245,100 279,700 

32 196,900 246,100 281,200 

33 198,500 247,200 282,400 

34 199,900 248,100 284,100 

35 201,400 249,000 285,700 

36 202,900 250,000 287,400 

37 204,200 250,900 289,000 

38 205,500 252,200 290,700 

39 206,700 253,400 292,500 

40 208,000 254,700 294,300 

41 209,300 256,000 295,800 

42 210,600 257,400 297,500 

43 211,900 258,600 299,000 

44 213,200 259,800 300,600 

45 214,300 260,900 302,200 

46 215,600 262,100 303,900 

47 216,900 263,400 305,500 

48 218,200 264,500 307,200 

49 219,200 265,600 308,100 

50 220,300 266,600 309,600 

51 221,300 267,800 311,100 

52 222,300 268,900 312,700 

53 223,300 269,900 314,300 

54 224,200 270,900 315,900 

55 225,100 272,000 317,500 

56 226,000 273,100 319,000 

57 226,300 274,000 320,500 

58 227,100 275,000 321,700 

59 227,800 275,900 322,900 

60 228,500 277,000 324,100 

61 229,200 278,100 324,800 

62 230,000 279,100 325,700 

63 230,700 280,000 326,500 

64 231,300 281,000 327,300 
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65 231,900 281,500 328,200 

66 232,500 282,400 328,600 

67 233,100 283,100 329,300 

68 233,800 284,000 330,100 

69 234,500 285,000 330,900 

70 235,100 285,800 331,600 

71 235,600 286,600 332,300 

72 236,300 287,400 333,000 

73 237,000 288,200 333,500 

74 237,600 288,700 334,100 

75 238,200 289,100 334,600 

76 238,700 289,600 335,200 

77 239,300 289,800 335,500 

78 240,000 290,100 336,000 

79 240,700 290,300 336,400 

80 241,200 290,700 336,900 

81 241,700 290,900 337,300 

82 242,300 291,100 337,800 

83 242,900 291,500 338,300 

84 243,400 291,800 338,800 

85 243,900 292,100 339,100 

86 244,500 292,400 339,500 

87 245,100 292,700 340,000 

88 245,600 293,100 340,400 

89 246,100 293,400 340,700 

90 246,600 293,800 341,100 

91 246,900 294,100 341,600 

92 247,300 294,500 342,000 

93 247,600 294,700 342,200 

94   294,900 342,600 

95   295,200 343,100 

96   295,600 343,500 

97   295,800 343,700 

98   296,100 344,100 

99   296,500 344,500 

100   296,900 344,800 

101   297,100 345,100 

102   297,400 345,500 

103   297,800 345,900 

104   298,100 346,300 

105   298,300 346,800 

106   298,600 347,200 

107   299,000 347,600 

108   299,300 348,000 
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109   299,500 348,500 

110   299,900 348,900 

111   300,300 349,200 

112   300,600 349,500 

113   300,800 350,000 

114   301,000   

115   301,300   

116   301,700   

117   301,900   

118   302,100   

119   302,400   

120   302,700   

121   303,100   

122   303,300   

123   303,600   

124   303,900   

125   304,200   

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム職員に適用する。 

 

[改正前 別記] 

別表第2(第5条関係)医療職給料表 

医療職給料表(1) 

 職務の級 1級 2級 

号給 給料月額 給料月額 

 円 円 

1 249,800 335,000 

2 252,300 338,000 

3 254,800 340,900 

4 257,300 343,800 

5 259,500 346,500 

6 263,300 349,700 

7 267,100 352,800 

8 270,900 355,900 

9 274,500 358,700 

10 278,500 361,400 

11 282,500 364,500 

12 286,500 367,700 

13 290,300 370,600 

14 294,300 374,100 

15 298,200 377,100 

16 302,100 380,700 

17 305,800 384,300 

18 309,400 387,000 

19 312,900 389,500 
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20 316,500 392,100 

21 320,100 394,900 

22 323,800 397,200 

23 327,300 399,700 

24 330,600 401,800 

25 334,100 403,800 

26 336,800 406,100 

27 339,400 408,300 

28 342,000 410,600 

29 344,800 412,900 

30 346,700 415,000 

31 348,900 417,000 

32 351,300 419,100 

33 353,500 421,000 

34 355,800 422,800 

35 357,900 424,600 

36 360,200 426,600 

37 362,400 428,500 

38 364,800 430,500 

39 367,000 432,400 

40 369,000 434,400 

41 371,300 436,200 

42 372,500 438,000 

43 373,900 439,700 

44 375,000 441,500 

45 376,200 443,300 

46 377,600 445,100 

47 379,100 446,900 

48 380,600 448,600 

49 381,700 450,400 

50 382,700 452,100 

51 383,700 453,900 

52 384,500 455,700 

53 385,400 457,600 

54 386,300 458,800 

55 387,000 460,000 

56 387,900 461,200 

57 388,600 462,400 

58 389,500 463,400 

59 390,300 464,400 

60 391,100 465,400 

61 391,600 466,200 

62 392,100 466,900 

63 392,500 467,600 
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64 393,000 468,300 

65 393,300 469,000 

66  469,700 

67  470,400 

68  471,000 

69  471,300 

70  472,000 

71  472,700 

72  473,400 

73  473,800 

74  474,400 

75  475,100 

76  475,800 

77  476,200 

78  476,800 

79  477,400 

80  477,900 

81  478,500 

82  479,000 

83  479,500 

84  480,000 

85  480,400 

86  481,000 

87  481,400 

88  481,900 

89  482,400 

90  483,000 

91  483,600 

92  484,000 

93  484,500 

94  485,100 

95  485,700 

96  486,300 

97  486,800 

備考 この表は、医師その他規則で定めるフルタイム職員に適用する。 

 

医療職給料表(2) 

 職務の級 1級 2級 3級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 

 円 円 円 

1 151,000 188,400 223,600 

2 152,400 190,000 225,200 

3 153,800 191,600 226,800 

4 155,200 193,200 228,400 

- 12 -- 12 -



 

5 156,400 194,700 229,800 

6 158,200 196,200 231,400 

7 159,900 197,800 232,900 

8 161,500 199,300 234,500 

9 163,100 200,900 235,600 

10 164,800 202,600 237,100 

11 166,400 204,200 238,500 

12 168,200 205,900 239,700 

13 169,700 207,300 241,300 

14 171,600 208,900 242,700 

15 173,600 210,500 243,900 

16 175,500 212,100 245,300 

17 177,400 213,500 246,100 

18 179,200 215,100 247,300 

19 181,000 216,800 248,500 

20 182,900 218,500 249,600 

21 184,700 219,800 251,000 

22 186,200 221,300 251,900 

23 187,700 222,700 252,900 

24 189,200 224,200 254,000 

25 190,800 225,600 255,200 

26 192,100 227,000 256,400 

27 193,600 228,300 257,800 

28 195,000 229,600 259,300 

29 196,500 230,900 260,700 

30 197,700 232,300 262,300 

31 199,000 233,800 263,900 

32 200,300 235,200 265,400 

33 201,700 236,200 266,800 

34 203,100 237,500 268,500 

35 204,400 238,500 270,100 

36 205,800 239,700 271,700 

37 206,900 241,000 273,200 

38 208,200 242,300 274,700 

39 209,500 243,400 276,300 

40 210,800 244,700 277,700 

41 211,900 246,000 279,200 

42 213,100 247,000 280,800 

43 214,300 248,200 282,500 

44 215,500 249,300 284,200 

45 216,700 250,400 285,700 

46 217,800 251,700 287,400 

47 218,800 253,000 289,100 

48 219,900 254,200 290,700 
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49 220,900 255,800 291,900 

50 221,900 257,200 293,500 

51 222,800 258,400 294,800 

52 223,800 259,600 296,400 

53 224,100 260,700 297,700 

54 224,900 262,000 299,200 

55 225,600 263,300 300,600 

56 226,400 264,400 302,100 

57 227,100 265,200 303,100 

58 228,000 266,500 304,300 

59 228,700 267,800 305,500 

60 229,400 269,100 306,900 

61 230,300 270,000 308,200 

62 231,000 271,200 309,400 

63 231,900 272,500 310,700 

64 232,900 273,800 311,900 

65 233,500 274,600 313,300 

66 234,200 275,700 314,100 

67 234,900 276,600 314,900 

68 235,600 277,700 315,700 

69 236,300 278,700 316,300 

70 236,900 279,700 317,000 

71 237,500 280,800 317,700 

72 238,000 281,900 318,300 

73 238,700 282,500 319,000 

74 239,400 283,200 319,200 

75 240,100 283,700 319,800 

76 240,600 284,500 320,400 

77 241,000 285,300 321,000 

78 241,600 285,900 321,500 

79 242,200 286,500 322,000 

80 242,800 287,100 322,500 

81 243,100 287,800 323,100 

82 243,500 288,300 323,600 

83 243,900 288,700 324,000 

84 244,200 289,100 324,500 

85 244,500 289,300 325,000 

86  289,500 325,400 

87  289,700 325,600 

88  289,900 326,000 

89  290,300 326,400 

90  290,500 326,800 

91  290,700 327,200 

92  290,900 327,600 
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93  291,300 327,900 

94  291,500 328,100 

95  291,700 328,500 

96  292,000 328,800 

97  292,400 329,000 

98  292,700 329,300 

99  292,900 329,600 

100  293,200 329,900 

101  293,500 330,100 

102  293,700 330,400 

103  293,900 330,800 

104  294,200 331,000 

105  294,500 331,200 

106   331,400 

107   331,800 

108   332,000 

109   332,200 

110   332,600 

111   333,000 

112   333,400 

113   333,600 

備考 この表は、栄養士その他のフルタイム職員で規則で定めるものに適用する。 

 

医療職給料表(3) 

 職務の級 1級 2級 3級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 

 円 円 円 

1 165,300 192,400 240,200 

2 166,700 194,500 242,000 

3 168,200 196,600 243,800 

4 169,600 198,600 245,600 

5 171,000 200,700 247,000 

6 172,500 203,000 248,300 

7 174,000 205,300 249,400 

8 175,500 207,500 250,700 

9 176,700 209,800 251,700 

10 178,400 211,200 252,700 

11 180,000 212,600 253,600 

12 181,500 213,800 254,500 

13 182,900 215,200 255,700 

14 184,900 216,600 256,800 

15 186,900 218,100 257,600 

16 188,900 219,300 258,600 

17 191,000 220,700 259,100 
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18 193,100 222,200 260,000 

19 195,200 223,700 261,000 

20 197,300 225,200 261,800 

21 199,300 226,300 262,700 

22 201,500 228,000 263,600 

23 203,700 229,700 264,500 

24 205,900 231,400 265,500 

25 207,800 232,700 266,700 

26 209,100 234,400 267,600 

27 210,300 236,100 268,800 

28 211,600 237,800 270,000 

29 212,800 239,400 271,200 

30 213,900 240,800 272,600 

31 215,200 242,100 274,100 

32 216,400 243,200 275,400 

33 217,700 244,400 277,000 

34 219,000 245,500 278,400 

35 220,300 246,400 279,600 

36 221,600 247,500 280,800 

37 222,700 248,400 282,400 

38 224,100 249,500 283,600 

39 225,400 250,400 285,000 

40 226,800 251,500 286,200 

41 227,700 251,900 287,500 

42 229,100 252,800 289,000 

43 230,500 253,700 290,500 

44 231,900 254,400 292,100 

45 233,100 255,200 293,400 

46 234,500 256,100 294,800 

47 235,800 257,000 296,300 

48 237,100 258,000 297,800 

49 238,100 259,000 298,900 

50 239,200 260,000 300,200 

51 240,200 261,200 301,400 

52 241,300 262,400 302,800 

53 242,200 263,500 304,200 

54 243,300 264,900 305,500 

55 244,200 266,200 306,900 

56 245,200 267,500 308,300 

57 245,900 269,000 309,100 

58 246,900 270,500 310,300 

59 247,600 271,900 311,500 

60 248,400 273,300 312,900 

61 249,200 274,700 314,000 
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62 250,200 276,000 315,300 

63 251,000 277,400 316,600 

64 252,000 278,500 317,800 

65 252,900 279,900 319,100 

66 253,700 281,400 320,400 

67 254,800 282,900 321,700 

68 255,700 284,400 323,000 

69 256,500 285,500 323,700 

70 257,500 287,000 324,800 

71 258,400 288,500 325,900 

72 259,400 289,900 326,800 

73 260,800 290,900 328,100 

74 262,100 292,300 328,800 

75 263,200 293,500 329,900 

76 264,300 294,800 331,100 

77 265,300 296,200 332,200 

78 266,300 297,500 333,400 

79 267,500 298,700 334,500 

80 268,500 300,000 335,700 

81 269,400 300,500 336,800 

82 270,400 301,700 337,900 

83 271,500 302,800 338,900 

84 272,600 304,000 340,000 

85 273,400 305,100 340,900 

86 274,300 306,300 341,900 

87 275,400 307,500 342,800 

88 276,500 308,600 343,800 

89 277,300 309,900 344,800 

90 278,200 311,100 345,600 

91 279,000 312,300 346,400 

92 280,000 313,500 347,200 

93 280,900 314,300 347,800 

94 281,900 315,000 348,400 

95 282,800 315,700 349,100 

96 283,800 316,300 349,700 

97 284,400 317,000 350,100 

98 285,200 317,300 350,500 

99 285,800 317,900 351,000 

100 286,700 318,600 351,400 

101 287,500 319,000 351,900 

102 288,300 319,600 352,300 

103 289,100 320,200 352,800 

104 289,900 320,800 353,200 

105 290,600 321,200 353,500 
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106 291,100 321,700 354,000 

107 291,600 322,200 354,400 

108 292,100 322,700 354,700 

109 292,300 323,100 355,200 

110 292,600 323,500 355,700 

111 292,800 323,800 356,200 

112 293,200 324,100 356,700 

113 293,500 324,500 357,200 

114 293,700 324,900 357,700 

115 294,100 325,300 358,200 

116 294,400 325,600 358,600 

117 294,700 325,800 359,000 

118 295,000 326,100 359,400 

119 295,300 326,500 359,900 

120 295,700 326,700 360,400 

121 296,000 326,900 360,800 

122 296,400 327,200 361,300 

123 296,700 327,500 361,800 

124 297,100 327,800 362,300 

125 297,300 328,000 362,600 

126 297,500 328,300  

127 297,800 328,700  

128 298,200 328,900  

129 298,400 329,100  

130 298,700 329,300  

131 299,100 329,700  

132 299,500 329,900  

133 299,700 330,200  

134 300,000 330,600  

135 300,400 331,000  

136 300,700 331,400  

137 300,900 331,700  

138 301,200 332,100  

139 301,600 332,500  

140 301,900 332,900  

141 302,100 333,200  

142 302,500 333,600  

143 302,900 333,900  

144 303,200 334,300  

145 303,400 334,600  

146 303,600 335,000  

147 303,900 335,400  

148 304,300 335,800  

149 304,500 336,100  
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150 304,700 336,500  

151 305,000 336,900  

152 305,300 337,300  

153 305,700 337,600  

154 305,900   

155 306,100   

156 306,400   

157 306,700   

158 307,000   

159 307,300   

160 307,600   

161 308,000   

162 308,300   

163 308,600   

164 308,900   

165 309,300   

166 309,600   

167 309,900   

168 310,200   

169 310,600   

備考 この表は、保健師その他のフルタイム職員で規則で定めるものに適用する。 

 

[改正後 別記] 

別表第2(第5条関係)医療職給料表 

医療職給料表(1) 

職務の級 1級 2級 

号給 給料月額 給料月額 

 円 円 

1 253,600 338,400 

2 256,100 341,400 

3 258,600 344,200 

4 261,100 347,100 

5 263,300 349,800 

6 267,100 352,800 

7 270,900 355,900 

8 274,700 358,700 

9 278,300 361,100 

10 282,300 363,700 

11 286,300 366,400 

12 290,300 369,200 

13 294,000 372,100 

14 298,000 375,600 

15 301,900 378,600 

16 305,700 382,200 
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17 309,300 385,600 

18 312,800 388,300 

19 316,300 390,800 

20 319,800 393,400 

21 323,400 396,100 

22 327,100 398,300 

23 330,500 400,200 

24 333,800 401,800 

25 337,300 403,800 

26 339,800 406,100 

27 342,400 408,300 

28 344,700 410,600 

29 347,100 412,900 

30 348,900 415,000 

31 350,700 417,000 

32 352,700 419,100 

33 354,900 421,000 

34 357,200 422,800 

35 359,300 424,600 

36 361,600 426,600 

37 363,700 428,500 

38 366,100 430,500 

39 368,300 432,400 

40 370,300 434,400 

41 372,500 436,200 

42 373,500 438,000 

43 374,300 439,700 

44 375,000 441,500 

45 376,200 443,300 

46 377,600 445,100 

47 379,100 446,900 

48 380,600 448,600 

49 381,700 450,400 

50 382,700 452,100 

51 383,700 453,900 

52 384,500 455,700 

53 385,400 457,600 

54 386,300 458,800 

55 387,000 460,000 

56 387,900 461,200 

57 388,600 462,400 

58 389,500 463,400 

59 390,300 464,400 

60 391,100 465,400 
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61 391,600 466,200 

62 392,100 466,900 

63 392,500 467,600 

64 393,000 468,300 

65 393,300 469,000 

66   469,700 

67   470,400 

68   471,000 

69   471,300 

70   472,000 

71   472,700 

72   473,400 

73   473,800 

74   474,400 

75   475,100 

76   475,800 

77   476,200 

78   476,800 

79   477,400 

80   477,900 

81   478,500 

82   479,000 

83   479,500 

84   480,000 

85   480,400 

86   481,000 

87   481,400 

88   481,900 

89   482,400 

90   483,000 

91   483,600 

92   484,000 

93   484,500 

94   485,100 

95   485,700 

96   486,300 

97   486,800 

備考 この表は、医師その他規則で定めるフルタイム職員に適用する。 

 

医療職給料表(2) 

職務の級 1級 2級 3級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 

 円 円 円 

1 155,100 191,500 226,800 
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2 156,500 193,100 228,400 

3 157,900 194,700 230,000 

4 159,300 196,300 231,600 

5 160,500 197,800 233,000 

6 162,300 199,300 234,600 

7 164,000 200,900 236,100 

8 165,600 202,400 237,700 

9 167,200 204,000 238,600 

10 168,900 205,700 240,000 

11 170,500 207,300 241,400 

12 172,300 209,000 242,500 

13 173,700 210,400 244,000 

14 175,500 212,000 245,300 

15 177,400 213,600 246,500 

16 179,200 215,200 247,800 

17 181,100 216,600 248,600 

18 182,600 218,200 249,800 

19 184,400 219,900 250,900 

20 186,200 221,600 252,000 

21 187,700 222,900 253,400 

22 189,200 224,400 254,200 

23 190,700 225,800 255,100 

24 192,200 227,300 256,000 

25 193,800 228,500 257,000 

26 195,100 229,900 258,100 

27 196,600 231,200 259,200 

28 198,000 232,400 260,400 

29 199,500 233,600 261,800 

30 200,700 234,900 263,400 

31 202,000 236,400 265,000 

32 203,300 237,700 266,500 

33 204,700 238,700 267,800 

34 206,100 240,000 269,500 

35 207,400 240,900 271,100 

36 208,800 242,100 272,700 

37 209,900 243,400 274,100 

38 211,200 244,500 275,600 

39 212,500 245,600 277,200 

40 213,800 246,700 278,600 

41 214,900 247,800 279,800 

42 216,100 248,700 281,200 

43 217,300 249,600 282,700 

44 218,500 250,400 284,200 

45 219,600 251,500 285,700 
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46 220,700 252,800 287,400 

47 221,700 254,100 289,100 

48 222,700 255,300 290,700 

49 223,600 256,800 291,900 

50 224,500 258,200 293,500 

51 225,400 259,400 294,800 

52 226,300 260,600 296,400 

53 226,600 261,600 297,700 

54 227,400 262,900 299,200 

55 228,000 264,200 300,600 

56 228,800 265,300 302,100 

57 229,500 266,100 303,100 

58 230,200 267,300 304,300 

59 230,800 268,500 305,500 

60 231,400 269,600 306,900 

61 232,100 270,500 308,200 

62 232,700 271,600 309,400 

63 233,300 272,700 310,700 

64 234,000 273,800 311,900 

65 234,600 274,600 313,300 

66 235,300 275,700 314,100 

67 236,000 276,600 314,900 

68 236,700 277,700 315,700 

69 237,300 278,700 316,300 

70 237,900 279,700 317,000 

71 238,500 280,800 317,700 

72 239,000 281,900 318,300 

73 239,600 282,500 319,000 

74 240,300 283,200 319,200 

75 241,000 283,700 319,800 

76 241,500 284,500 320,400 

77 241,900 285,300 321,000 

78 242,400 285,900 321,500 

79 242,900 286,500 322,000 

80 243,200 287,100 322,500 

81 243,500 287,800 323,100 

82 243,800 288,300 323,600 

83 244,100 288,700 324,000 

84 244,400 289,100 324,500 

85 244,700 289,300 325,000 

86  289,500 325,400 

87  289,700 325,600 

88  289,900 326,000 

89  290,300 326,400 
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90  290,500 326,800 

91  290,700 327,200 

92  290,900 327,600 

93  291,300 327,900 

94  291,500 328,100 

95  291,700 328,500 

96  292,000 328,800 

97  292,400 329,000 

98  292,700 329,300 

99  292,900 329,600 

100  293,200 329,900 

101  293,500 330,100 

102  293,700 330,400 

103  293,900 330,800 

104  294,200 331,000 

105  294,500 331,200 

106    331,400 

107    331,800 

108    332,000 

109    332,200 

110    332,600 

111    333,000 

112    333,400 

113    333,600 

備考 この表は、栄養士その他のフルタイム職員で規則で定めるものに適用する。 

 

医療職給料表(3) 

職務の級 1級 2級 3級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 

 円 円 円 

1 169,900 197,000 243,600 

2 171,300 198,900 245,400 

3 172,800 200,900 247,200 

4 174,200 202,800 249,000 

5 175,600 204,900 250,400 

6 177,100 206,900 251,700 

7 178,600 209,100 252,800 

8 180,100 211,200 254,100 

9 181,300 213,200 254,900 

10 183,000 214,600 255,800 

11 184,600 216,000 256,700 

12 186,100 217,200 257,500 

13 187,500 218,600 258,600 

14 189,500 220,000 259,600 
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15 191,500 221,500 260,400 

16 193,500 222,700 261,300 

17 195,500 224,100 261,800 

18 197,500 225,600 262,700 

19 199,500 227,100 263,500 

20 201,500 228,600 264,300 

21 203,500 229,700 265,200 

22 205,400 231,400 265,900 

23 207,500 233,100 266,800 

24 209,600 234,700 267,600 

25 211,200 236,000 268,600 

26 212,500 237,700 269,400 

27 213,700 239,400 270,300 

28 215,000 241,100 271,300 

29 216,200 242,700 272,500 

30 217,300 244,100 273,700 

31 218,600 245,400 275,200 

32 219,700 246,500 276,500 

33 221,000 247,500 278,000 

34 222,300 248,600 279,400 

35 223,600 249,500 280,600 

36 224,900 250,500 281,800 

37 226,000 251,200 283,300 

38 227,400 252,200 284,500 

39 228,700 253,100 285,900 

40 230,100 254,100 287,100 

41 231,000 254,500 288,100 

42 232,400 255,400 289,400 

43 233,700 256,200 290,700 

44 235,100 256,900 292,100 

45 236,300 257,700 293,400 

46 237,700 258,400 294,800 

47 239,000 259,300 296,300 

48 240,300 260,100 297,800 

49 241,200 260,900 298,900 

50 242,300 261,800 300,200 

51 243,300 262,700 301,400 

52 244,300 263,700 302,800 

53 245,000 264,800 304,200 

54 246,000 266,000 305,500 

55 246,900 267,300 306,900 

56 247,800 268,600 308,300 

57 248,500 270,000 309,100 

58 249,500 271,500 310,300 
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59 250,100 272,900 311,500 

60 250,900 274,300 312,900 

61 251,700 275,600 314,000 

62 252,500 276,900 315,300 

63 253,300 278,300 316,600 

64 254,100 279,400 317,800 

65 254,800 280,500 319,100 

66 255,500 281,800 320,400 

67 256,300 283,100 321,700 

68 257,000 284,400 323,000 

69 257,800 285,500 323,700 

70 258,600 287,000 324,800 

71 259,500 288,500 325,900 

72 260,500 289,900 326,800 

73 261,800 290,900 328,100 

74 263,100 292,300 328,800 

75 264,200 293,500 329,900 

76 265,300 294,800 331,100 

77 266,200 296,200 332,200 

78 267,200 297,500 333,400 

79 268,400 298,700 334,500 

80 269,400 300,000 335,700 

81 270,300 300,500 336,800 

82 271,200 301,700 337,900 

83 272,200 302,800 338,900 

84 273,100 304,000 340,000 

85 273,900 305,100 340,900 

86 274,700 306,300 341,900 

87 275,600 307,500 342,800 

88 276,500 308,600 343,800 

89 277,300 309,900 344,800 

90 278,200 311,100 345,600 

91 279,000 312,300 346,400 

92 280,000 313,500 347,200 

93 280,900 314,300 347,800 

94 281,900 315,000 348,400 

95 282,800 315,700 349,100 

96 283,800 316,300 349,700 

97 284,400 317,000 350,100 

98 285,200 317,300 350,500 

99 285,800 317,900 351,000 

100 286,700 318,600 351,400 

101 287,500 319,000 351,900 

102 288,300 319,600 352,300 
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103 289,100 320,200 352,800 

104 289,900 320,800 353,200 

105 290,600 321,200 353,500 

106 291,100 321,700 354,000 

107 291,600 322,200 354,400 

108 292,100 322,700 354,700 

109 292,300 323,100 355,200 

110 292,600 323,500 355,700 

111 292,800 323,800 356,200 

112 293,200 324,100 356,700 

113 293,500 324,500 357,200 

114 293,700 324,900 357,700 

115 294,100 325,300 358,200 

116 294,400 325,600 358,600 

117 294,700 325,800 359,000 

118 295,000 326,100 359,400 

119 295,300 326,500 359,900 

120 295,700 326,700 360,400 

121 296,000 326,900 360,800 

122 296,400 327,200 361,300 

123 296,700 327,500 361,800 

124 297,100 327,800 362,300 

125 297,300 328,000 362,600 

126 297,500 328,300   

127 297,800 328,700   

128 298,200 328,900   

129 298,400 329,100   

130 298,700 329,300   

131 299,100 329,700   

132 299,500 329,900   

133 299,700 330,200   

134 300,000 330,600   

135 300,400 331,000   

136 300,700 331,400   

137 300,900 331,700   

138 301,200 332,100   

139 301,600 332,500   

140 301,900 332,900   

141 302,100 333,200   

142 302,500 333,600   

143 302,900 333,900   

144 303,200 334,300   

145 303,400 334,600   

146 303,600 335,000   
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147 303,900 335,400   

148 304,300 335,800   

149 304,500 336,100   

150 304,700 336,500   

151 305,000 336,900   

152 305,300 337,300   

153 305,700 337,600   

154 305,900     

155 306,100     

156 306,400     

157 306,700     

158 307,000     

159 307,300     

160 307,600     

161 308,000     

162 308,300     

163 308,600     

164 308,900     

165 309,300     

166 309,600     

167 309,900     

168 310,200     

169 310,600     

備考 この表は、保健師その他のフルタイム職員で規則で定めるものに適用する。 
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議案第３号 

 

 

 

那覇市個人情報の保護に関する法律施行条例制定について 

 

 

 

那覇市個人情報の保護に関する法律施行条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めるため、この案

を提出する。 
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那覇市個人情報の保護に関する法律施行条例 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」

という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例で定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法におい

て使用する用語の例による。 

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査

委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防局長、上下水道

事業管理者及び市が設立した地方独立行政法人をいう。 

 (目的外利用等の届出) 

第3条 実施機関は、法第69条第2項(同項第1号に係る部分を除く。)の規定により利

用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供するときは、そ

の旨を速やかに市長に届け出なければならない。 

 (条例個人情報ファイル簿の作成及び公表) 

第4条 実施機関は、法第75条第2項の規定により同条第1項の規定を適用しないこと

とされた個人情報ファイルのうち、法第74条第2項第9号に掲げる本人の数が個人

情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第20条第2項で定める数

に満たない個人情報ファイルについて、規則で定めるところにより、次に掲げる

事項を記載した帳簿(以下この条において「条例個人情報ファイル簿」という。)

を作成し、公表しなければならない。 

 (1) 個人情報ファイルの名称 

 (2) 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

 (3) 個人情報ファイルの利用目的 

 (4) 個人情報ファイルに記録される項目(第3項において「記録項目」という。)

及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る

者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲 

 (5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(次号及び第7号において「記録情
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報」という。)の収集方法 

 (6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

 (7) 記録情報を当該実施機関以外の者に恒常的に提供する場合には、その提供先 

 (8) 法第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求をする組織

の名称及び所在地 

 (9) 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨 

 (10) その他規則で定める事項 

2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9

号に掲げるものを除く。)については、適用しない。 

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは同項第5号若し

くは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファ

イルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は

事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあ

ると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人

情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。 

 (不開示情報の特例) 

第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示すること

とされている情報として条例で定めるものは、那覇市情報公開条例(平成26年那

覇市条例第26号)第7条第1項第2号ウ及びエに掲げる情報(法第78条第1項各号(第

2号を除く。)に掲げるものを除く。)とする。 

(開示決定等の期限) 

第6条 法第82条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求

があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77

条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、

当該期間に算入しない。 

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、同項に規定する期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度とし

て延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求をした者に

対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければなら

ない。 
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(開示決定等の期限の特例) 

第7条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日

の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより

事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわら

ず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期

間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定

等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間

内に、開示請求をした者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければな

らない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

(不開示情報に該当しないこととなる時期の記載) 

第8条 実施機関は、開示決定等(法第82条第1項の規定により全部を開示するものを

除く。以下この条において同じ。)をする場合において、当該開示決定等に係る

保有個人情報(法第79条第1項の規定により開示した部分を除く。)が不開示情報

に該当しないこととなる時期が明らかであるときは、当該開示決定等に係る法第

82条第1項又は第2項の規定による通知に当該時期を記載しなければならない。 

(費用の負担) 

第9条 法第89条第2項に規定する条例で定める手数料は、無料とする。 

2 実施機関(市が設立した地方独立行政法人を除く。)に対し開示請求をした者が写

しを交付する方法(電磁的記録にあっては、規則で定める方法により交付するも

のをいう。)により開示の実施を受けたときは、規則で定めるところにより、こ

れに要する費用を負担しなければならない。 

(審査請求をすべき実施機関) 

第10条 開示決定等、法第93条第1項若しくは第2項の決定、法第101条第1項若しく

は第2項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為につ

いての審査請求は、当該開示決定等、法第93条第1項若しくは第2項の決定、法第

101条第1項若しくは第2項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求

に係る不作為に係る実施機関に対してするものとする。 

(審査会への諮問) 
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第11条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、那覇市情

報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年那覇市条例第 号)第1条に規定する那

覇市情報公開・個人情報保護審査会に対してするものとする。 

2 前項に規定する諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第41条第3項に規

定する事件記録の写しを添えてしなければならない。 

(審議会への諮問) 

第12条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適

正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要で

あると認めるときは、那覇市附属機関の設置に関する条例(昭和52年那覇市条例

第2号)別表に定める那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することが

できる。 

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合 

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合 

(3) 前号に掲げる場合のほか、実施機関(市が設立した地方独立行政法人を除

く。)における個人情報の取扱いに関する運用の基準を定めようとする場合 

(運用状況の公表) 

第13条 市長は、各実施機関における法及びこの条例の運用状況について、毎年度1

回公表するものとする。 

(委任) 

第14条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、

実施機関が定める。 

 

付 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 

 (那覇市個人情報保護条例の廃止) 

2 那覇市個人情報保護条例(平成3年那覇市条例第21号。以下「旧条例」という。)

は、廃止する。 

 (那覇市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置) 

3 施行日前において、旧条例第3条第2項、第29条第3項又は第30条第3項に規定する
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者に該当する者が職務又は業務の処理に関して知り得た旧条例第2条第1号に規

定する個人情報(付則第6項において「旧個人情報」という。)を漏らしてはなら

ない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。 

4 施行日前に旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による請求がされた場合にお

ける旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の

停止については、なお従前の例による。 

5 施行日前に旧条例第15条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規

定する保有特定個人情報の利用の停止、消去及び提供の停止については、なお従

前の例による。 

6 次に掲げる者が、正当な理由がなく、施行日前において旧条例第2条第4号に規定

する実施機関(以下この項及び次項において「旧実施機関」という。)が保有して

いた個人の秘密に属する事項が記録された公文書(旧個人情報を含む情報の集合

物であって、特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう

に体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含

む。)に限る。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下

の罰金に処する。 

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5項に規定する実施機関の職員(以

下この号において「旧実施機関の職員」という。)である者又は施行日前にお

いて旧実施機関の職員であった者 

(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う業務の委託を受け

た法人(以下「受託者」という。)の当該委託業務に従事していた者 

(3) 施行日前において指定管理者の管理業務に従事していた者 

7 前項各号に掲げる者が、施行日前に職務又は業務の処理に関して知り得た旧実施

機関が保有していた旧条例第2条第9号に規定する保有個人情報(付則第9項にお

いて「旧保有個人情報」という。)を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な

利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下

の罰金に処する。 

8 指定管理者若しくは受託者の代表者又は指定管理者若しくは受託者の代理人、使

用人その他の従業者が、その指定管理者又は受託者の業務に関して付則第6項又

は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その指定管理者又は受託
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者に対して各本項の罰金刑を科する。 

9 偽りその他不正の手段により旧条例第18条第1項の決定に基づく旧保有個人情報

の開示を施行日以後に受けた者は、5万円以下の過料に処する。 

10 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 (那覇市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正) 

11 那覇市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成25年那覇

市条例第4号)の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(個人情報の取扱い) 

第15条 指定管理者及び指定施設の管

理の業務に従事している者は、指定

施設の管理の業務を行うに当たって

は、那覇市個人情報保護条例(平成3

年那覇市条例第21号)の定めるとこ

ろにより個人情報を適正に取り扱わ

なければならない。 

(個人情報の取扱い) 

第15条 指定管理者及び指定施設の管

理の業務に従事している者は、指定

施設の管理の業務を行うに当たって

は、個人情報の保護に関する法律(平

成15年法律第57号)及び那覇市個人

情報の保護に関する法律施行条例

(令和5年那覇市条例第 号)の定め

るところにより個人情報を適正に取

り扱わなければならない。 

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する

改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

 (那覇市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の一部改正) 

12 那覇市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成31年那覇市条例第2号)の

一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(市が設置した防犯カメラの画像等の 

取扱い) 

(市が設置した防犯カメラの画像等の 

取扱い) 

第9条 市が設置した防犯カメラの画像

等の取扱いについては、前2条の規定

第9条 市が設置した防犯カメラの画像

等の取扱いについては、前2条の規定
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にかかわらず、那覇市個人情報保護条

例(平成3年那覇市条例第21号)に定め

るところによる。 

にかかわらず、個人情報の保護に関す

る法律(平成15年法律第57号)及び那

覇市個人情報の保護に関する法律施

行条例(令和5年那覇市条例第 号)に

定めるところによる。 

備考 前項の表備考の規定は、この表による改正について準用する。 
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議案第４号 

 

 

 

那覇市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例制定に 

ついて 

 

 

 

那覇市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を別紙のように

制定する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

規定による個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定め

るため、この案を提出する。 
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那覇市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定による

個人番号の利用及び法第19条第11号に規定する条例で定めるところによる特定

個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例で定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法におい

て使用する用語の例による。 

(個人番号の利用) 

第3条 法第9条第2項の規定により条例で定める事務は、市長の事務で次に掲げるも

のとする。 

(1) 別表第1の右欄に掲げる事務 

(2) 別表第2の中欄に掲げる事務 

(3) 法別表第2の第2欄に掲げる事務 

2 市長は、別表第2の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右

欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。

ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番

号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、こ

の限りでない。 

3 市長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の

第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができ

る。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個

人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りで

ない。 

4 前2項の規定により市長が特定個人情報を利用して事務を処理した場合において、

他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報

を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものと

みなす。 
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(特定個人情報の提供) 

第4条 別表第3の第2欄に掲げる機関が同表の第4欄に掲げる機関に対し、同表の第3

欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第5欄に掲げる特定個人情報の提

供を求めた場合には、同表の第4欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる機関に

当該特定個人情報を提供することができる。 

2 前条第4項の規定は、別表第3の第2欄に掲げる機関が前項の規定により提供され

た特定個人情報を利用して事務を処理した場合について準用する。 

(委任) 

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

付 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 

 

別表第1(第3条関係) 

号 事務 

(1) 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若

しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴

収に関する事務であって規則で定めるもの 

(2) 那覇市重度心身障がい者医療費等助成条例(平成4年那覇市条例第15号)

に基づく医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

(3) 那覇市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業に基づく用具の給付

に関する事務であって規則で定めるもの 

(4) 那覇市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業に基づく補聴器の購

入等に係る助成に関する事務であって規則で定めるもの 

(5) 那覇市こども医療費助成条例(平成5年那覇市条例第14号)に基づく医療

費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

(6) 那覇市母子及び父子家庭等医療費助成条例(平成7年那覇市条例第15号)

に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

 

別表第2(第3条関係) 
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号 事務 特定個人情報 

(1) 児童福祉法(昭和22年法

律第164号)による小児

慢性特定疾病医療費又

は療育の給付の支給に

関する事務であって規

則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報(住民基本台帳法(昭和42年

法律第81号)第7条各号に規定する事項をい

う。以下同じ。) 

イ 医療保険給付関係情報(法別表第2の1の項

の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に

関する法律(昭和57年法律第80号)による医

療に関する給付の支給又は保険料の徴収若

しくは賦課に関する情報をいう。以下同じ。) 

ウ 地方税関係情報(地方税法(昭和25年法律

第226号)その他の地方税に関する法律に基

づく条例の規定により算定した税額又はそ

の算定の基礎となる事項に関する情報をい

う。以下同じ。) 

エ 特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養

手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第

134号)による特別児童扶養手当の支給に関

する情報をいう。以下同じ。) 

オ 生活保護関係情報(生活保護法(昭和25年

法律第144号)による保護の実施又は就労自

立給付金若しくは進学準備給付金の支給に

関する情報をいう。以下同じ。) 

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報(中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)による支援給付又は配偶者支援金の支給

に関する情報をいう。以下同じ。) 

  キ 障がい者関係情報(身体障害者福祉法(昭
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和24年法律第283号)による身体障害者手帳、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

(昭和25年法律第123号)による精神障害者保

健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年

法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

をいう。以下同じ。) 

ク 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

による障害児福祉手当又は特別障害者手当

の支給に関する情報 

ケ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和

60年法律第34号。以下「昭和60年法」という。)

附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する

情報 

コ 外国人保護関係情報(生活に困窮する外国

人に対する保護の実施又は就労自立給付金

若しくは進学準備給付金の支給に関する情

報をいう。以下同じ。) 

(2) 児童福祉法による保育

所における保育の実施

若しくは措置又は費用

の徴収に関する事務で

あって規則で定めるも

の 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 地方税関係情報 

ウ 特別児童扶養手当関係情報 

エ 児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法

(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当

の支給に関する情報をいう。以下同じ。) 

(3) 児童福祉法による障害

児通所給付費、特例障害 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

 児通所給付費、高額障害

児通所給付費、肢体不自

由児通所医療費、障害児

相談支援給付費若しく 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 地方税関係情報 

エ 特別児童扶養手当関係情報 

オ 生活保護関係情報 
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 は特例障害児相談支援

給付費の支給又は障害

福祉サービスの提供に

関する事務であって規

則で定めるもの 

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

キ 障がい者関係情報 

ク 外国人保護関係情報 

ケ 自立支援給付関係情報(障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法

律(平成17年法律第123号)による自立支援給

付の支給に関する情報をいう。以下同じ。) 

(4) 児童福祉法による助産

施設における助産の実

施又は母子生活支援施

設における保護の実施

に関する事務であって

規則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 地方税関係情報 

エ 生活保護関係情報 

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

カ 外国人保護関係情報 

(5) 予防接種法(昭和23年法

律第68号)による予防接

種の実施、給付の支給又

は実費の徴収に関する

事務であって規則で定

めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 生活保護関係情報 

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

エ 障がい者関係情報 

オ 外国人保護関係情報 

(6) 身体障害者福祉法によ

る身体障害者手帳の交

付に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 生活保護関係情報 

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

エ 外国人保護関係情報 

(7) 身体障害者福祉法によ

る障害福祉サービス、障

害者支援施設等への入

所等の措置又は費用の 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 地方税関係情報 
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 徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの 

エ 特別児童扶養手当関係情報 

オ 生活保護関係情報 

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

キ 障がい者関係情報 

ク 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

による障害児福祉手当又は特別障害者手当

の支給に関する情報 

ケ 昭和60年法附則第97条第1項の福祉手当の

支給に関する情報 

コ 外国人保護関係情報 

サ 介護保険給付等関係情報(介護保険法(平

成9年法律第123号)による保険給付の支給、

地域支援事業の実施又は保険料の徴収若し

くは賦課に関する情報をいう。以下同じ。) 

シ 自立支援給付関係情報 

(8) 精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律に

よる精神障害者保健福

祉手帳の交付に関する

事務であって規則で定

めるもの 

住民関係情報であって規則で定めるもの 

(9) 生活保護法による保護

の決定及び実施、就労自 

立給付金若しくは進学

準備給付金の支給、保護

に要する費用の返還又

は徴収金の徴収に関す

る事務であって規則で

定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

ウ 障がい者関係情報 

エ 外国人保護関係情報 

オ 公営住宅等の管理等に関する情報(公営住

宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅

の管理に関する情報又は住宅地区改良法(昭

和35年法律第84号)による改良住宅の管理若 
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  しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変

更若しくは収入超過者に対する措置に関す

る情報をいう。以下同じ。) 

カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律による地域生活支援

事業の実施に関する情報 

キ 健康増進法(平成14年法律第103号)による

健康増進事業の実施に関する情報 

ク 難病患者特定医療費関係情報(難病の患者

に対する医療等に関する法律(平成26年法律

第50号)による特定医療費の支給に関する情

報をいう。以下同じ。) 

ケ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に

よる保健事業の実施に関する情報 

コ 児童福祉法による助産施設における助産

の実施に関する情報 

サ 医療費助成関係情報(那覇市重度心身障が

い者医療費等助成条例による医療費等の助

成、那覇市こども医療費助成条例による医療

費の助成又は那覇市母子及び父子家庭等医

療費助成条例による医療費の助成に関する

情報をいう。以下同じ。) 

シ 小児慢性特定疾病用具給付関係情報(那覇

市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付

事業に基づく用具の給付に関する情報をい

う。以下同じ。) 

(10) 地方税法その他の地方

税に関する法律及びこ

れらの法律に基づく条

例による地方税の賦課 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 生活保護関係情報 
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 徴収又は地方税に関す

る調査(犯則事件の調査

を含む。)に関する事務

であって規則で定める

もの 

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

オ 障がい者関係情報 

カ 外国人保護関係情報 

キ 介護保険給付等関係情報 

(11) 公営住宅法による公営

住宅の管理に関する事

務であって規則で定め

るもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 地方税関係情報 

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

エ 障がい者関係情報 

オ 外国人保護関係情報 

(12) 戦傷病者戦没者遺族等

援護法(昭和27年法律第

127号)による援護に関

する事務であって規則

で定めるもの 

住民関係情報であって規則で定めるもの 

(13) 国民健康保険法による

保険給付の支給又は保

健事業の実施に関する

事務であって規則で定

めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 地方税関係情報 

ウ 生活保護関係情報 

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

  オ 障がい者関係情報 

カ 外国人保護関係情報 

キ 介護保険給付等関係情報 

ク 国民年金法(昭和34年法律第141号)による

被保険者の資格に関する情報 

ケ 母子保健法(昭和40年法律第141号)による

母子健康手帳に関する情報 

(14) 国民年金法による年金 次に掲げる情報であって規則で定めるもの 
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 である給付若しくは一

時金の支給又は保険料

その他徴収金の徴収に

関する事務であって規

則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 地方税関係情報 

エ 生活保護関係情報 

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

カ 外国人保護関係情報 

(15) 知的障害者福祉法によ

る障害福祉サービス、障

害者支援施設等への入

所等の措置又は費用の

徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 地方税関係情報 

エ 特別児童扶養手当関係情報 

オ 生活保護関係情報 

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

キ 障がい者関係情報 

ク 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

による障害児福祉手当又は特別障害者手当

の支給に関する情報 

ケ 昭和60年法附則第97条第1項の福祉手当の

支給に関する情報 

コ 外国人保護関係情報 

サ 介護保険給付等関係情報 

シ 自立支援給付関係情報 

(16) 住宅地区改良法による

改良住宅の管理若しく

は家賃若しくは敷金の

決定若しくは変更又は

収入超過者に対する措

置に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 地方税関係情報 

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

エ 障がい者関係情報 

オ 外国人保護関係情報 
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(17) 災害対策基本法(昭和36

年法律第223号)による

被災者台帳の作成に関

する事務であって規則

で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 障がい者関係情報 

ウ 難病患者特定医療費関係情報 

エ 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療

費の支給に関する情報 

(18) 児童扶養手当法による

児童扶養手当の支給に

関する事務であって規

則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 生活保護関係情報 

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

エ 外国人保護関係情報 

(19) 戦没者等の妻に対する

特別給付金支給法(昭和

38年法律第61号)による

特別給付金の支給に関

する事務であって規則

で定めるもの 

住民関係情報であって規則で定めるもの 

(20) 老人福祉法(昭和38年法

律第133号)による福祉

の措置又は費用の徴収

に関する事務であって

規則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 地方税関係情報 

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

エ 外国人保護関係情報 

オ 介護保険給付等関係情報 

(21) 母子及び父子並びに寡

婦福祉法(昭和39年法律

第129号)による資金の

貸付けに関する事務で

あって規則で定めるも

の 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 生活保護関係情報 

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

エ 外国人保護関係情報 

オ 児童扶養手当関係情報 
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(22) 母子及び父子並びに寡

婦福祉法による配偶者

のない者で現に児童を

扶養しているもの又は

寡婦についての便宜の

供与に関する事務であ

って規則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

ウ 外国人保護関係情報 

(23) 母子及び父子並びに寡

婦福祉法による給付金

の支給に関する事務で

あって規則で定めるも

の 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 生活保護関係情報 

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

エ 外国人保護関係情報 

(24) 特別児童扶養手当等の

支給に関する法律によ

る特別児童扶養手当の

支給に関する事務であ

って規則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 生活保護関係情報 

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

エ 外国人保護関係情報 

(25) 特別児童扶養手当等の

支給に関する法律によ

る障害児福祉手当若し

くは特別障害者手当又

は昭和60年法附則第97

条第1項の福祉手当の支

給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 生活保護関係情報 

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

エ 外国人保護関係情報 

オ 医療費助成関係情報 

(26) 戦没者等の遺族に対す

る特別弔慰金支給法(昭

和40年法律第100号)に

よる特別弔慰金の支給 

住民関係情報であって規則で定めるもの 
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 に関する事務であって

規則で定めるもの 

 

(27) 母子保健法による保健

指導、新生児の訪問指

導、健康診査、妊娠の届

出、母子健康手帳の交

付、妊産婦の訪問指導、

低体重児の届出、未熟児

の訪問指導、養育医療の

給付若しくは養育医療

に要する費用の支給又

は費用の徴収に関する

事務であって規則で定

めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 地方税関係情報 

ウ 外国人保護関係情報 

(28) 戦傷病者等の妻に対す

る特別給付金支給法(昭

和41年法律第109号)に

よる特別給付金の支給

に関する事務であって

規則で定めるもの 

住民関係情報であって規則で定めるもの 

(29) 戦没者の父母等に対す

る特別給付金支給法(昭 

住民関係情報であって規則で定めるもの 

 和42年法律第57号)によ

る特別給付金の支給に

関する事務であって規

則で定めるもの 

 

(30) 児童手当法(昭和46年法

律第73号)による児童手

当又は特例給付(同法附 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 
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 則第2条第1項の給付を

いう。)の支給に関する

事務であって規則で定

めるもの 

ウ 国民年金法による被保険者の資格に関す

る情報 

(31) 高齢者の医療の確保に

関する法律による後期

高齢者医療給付の支給、

保険料の徴収又は保健

事業の実施に関する事

務であって規則で定め

るもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 地方税関係情報 

エ 生活保護関係情報 

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

カ 障がい者関係情報 

キ 外国人保護関係情報 

ク 介護保険給付等関係情報 

(32) 中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法

律による支援給付又は

配偶者支援金の支給に

関する事務であって規

則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 生活保護関係情報 

ウ 障がい者関係情報 

エ 外国人保護関係情報 

オ 公営住宅等の管理等に関する情報 

カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律による地域生活支援

事業の実施に関する情報 

キ 健康増進法による健康増進事業の実施に

関する情報 

ク 難病患者特定医療費関係情報 

ケ 国民健康保険法による保健事業の実施に

関する情報 

コ 児童福祉法による助産施設における助産

の実施に関する情報 

サ 医療費助成関係情報 
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  シ 小児慢性特定疾病用具給付関係情報 

(33) 介護保険法による保険

給付の支給、地域支援事

業の実施又は保険料の

徴収若しくは賦課に関

する事務であって規則

で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 地方税関係情報 

エ 生活保護関係情報 

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

カ 障がい者関係情報 

キ 外国人保護関係情報 

ク 国民年金法による被保険者の資格に関す

る情報 

(34) 感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療

に関する法律(平成10年

法律第114号)による入

院の勧告若しくは措置、

費用の負担又は療養費

の支給に関する事務で

あって規則で定めるも

の 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 生活保護関係情報 

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

オ 外国人保護関係情報 

(35) 健康増進法による健康

増進事業の実施に関す

る事務であって規則で

定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

 ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 地方税関係情報 

エ 生活保護関係情報 

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

カ 外国人保護関係情報 

(36) 特定障害者に対する特

別障害給付金の支給に 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 
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 関する法律(平成16年法

律第166号)による特別

障害給付金の支給に関

する事務であって規則

で定めるもの 

イ 地方税関係情報 

ウ 生活保護関係情報 

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

オ 外国人保護関係情報 

(37) 障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支

援するための法律によ

る自立支援給付の支給

又は地域生活支援事業

の実施に関する事務で

あって規則で定めるも

の 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 地方税関係情報 

エ 特別児童扶養手当関係情報 

オ 生活保護関係情報 

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

キ 障がい者関係情報 

ク 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

による障害児福祉手当又は特別障害者手当

の支給に関する情報 

ケ 昭和60年法附則第97条第1項の福祉手当の

支給に関する情報 

コ 外国人保護関係情報 

サ 介護保険給付等関係情報 

(38) 子ども・子育て支援法

(平成24年法律第65号)

による子どものための

教育・保育給付の支給又

は地域子ども・子育て支

援事業の実施に関する

事務であって規則で定

めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 地方税関係情報 

ウ 特別児童扶養手当関係情報 

エ 生活保護関係情報 

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

カ 障がい者関係情報 

キ 外国人保護関係情報 

ク 児童扶養手当関係情報 

  ケ 児童福祉法による障害児通所支援に関す
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る情報 

  コ 自立支援給付関係情報 

(39) 難病の患者に対する医

療等に関する法律によ

る特定医療費の支給に

関する事務であって規

則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 地方税関係情報 

エ 特別児童扶養手当関係情報 

オ 生活保護関係情報 

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

キ 障がい者関係情報 

ク 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

による障害児福祉手当又は特別障害者手当

の支給に関する情報 

ケ 昭和60年法附則第97条第1項の福祉手当の

支給に関する情報 

コ 外国人保護関係情報 

(40) 生活に困窮する外国人

に対する保護の決定及

び実施、就労自立給付金

若しくは進学準備給付

金の支給、保護に要する 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの及

び法別表第2の26の項の第4欄に掲げる特定個

人情報 

ア 住民関係情報 

イ 生活保護関係情報 

 費用の返還又は徴収金

の徴収に関する事務で

あって規則で定めるも

の 

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

エ 障がい者関係情報 

オ 公営住宅等の管理等に関する情報 

カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律による地域生活支援

事業の実施に関する情報 

キ 健康増進法による健康増進事業の実施に

関する情報 

ク 難病患者特定医療費関係情報 
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  ケ 国民健康保険法による保健事業の実施に

関する情報 

コ 児童福祉法による助産施設における助産

の実施に関する情報 

サ 医療費助成関係情報 

シ 小児慢性特定疾病用具給付関係情報 

(41) 那覇市重度心身障がい

者医療費等助成条例に

基づく医療費等の助成

に関する事務であって

規則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 地方税関係情報 

エ 特別児童扶養手当関係情報 

オ 生活保護関係情報 

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

キ 障がい者関係情報 

ク 外国人保護関係情報 

ケ 介護保険給付等関係情報 

コ 自立支援給付関係情報 

サ 国民年金法による障害基礎年金の支給に

関する情報 

シ 医療費助成関係情報 

(42) 那覇市小児慢性特定疾

病児童日常生活用具給

付事業に基づく用具の

給付に関する事務であ

って規則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

 ア 住民関係情報 

イ 地方税関係情報 

ウ 生活保護関係情報 

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

オ 障がい者関係情報 

カ 外国人保護関係情報 

(43) 那覇市軽度・中等度難聴

児補聴器購入費等助成 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 
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 事業に基づく補聴器の

購入等に係る助成に関

する事務であって規則

で定めるもの 

イ 地方税関係情報 

ウ 生活保護関係情報 

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

オ 障がい者関係情報 

カ 外国人保護関係情報 

(44) 那覇市こども医療費助

成条例に基づく医療費

の助成に関する事務で

あって規則で定めるも

の 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 地方税関係情報 

エ 生活保護関係情報 

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

カ 障がい者関係情報 

キ 外国人保護関係情報 

ク 自立支援給付関係情報 

ケ 医療費助成関係情報 

(45) 那覇市母子及び父子家

庭等医療費助成条例に

基づく医療費の助成に

関する事務であって規

則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 医療保険給付関係情報 

ウ 地方税関係情報 

エ 児童扶養手当関係情報 

  オ 生活保護関係情報 

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 

キ 障がい者関係情報 

ク 外国人保護関係情報 

ケ 自立支援給付関係情報 

コ 医療費助成関係情報 

 

別表第3(第4条関係) 

号 情報照 事務 情報提 特定個人情報 

- 55 -- 55 -



 会機関  供機関  

(1) 市長 生活保護法による保

護の決定及び実施、就

労自立給付金若しく

は進学準備給付金の

支給、保護に要する費

用の返還又は徴収金

の徴収に関する事務

であって規則で定め

るもの 

教育委

員会 

学校保健安全法(昭和33年

法律第56号)による医療に

要する費用についての援助

に関する情報であって規則

で定めるもの 

(2) 市長 生活に困窮する外国

人に対する保護の決

定及び実施、就労自立

給付金若しくは進学

準備給付金の支給、保

護に要する費用の返

還又は徴収金の徴収

に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

教育委

員会 

学校保健安全法による医療

に要する費用についての援

助に関する情報であって規

則で定めるもの 

(3) 教育委

員会 

学校保健安全法によ

る医療に要する費用

についての援助に関

する事務であって規

則で定めるもの 

市長 次に掲げる情報であって規

則で定めるもの 

ア 住民関係情報 

イ 地方税関係情報 

ウ 生活保護関係情報 

エ 中国残留邦人等支援給

付等関係情報 

オ 外国人保護関係情報 
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議案第５号 

 

 

 

那覇市情報公開・個人情報保護審査会条例制定について 

 

 

 

那覇市情報公開・個人情報保護審査会条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

行政不服審査法第 81条第４項の規定に基づき、那覇市情報公開・個人情報

保護審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、この案を提出す

る。 
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那覇市情報公開・個人情報保護審査会条例 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)

第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の機関として設置する那覇市情報公開・

個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において「諮問実施機関」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 次条第1号に掲げる諮問をした那覇市個人情報の保護に関する法律施行条

例(令和5年那覇市条例第 号)第2条第2項に規定する実施機関 

(2) 次条第2号に掲げる諮問をした那覇市情報公開条例(平成26年那覇市条例第

26号)第2条第2号に規定する実施機関 

(3) 次条第3号に掲げる諮問をした議長 

2 この条例において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条第1項若しくは

第2項、第93条第1項若しくは第2項又は第101条第1項若しくは第2項の規定によ

る決定に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報 

(2) 那覇市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年那覇市条例第 号)第

24条第1項又は第2項の規定による決定に係る同条例第2条第4項に規定する保

有個人情報 

3 この条例において「公文書」とは、那覇市情報公開条例第12条第1項又は第2項の

規定による決定に係る同条例第2条第1号に規定する公文書をいう。 

 (担任事務) 

第3条 審査会は、次に掲げる諮問に応じて、調査審議する。 

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の

規定による諮問 

(2) 那覇市情報公開条例第20条第1項の規定による諮問 

(3) 那覇市議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問 

 (組織) 
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第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。 

2 委員は、個人情報保護制度及び情報公開制度に関して優れた識見を有する者のう

ちから市長が委嘱する。 

 (任期等) 

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

2 委員は、任期満了後も、後任者が委嘱されるまでの間その職務を行うものとする。 

3 委員は、再任されることができる。 

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

 (会長及び副会長) 

第6条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 (会議) 

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。 

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

4 審査会の会議は、非公開とする。 

 (審査会の調査権限) 

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報

又は公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会

に対し、その提示された保有個人情報又は公文書の開示を求めることができない。 

2 諮問実施機関は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを

拒んではならない。 

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含

まれている情報又は公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方

法により分類又は整理をした資料を作成し、審査会に提出するよう求めることが
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できる。 

(提出資料の写しの送付等) 

第9条 審査会は、資料等(第8条第3項の規定による資料又は法第81条第3項において

準用する法第74条若しくは法第76条の規定による主張書面若しくは資料をいう。

以下この条において同じ。)の提出があったときは、資料等の写し(電磁的記録(電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下この項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記

載した書面)を当該資料等を提出した諮問実施機関、審査請求人又は法第13条第4

項に規定する参加人(以下この条において「審査関係人」という。)以外の審査関

係人に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認め

られるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。 

2 審査会は、前項本文の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資

料等を提出した審査関係人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、

その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

 (委任) 

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が

規則で定める。 

 

付 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 

 (経過措置) 

2 この条例の施行の際現に那覇市附属機関の設置に関する条例(昭和52年那覇市条

例第2号)別表に定める那覇市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」

という。)の委員である者は、施行日に、第4条第2項の規定により審査会の委員

として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみな

される者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和5年12月19日までとす

る。 

3 この条例の施行前に旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際現に当該諮問
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に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問につ

いて旧審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。 

(那覇市附属機関の設置に関する条例の一部改正) 

4 那覇市附属機関の設置に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

[別表 別記] [別表 別記] 

備考 表の改正規定において、改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」

という。)及び改正部分に係るけい線に対応する改正後の欄中下線が引かれた部

分(以下「改正後部分」という。)及び改正後部分に係るけい線がない場合には、

当該改正部分及び当該改正部分に係るけい線を削る。 

 

[改正前 別記] 

別表(第2条関係) 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関の名称 担任する事務 

市長 [略] 

那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会 [略] 

那覇市情報公開・個人情報保護審査会 情報公開及び個人情

報保護制度に係る審

査請求の審査等に関

すること。 

那覇市空家等対策審議会 [略] 

[略] 

[略] 

 

[改正後 別記] 

別表(第2条関係) 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関の名称 担任する事務 
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市長 [略] 

那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会 [略] 

那覇市空家等対策審議会 [略] 

[略] 

[略] 

 

 (那覇市情報公開条例の一部改正) 

5 那覇市情報公開条例の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

目次 目次 

第1章～第2章 [略] 第1章～第2章 [略] 

第3章 審査請求 第3章 審査請求の諮問等(第19条―

第21条) 

第1節 諮問等(第19条―第21条)  

第2節 審査会の調査審議の手続等

(第22条―第27条) 

 

第4章 情報公開の総合的な推進(第

28条―第30条) 

第4章 情報公開の総合的な推進(第

22条―第24条) 

第5章 雑則(第31条―第34条) 第5章 雑則(第25条―第28条) 

付則 付則 

   第3章 審査請求    第3章 審査請求の諮問等 

第1節 諮問等  

第2節 審査会の調査審議の手

続等 

 

(審査会の調査権限)  

第22条 審査会は、必要があると認める

ときは、諮問実施機関に対し、公開決

定等に係る公文書の提示を求めるこ

とができる。この場合において、公開
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決定等に係る公文書の写しが作成さ

れたときは、当該写しについては、こ

の条例及び那覇市個人情報保護条例

(平成3年那覇市条例第21号)の規定

は、適用しない。 

2 諮問実施機関は、審査会から前項の

規定による求めがあったときは、これ

を拒んではならない。 

 

3 審査会は、必要があると認めるとき

は、諮問実施機関に対し、公開決定等

に係る公文書に記録されている情報

の内容を審査会の指定する方法によ

り分類又は整理をした資料を作成し、

審査会に提出するよう求めることが

できる。 

 

4 第1項及び前項に定めるもののほか、

審査会は、審査請求に係る事件に関

し、審査請求人、参加人又は諮問実施

機関(以下「審査請求人等」という。)

に意見書又は資料の提出を求めるこ

と、適当と認める者にその知っている

事実の陳述又は鑑定を求めることそ

の他必要な調査をすることができる。 

 

(意見の陳述)  

第23条 審査会は、審査請求人等から申

立てがあったときは、当該審査請求人

等に口頭で意見を述べる機会を与え

なければならない。ただし、審査会が、

その必要がないと認めるときは、この
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限りでない。 

2 前項本文の場合においては、審査請

求人又は参加人は、審査会の許可を得

て、補佐人とともに出頭することがで

きる。 

 

(意見書等の提出)  

第24条 審査請求人等は、審査会に対

し、意見書又は資料を提出することが

できる。ただし、審査会が意見書又は

資料を提出すべき相当の期間を定め

たときは、当該期間内にこれを提出し

なければならない。 

 

(提出資料の閲覧等)  

第25条 審査請求人等は、審査会に対

し、審査会に提出された意見書又は資

料(第22条第1項の規定により提示さ

れた公文書及び当該公文書の写し並

びに同条第3項の資料を除く。)の閲覧

又は写しの交付(電磁的記録にあって

は、規則で定める方法による閲覧又は

写しの交付)を求めることができる。

この場合において、審査会は、第三者

の利益を害するおそれがあると認め

るとき、その他正当な理由があるとき

でなければ、これを拒むことができな

い。 

 

2 審査会は、前項の閲覧をさせ、又は

同項の写しの交付をするときは、当該

閲覧又は写しの交付に係る意見書又
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は資料を提出した審査請求人等の意

見を聴かなければならない。ただし、

審査会が、その必要がないと認めると

きは、この限りでない。 

3 審査会は、第1項の閲覧又は写しの交

付について、日時及び場所を指定する

ことができる。 

 

4 審査請求人又は参加人が第1項の写

しの交付を受ける場合は、規則に定め

るところにより、当該写しの作成及び

送付に要する費用を納付しなければ

ならない。 

 

(答申書の送付等)  

第26条 審査会は、諮問に対する答申を

したときは、答申書の写しを審査請求

人及び参加人に送付するとともに、当

該答申の内容を公表するものとする。 

 

(規則への委任)  

第27条 第22条から前条までに定める

もののほか、審査会の調査審議の手続

等に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

第28条～第34条 [略] 第22条～第28条 [略] 

備考 

1 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部

分に改める。 

2 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

3 条名等を「～」で結んでいる場合には、これらの条名等及びこれらの条名等の

間にある全ての条名等を順次示したものとする。 
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議案第６号 

 

 

 

那覇市事務分掌条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 

那覇市事務分掌条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

企画財務部において後期高齢者医療保険料及び介護保険料の徴収事務の一部

を行うことができるようにするため、この案を提出する。 
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那覇市事務分掌条例の一部を改正する条例 

 

那覇市事務分掌条例(1966年那覇市条例第13号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

第2条 [略] 第2条 [略] 

2 企画財務部の分掌事務は、次のとおりと

する。 

2 [略] 

(1)～(6) [略] (1)～(6) [略] 

(7) 市税(国民健康保険税にあっては、

規則で定めるものに限る。)に関するこ

と。 

(7) 市税(国民健康保険税にあっては、

規則で定めるものに限る。)並びに後期

高齢者医療保険料及び介護保険料(い

ずれも規則で定めるものに限る。)に関

すること。 

3～10 [略] 3～10 [略] 

備考 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する改正

前の欄中下線が引かれた部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

付 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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 議案第７号 

 

 

 

那覇市印鑑条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 

 那覇市印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法

律第 37 号）第 49 条による電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の

認証業務に関する法律（平成 14年法律第 153号）の一部改正に伴い、個人番号

カードを所有する者について移動端末設備を利用し、多機能端末機による印鑑

登録証明書の交付を受けることを可能とするため、この案を提出する。 
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那覇市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

那覇市印鑑条例(昭和51年那覇市条例第19号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

(多機能端末機による印鑑登録証明書の

交付申請) 

(多機能端末機による印鑑登録証明書の

交付申請) 

第17条 前条の規定にかかわらず、印鑑登

録者は、個人番号カード(電子署名等に係

る地方公共団体情報システム機構の認証

業務に関する法律(平成14年法律第153

号)第22条第1項の利用者証明用電子証明

書が記録されているものに限る。)を使用

して、多機能端末機(本市の電子計算機と

電気通信回線で接続された民間事業者が

設置する端末機で、自動的に証明書等を

交付するものをいう。)に暗証番号その他

必要な事項を入力することにより、印鑑

登録証明書の交付の申請をすることがで

きる。 

第17条 前条の規定にかかわらず、印鑑登

録者は、個人番号カード(電子署名等に係

る地方公共団体情報システム機構の認証

業務に関する法律(平成14年法律第153

号)第22条第1項の個人番号カード用利用

者証明用電子証明書が記録されているも

のに限る。)又は移動端末設備(同法第16

条の2第1項に規定する移動端末設備であ

って同法第35条の2第1項の移動端末設備

用利用者証明用電子証明書が記録されて

いるものに限る。)を使用して、多機能端

末機(本市の電子計算機と電気通信回線

で接続された民間事業者が設置する端末

機で、自動的に証明書等を交付するもの

をいう。)に暗証番号その他必要な事項を

入力することにより、印鑑登録証明書の

交付の申請をすることができる。 

備考 

1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄

中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

2 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

   付 則 

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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議案第８号 

 

 

 

那覇市新市民会館建設基金条例を廃止する条例制定について 

 

 

 

那覇市新市民会館建設基金条例を廃止する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

 

（提案理由） 

 那覇市新市民会館建設基金を廃止するため、この案を提出する。 
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那覇市新市民会館建設基金条例を廃止する条例 

 

那覇市新市民会館建設基金条例(平成22年那覇市条例第31号)は、廃止する。 

 

付 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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議案第９号 

 

 

 

那覇市立壺屋焼物博物館条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 

那覇市立壺屋焼物博物館条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

博物館法の一部改正に伴い、同法の条項を引用する規定を整理し、併せて所

要の規定の整備を行うため、この案を提出する。 
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那覇市立壺屋焼物博物館条例の一部を改正する条例 

 

那覇市立壺屋焼物博物館条例(平成9年那覇市条例第33号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

(趣旨) (設置) 

第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法

律第285号)第18条の規定に基づき、博物

館の設置及び運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

第1条 焼物(陶器、磁器、土器及び瓦をい

う。以下同じ。)に関する市民の知識及び

教養の向上を図り、もって市民の教育、

学術及び文化の発展に資するため、博物

館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項

に規定する博物館として、那覇市立壺屋

焼物博物館(以下「博物館」という。)を

設置する。 

(設置等) (位置) 

第2条 焼物(陶器、磁器、土器及び瓦をい

う。以下同じ。)に関する市民の知識及び

教養の向上を図り、もって市民の教育、

学術及び文化の発展に資するため、那覇

市立壺屋焼物博物館(以下「博物館」とい

う。)を設置する。 

第2条 博物館の位置は、那覇市壺屋1丁目9

番32号とする。 

2 博物館の位置は、那覇市壺屋1丁目9番3

2号とする。 

 

(博物館協議会) (博物館協議会) 

第15条 博物館法第20条第1項の規定に基

づき、那覇市立壺屋焼物博物館協議会(以

下「協議会」という。)を置く。 

第15条 博物館法第23条第1項の規定に基

づき、那覇市立壺屋焼物博物館協議会(以

下「協議会」という。)を置く。 

2～6 [略] 2～6 [略] 

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後

の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

 

付 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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議案第１０号 

 

 

 

那覇市避難行動要支援者名簿の情報の提供に関する条例制定について 

 

 

 

那覇市避難行動要支援者名簿の情報の提供に関する条例を別紙のように制定

する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

 災害対策基本法第 49 条の 11 第２項の規定による避難支援等関係者に対する

名簿情報の提供に関し必要な事項を定めるため、この案を提出する。 
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那覇市避難行動要支援者名簿の情報の提供に関する条例 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)

第49条の11第2項の規定による避難支援等関係者に対する名簿情報の提供に関し

必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法におい

て使用する用語の例による。 

(本人の同意を要しない名簿情報の提供) 

第3条 市長は、那覇市消防局、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委

員及び社会福祉法人那覇市社会福祉協議会に対し、法第49条の11第2項本文の規

定により名簿情報を提供する場合には、本人(当該名簿情報によって識別される

特定の個人をいう。)の同意を要しないものとする。 

(委任) 

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

定める。 

 

   付 則 

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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 議案第１１号 

 

 

 

那覇市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 

 那覇市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の３第１項の規定によ

るマンションの管理に関する計画の認定の申請に対する審査等の手数料を設け、

及び那覇市情報公開・個人情報保護審査会が徴収する手数料を減免するための

規定を整備するため、この案を提出する。 
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   那覇市手数料条例の一部を改正する条例 

 

那覇市手数料条例(平成24年那覇市条例第71号)の一部を次のように改正する。 

 

   付 則 

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 

 

[改正前 別記] 

別表第4(第2条関係) 

  建設に関するもの 

1～6 [略] 

7 [略] 

 

[改正後 別記] 

改正前 改正後 

 (手数料の減免)  (手数料の減免) 

第6条 次の各号いずれかに該当する場合

は、手数料を減免することができる。 

第6条 [略] 

 (1)～(7) [略]  (1)～(7) [略] 

 (8) 行政不服審査法(平成26年法律第68

号)第11条第2項の審理員(同法第9条第

3項に規定する場合にあっては、同条第

1項の審査庁)又は那覇市行政不服審査

会条例(平成27年那覇市条例第51号)第

2条の那覇市行政不服審査会が、別表第

5第1号に規定する手数料の減免につい

て経済的困難その他特別の理由がある

と認めるとき。 

(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68

号)第11条第2項の審理員(同法第9条第

3項に規定する場合にあっては、同条第

1項の審査庁)、那覇市行政不服審査会

条例(平成27年那覇市条例第51号)第2

条の那覇市行政不服審査会又は那覇市

情報公開・個人情報保護審査会条例(令

和5年那覇市条例第 号)第1条の那覇

市情報公開・個人情報保護審査会が、

別表第5第1号に規定する手数料の減免

について経済的困難その他特別の理由

があると認めるとき。 

 (9) [略]  (9) [略] 

[別表第4 別記] [別表第4 別記] 

備考 

1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄

中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

2 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

3 改正後の欄中の表(以下「改正後表」という。)の表示に対応する改正前の欄中の表の

表示がない場合には、当該改正後表を加える。 
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別表第4(第2条関係) 

  建設に関するもの 

1～6 [略] 

7 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下この項にお

いて「法」という。)に基づく事務 

号 事務 手数料の

名称 

手数料の額 

(1) 法 第 5 条

の3第1項

(法第5条

の6第2項

において

準用する

場合を含

む。)の規

定による

申請に対

する審査 

管理計画

認定・認定

更新申請

手数料 

次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又

はイに定める額 

ア 法第5条の4各号に掲げる基準(同条第4号の都道府

県等マンション管理適正化指針を除く。)に適合する

ことを証する書類として市長が認めるものを添付す

る場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額 

(ア) マンションの管理の適正化の推進に関する法

律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条

の2第1項第2号に規定する長期修繕計画(以下この

表において「長期修繕計画」という。)の数が1で

ある場合 4,700円 

(イ) 長期修繕計画の数が2以上である場合 4,700

円に1を超える長期修繕計画の数に2,100円を乗じ

て得た額を加えた額 

イ アに掲げる場合以外の場合 次の(ア)又は(イ)に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に

定める額 

(ア) 長期修繕計画の数が1である場合 26,800円 

(イ) 長期修繕計画の数が2以上である場合 26,80

0円に1を超える長期修繕計画の数に15,300円を乗

じて得た額を加えた額 

(2) 法 第 5 条

の7第1項

の認定の

申請に対

する審査 

管理計画

変更認定

申請手数

料 

次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又

はイに定める額 

ア 長期修繕計画の数が1である場合 11,600円 

イ 長期修繕計画の数が2以上である場合 11,600円

に1を超える長期修繕計画の数に6,400円を乗じて得

た額を加えた額 

8 [略] 
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議案第１２号 

 

 

 

   那覇市消防局長及び消防署長の資格を定める条例の一部を改正す 

る条例制定について 

 

 

 

那覇市消防局長及び消防署長の資格を定める条例の一部を改正する条例を別

紙のように制定する。 

 

 

 

  令和５年２月８日提出 

 

 

 

                  那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

 消防局長及び消防署長の資格を改めるため、この案を提出する。 
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   那覇市消防局長及び消防署長の資格を定める条例の一部を改正する条例 

 

 那覇市消防局長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年那覇市条例第2号)の一部を

次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

 (消防局長の資格)  (消防局長の資格) 

第2条 消防局長の資格は、次のとおりとす

る。 

第2条 [略] 

 (1) 本市の消防職員として消防事務に

従事した者で、本市の消防署長の職又

は那覇市消防局、消防学校若しくは消

防職員及び消防団員の訓練機関におけ

る本市の消防署長の職と同等以上と認

められる職に1年以上あったものであ

ること。 

 (1) 本市の消防職員として消防事務に

従事した者で、本市の消防署長の職又

は那覇市消防局の次長の職に1年以上

あったものであること。 

 (2) 本市の消防団員として消防事務に

従事した者で、本市の消防団長の職に2

年以上あったものであること。 

 

 (3) [略]  (2) [略] 

(消防署長の資格) (消防署長の資格) 

第3条 消防署長の資格は、次のとおりとす

る。 

 (1) 本市の消防吏員として消防事務に

従事した者で、消防司令以上の階級に1

年(市長が定める教育訓練を消防大学

校において受けた者については、1年か

ら当該教育訓練の課程に応じ市長が定

める期間を控除した期間)以上あった

ものであること。 

 (2) 本市の消防吏員として消防事務に

従事した者で、消防司令補以上の階級

に3年(市長が定める教育訓練を消防大

学校において受けた者については、3

年から当該教育訓練の課程に応じ市長

が定める期間を控除した期間)以上あ

ったもの(前号に該当する者を除く。)

であること。 

第3条 消防署長の資格は、本市の消防吏員

として消防事務に従事した者で、消防司

令長以上の階級に1年(市長が定める教育

訓練を消防大学校において受けた者につ

いては、1年から当該教育訓練の課程に応

じ市長が定める期間を控除した期間)以

上あったものであることとする。 

 (3) 本市の消防団員として消防事務に

従事した者であって、本市の消防団の

副団長の職その他本市の消防団におけ
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るこれと同等以上と認められる職に3

年以上あったもので、市長が定める教

育訓練を消防大学校において受けたも

のであること。 

備考 

1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄

中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合は、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

2 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

 

   付 則 

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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議案第３２号 

 

 

財産の処分について 

 

 

地方自治法第 96条第１項第６号の規定により、財産の処分（無償譲渡）をす

るため議会の議決を得る。 

 

令和５年２月８日提出 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

譲渡財産内訳 

園舎１       松川こども園         

所在地       那覇市松川１丁目７番１号 

建物の構造・面積  鉄筋コンクリート造・725㎡     

譲与の相手方 

名 称       社会福祉法人 弘文会 

所在地       那覇市繁多川５丁目１２番１ 

理事長       神村 絹枝 

 

園舎２       松島こども園         

所在地       那覇市古島２丁目 30番地 12 

建物の構造・面積  鉄筋コンクリート造・471㎡     

譲与の相手方 

名 称       社会福祉法人 雅福祉会 

所在地       那覇市安謝１丁目８番２４号 

理事長       兼城 照美 
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園舎３       城岳こども園         

所在地       那覇市楚辺２丁目１番１号 

建物の構造・面積  鉄筋コンクリート造・420㎡     

譲与の相手方 

名 称       社会福祉法人 ポプラ福祉会 

所在地       那覇市壺川２丁目５番地１３ 

理事長       崎濱 盛喜 

 

園舎４       神原こども園        

所在地       那覇市樋川２丁目７番１号 

建物の構造・面積  鉄筋コンクリート造・516㎡     

譲与の相手方 

名 称       社会福祉法人 さくら会 

所在地       那覇市寄宮１丁目 16番 10号 

理事長       池宮城 紀夫 

 

園舎５       古蔵こども園        

所在地       那覇市古波蔵１丁目 33番２号 

建物の構造・面積  鉄筋コンクリート造・1018㎡     

譲与の相手方 

名 称       社会福祉法人 豊春福祉会 

所在地       那覇市古波蔵２丁目４番３２号 

理事長       瀬名波 榮喜 

 

（提案理由） 

本市と、平成 30年度より公私連携幼保連携型認定こども園の運営を行う公私

連携法人５法人において締結した「公私連携幼保連携型認定こども園の設置及

び運営に関する基本協定書」の更新及び公私連携法人５法人による公私連携幼

保連携型認定こども園の安定的な運営のために当該５園の園舎を公私連携法人

に無償譲渡するため、この案を提出する。 

- 86 -- 86 -



議案第３３号 

令和５年度包括外部監査契約の締結について 

包括外部監査契約を次のとおり締結する。 

令和５年２月８日提出 

那覇市長 知念 覚

１ 契約の目的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契約の期間の始期 令和５年４月１日 

３ 契約の金額 10,713,000円を上限とする額 

４ 契約の相手方 

弁護士 植松 孝則 

（提案理由） 

地方自治法第 252条の 36第１項の規定により、包括外部監査契約を締結する

ため、この案を提出する。 

87



w
在定哩̶、
,ひ‘ Yぐ�̶ ・-------- ------

ぎぢ,:…-1

0 4,12,2 o

̶�ル傳

那覇市長知念覚様

那覇市監査委員

同

同

同

渡口勇』

宮城

城間

奥間

■ホ
と

亮

令和5年度包括外部監査契約の締結について(回答)

令和4年12月23日付け那企企第172号で照会のありましたみだしのことに

ついては下記のとおりです。

記

異議はありません。

号
I
I
I

c
o

l
-
�
̃
 
C
�
I

r
u
月

C
-
'
]

第
お

監
4

那
細

- 98 -- 88 -



議案第３４号 

那覇市行政区域内の一部を浦添市道に認定することの承諾について 

次のとおり、道路法第８条第４項の規定に基づき議会の議決を求める。

  令和５年２月８日提出 

那覇市長  知念 覚

（提案理由） 

浦添市では、浦添市内間３丁目を起点とし、那覇市銘苅３丁目に至る延長

220ｍの道路を「浦添市道内間９号線」として認定を計画しており、当該路線

の拡幅予定区域の一部が那覇市行政区域となるため、浦添市から道路法第８条

第３項に基づく行政区域外認定承諾の依頼がある。 

当該那覇市区域を浦添市が浦添市道として認定し、整備管理することが、路

線の連続性から適切であると判断されるので、この案を提出する。 
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議案第３５号 

あらたに生じた土地の確認について 

（港町４丁目） 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第９条の５第１項の規定により、本市

の区域内にあらたに生じた次の土地を確認する。 

令和５年２月８日提出 

那覇市長 知念 覚 

１ 土地の所在  別図の土地 

２ 地 積  35,358.71平方メートル 

（提案理由） 

那覇市港町４丁目の地先において、公有水面埋立により本市の区域内にあら

たに土地が生じたので、地方自治法第９条の５第１項の規定に基づき、議会の

議決を経て確認するため、この案を提出する。 
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 議案第３６号 

 

 

 

町の区域の変更について 

（港町４丁目） 

 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条第１項の規定により、町の 

区域を次のとおり変更する。 

別図に示すあらたに生じた土地を那覇市港町４丁目の区域に編入する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

那覇市港町４丁目の地先において、あらたに生じた土地の確認に伴い、地方

自治法第 260 条第１項の規定に基づき、町の区域の変更について、議会の議決

を経て定める必要があるため、この案を提案する。 
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議案第３７号 

 

 

 

あらたに生じた土地の確認について 

（港町１丁目） 

 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第９条の５第１項の規定により、本

市の区域内にあらたに生じた次の土地を確認する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

１ 土地の所在  別図の土地 

  

２ 地   積  280.11平方メートル 

   

 

 

（提案理由） 

那覇市港町１丁目の地先において、公有水面埋立により本市の区域内にあら

たに土地が生じたので、地方自治法第９条の５第１項の規定に基づき、議会の

議決を経て確認するため、この案を提出する。 
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議案第３８号 

 

 

 

町の区域の変更について 

（港町１丁目） 

 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条第１項の規定により、町の区

域を次のとおり変更する。 

別図に示すあらたに生じた土地を那覇市港町１丁目の区域に編入する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

   

（提案理由） 

那覇市港町１丁目の地先において、あらたに生じた土地の確認に伴い、地方

自治法第 260 条第１項の規定に基づき、町の区域の変更について、議会の議決

を経て定める必要があるため、この案を提案する。 
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議案第３９号 

 

 

 

市街地の区域及び当該区域の住居表示の方法について 

（港町４丁目） 

 

 

 

住居表示に関する法律第３条第１項の規定により、あらたに生じた土地につ

いて市街地の区域及び当該区域の住居表示の方法を次のとおり定める。 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 市街地の区域 

  別図に示すあらたに生じた土地（那覇市港町４丁目地先） 

  

２ 住居表示の方法 

 街区方式 

 

 

（提案理由） 

那覇市港町４丁目の地先において、あらたに生じた土地の区域における住居

表示の実施のため、住居表示に関する法律第３条第１項の規定に基づき、市街

地の区域及び当該区域に住居表示の方法について、議会の議決を経て定める必

要があるため、この案を提出する。 
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議案第４０号 

 

 

工事請負契約について 

（真地市営住宅第１期建替工事（建築）） 

 

次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

令和５年２月８日提出 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

１ 契約の目的  真地市営住宅第１期建替工事（建築） 

 

２ 契約の方法  制限付一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額  2,353,780,000円 

 

４ 契約の相手方  

 

受注者  高橋土建・辰雄建設・尚輪興建共同企業体 

 

代表者  所在地 沖縄県那覇市前島３丁目 13番 11号 

      商 号 株式会社 高橋土建 

      代表者 代表取締役 玉城 俊夫 

 

構成員  所在地 沖縄県那覇市宮城１丁目 16番 19 １階 

      商 号 有限会社 辰雄建設 

      代表者 代表取締役 安里 繭子 

 

構成員  所在地 沖縄県那覇市字真地 421番地 15 

      商 号 株式会社 尚輪興建 

      代表者 代表取締役 下地 喜広 

 

（提案理由） 

「真地市営住宅第１期建替工事（建築）」を施工するため、この案を提出する。 
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議案第４１号 

 

 

工事請負契約について 

（真地市営住宅第１期建替工事（電気１工区）） 

 

次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

令和５年２月８日提出 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

１ 契約の目的  真地市営住宅第１期建替工事（電気１工区） 

 

２ 契約の方法  制限付一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額  158,840,000円 

 

４ 契約の相手方  

 

受注者  三協電気工事・大名電建・大和電設共同企業体 

 

代表者  所在地 沖縄県那覇市字天久 903番地 

      商 号 三協電気工事株式会社 

      代表者 代表取締役社長 松島 寛和 

 

構成員  所在地 沖縄県那覇市首里末吉町２丁目 141番地 43 

      商 号 株式会社大名電建 

      代表者 代表取締役 山畑 将之 

 

構成員  所在地 沖縄県那覇市字国場 135-１ 

      商 号 有限会社大和電設 

      代表者 代表取締役 棚原 惠三 

 

（提案理由） 

「真地市営住宅第１期建替工事（電気１工区）」を施工するため、この案を提

出する。 
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議案第４２号 

 

 

工事請負契約について 

（真地市営住宅第１期建替工事（機械１工区）） 

 

次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

令和５年２月８日提出 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

１ 契約の目的  真地市営住宅第１期建替工事（機械１工区） 

 

２ 契約の方法  制限付一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額  173,558,000円 

 

４ 契約の相手方  

 

受注者  沖縄工業・三崎工業・明光電気共同企業体 

 

代表者  所在地 那覇市字真地 197番地の７ 

     商 号 株式会社 沖縄工業 

      代表者 代表取締役 糸数 啓子 

 

構成員  所在地 那覇市首里大名町１-161-１ 

        エンゼルハイム首里大名 106 

    商 号  有限会社 三崎工業 

     代表者  代表取締役 知念 秀明 

 

構成員  所在地 那覇市壺川１丁目 12番地３ 

    商 号  合資会社 明光電気 

           代表者  代表社員 仲村 彰 

 

（提案理由） 

「真地市営住宅第１期建替工事（機械１工区）」を施工するため、この案を提

出する。 
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議案第４３号 

 

 

工事請負契約について 

（真地市営住宅第１期建替工事（機械２工区）） 

 

次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

令和５年２月８日提出 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

１ 契約の目的  真地市営住宅第１期建替工事（機械２工区） 

 

２ 契約の方法  制限付一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額  147,158,000円 

 

４ 契約の相手方  

 

受注者  沖縄水質改良・沖設備・第一設備共同企業体 

 

代表者  所在地 沖縄県那覇市首里石嶺町３丁目８番地１ 

      商 号 沖縄水質改良株式会社 

      代表者 代表取締役 天願 智一 

 

構成員  所在地 沖縄県那覇市壺川二丁目 11番地 11 

      商 号 株式会社 沖設備 

      代表者 代表取締役 山城 邦夫 

 

構成員  所在地 沖縄県那覇市与儀２丁目 12番 25号 

      商 号 合資会社 第一設備 

      代表者 代表社員 武村 健 

 

（提案理由） 

「真地市営住宅第１期建替工事（機械２工区）」を施工するため、この案を提

出する。 
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議案第４４号 

 

 

工事請負契約について 

（大名市営住宅第４期建替工事（Ｂ棟・建築）） 

 

次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

令和５年２月８日提出 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

１ 契約の目的  大名市営住宅第４期建替工事（Ｂ棟・建築） 

 

２ 契約の方法  制限付一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額  894,740,000円 

 

４ 契約の相手方  

 

受注者  野原建設・正吉建設・ＩＭＩＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ共同

企業体 

 

代表者  所在地 沖縄県那覇市長田２丁目 10番 32号 

      商 号 株式会社 野原建設 

      代表者 代表取締役 上地 修 

 

構成員  所在地 沖縄県那覇市字仲井真 365-２ 

      商 号 株式会社 正吉建設 

      代表者 代表取締役 赤嶺 勲 

 

構成員  所在地 沖縄県那覇市おもろまち２丁目２番 19号 

      商 号 株式会社 ＩＭＩ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 

      代表者 代表取締役 池原 紀夫 

 

（提案理由） 

「大名市営住宅第４期建替工事（Ｂ棟・建築）」を施工するため、この案を提出

する。 

- 127 -- 109 -



- 110 -



議案第４５号 

 

 

工事請負契約について 

（大名市営住宅第４期建替工事（Ｃ棟・建築）） 

 

次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

令和５年２月８日提出 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 契約の目的  大名市営住宅第４期建替工事（Ｃ棟・建築） 

 

２ 契約の方法  制限付一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額  1,016,620,000円 

 

４ 契約の相手方  

 

受注者  東恩納組・金城組・平川建設共同企業体 

 

代表者  所在地 沖縄県那覇市古波蔵１丁目 20番 30号 

      商 号 株式会社 東恩納組 

      代表者 代表取締役社長 東恩納 惟 

 

構成員  所在地 沖縄県那覇市字安里 45番地 

      商 号 株式会社 金城組 

      代表者 代表取締役 金城 永真 

 

構成員  所在地 沖縄県那覇市具志１丁目 12番３号 

      商 号 株式会社 平川建設 

      代表者 代表取締役 平川 哲也 

 

（提案理由） 

「大名市営住宅第４期建替工事（Ｃ棟・建築）」を施工するため、この案を提出

する。 
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諮問第１号  

 

 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

 

別紙の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（諮問理由） 

別紙の者は、人権擁護委員候補者として適任と思料されるので、諮問する。 
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別 紙 

 

１  

  大城
おおしろ

 早
さ

智子
ち こ

 （          ） 〈再任推薦〉 

 

２  

  本成
もとなり

 悦子
え つ こ

 （          ） 〈再任推薦〉 
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報告第１号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（工事請負金額の変更） 

 

 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、平成 12 年３月 24 日議会の議決

により指定された請負金額の 100 分の５以内でその金額が 1,000 万円を超えな

い範囲の工事請負金額の変更について、次のとおり専決処分する。 

 

令和５年 １月 18日 

那覇市長 知 念  覚 

 

１ 議決事件名 工事請負契約について（第一牧志公設市場建設工事（電気））

（令和 2年 9月 28日同意） 

 

工  事  名 第一牧志公設市場建設工事（電気） 

 

契約の相手方 

受注者 金城電気工事・ゼネラル電設・きゃん電研共同企業体 

代表者 所在地 沖縄県那覇市安里 3丁目 6番 29号 

         商 号 金城電気工事株式会社 

         代表者 代表取締役社長 吉濱 功佑  

構成員 所在地 那覇市首里大名町 1丁目 126番地の 6 

         商 号 株式会社 ゼネラル電設 

         代表者 代表取締役 新川 秀盛 

構成員 所在地 沖縄県那覇市金城 2-3-5 101号室 

         商 号 株式会社 きゃん電研 

         代表者 代表取締役 喜屋武 尚 

 

２ 変更する事項 契約金額 

既 決 金 額 348,685,700円 

変更する金額 351,117,800円 
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報告第２号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（工事請負金額の変更） 

 

 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、請負金額の 100 分の５以内でその金額が 1,000 万円を超えな

い範囲の工事請負金額の変更について、次のとおり専決処分する。 

 

令和５年 １月 16 日 

那覇市長 知念 覚 

 

１ 議 決事件 名 工事請負契約について（第一牧志公設市場建設工事（機械））

（令和２年９月 28 日同意） 

 

工  事  名 第一牧志公設市場建設工事（機械） 

 

契約の相手方 

受注者 和高建設工業・オカノ・金吉設備工業共同企業体 

代表者 所在地 沖縄県那覇市田原 4-5-2 

         商 号 株式会社 和高建設工業 

         代表者 代表取締役 喜屋武 護 

構成員 所在地 那覇市安謝 1 丁目 23 番 8 号 

         商 号 株式会社 オカノ 

         代表者 代表取締役社長 與儀 盛輝 

構成員 所在地 沖縄県那覇市田原 4-5-2 

         商 号 株式会社 金吉設備工業 

         代表者 代表取締役 喜屋武 護 

 

２ 変更する事項 契約金額 

既 決 金 額 313,276,700 円 

変更する金額 313,820,100 円 
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報告第３号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（車両事故） 

 

 

 

 地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

  令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第 180条第１項の規定に基づき平成 12年３月 24日議会の議決に

より指定された、１件 200万円以下の損害賠償について、次のとおり専決処分

する。 

 

令和４年 12月 28日 

那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 事  件  名 車両物損事故 

 

２ 賠償の相手方 

  及び賠償額 

  相 手 方 那覇市字大道在住                      

  賠 償 額 170,445円 
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報告第４号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（那覇市旅館業法施行条例の一部を改正する条例制定） 

 

 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

- 31 -- 121 -



 

 

専  決  処  分  書 

 

 

地方自治法第180条第１項の規定に基づき平成12年３月24日議会の議決により指

定された、法令の改廃に伴い当然必要な、当該法令の題名及び条項を引用する規定

の整備を内容とする条例の改正について、次のとおり専決処分する。 

 

 

令和５年１月16日 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

件名 那覇市旅館業法施行条例の一部を改正する条例 
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那覇市旅館業法施行条例の一部を改正する条例 

 

那覇市旅館業法施行条例(平成24年那覇市条例第62号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

(社会教育施設等の指定等) (社会教育施設等の指定等) 

第2条 法第3条第3項第3号の条例で定める

施設は、次に掲げるとおりとする。 

第2条 [略] 

(1)～(2) [略] (1)～(2) [略] 

(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第

2条第1項に規定する博物館及び同法第

29条に規定する博物館に相当する施設 

(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第

2条第1項に規定する博物館及び同法第

31条第1項の規定による指定を受けた

施設 

(4)～(5) [略] (4)～(5) [略] 

2 [略] 2 [略] 

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後

の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

 

付 則 

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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報告第５号 

 

 

 

地方独立行政法人那覇市立病院の令和３年事業年度の業務実績に 

関する評価結果の報告について 

 

 

 

地方独立行政法人法第 28条第１項第１号の規定により、地方独立行政法人那

覇市立病院の令和３年事業年度業務実績に関する評価を行ったことから、その

結果について、同条第５項の規定により別紙のとおり報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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地
方

独
立

行
政

法
人

那
覇

市
立

病
院

 

令
和

3
年
事
業
年
度
業
務
実
績
評
価
書
 

         

令
和

５
年

１
月
 

那
覇

市
長
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1 
  
那
覇
市
立
病
院
の
概
要

 
 

 

１
．
現
況
 

 
①
法
人
名
 

 
 
地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇
市
立
病
院
 

  
②
本
部
の
所
在
地
 

 
 
沖
縄
県
那
覇
市
古
島

2
丁
目

31
番
地

1 

  
③
役
員
の
状
況
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
（
令
和

3
年

4
月

1
日
現
在
）
 

役
 職

 名
 

氏
 
名
 

備
  
 
考
 

理
 事

 長
 

理
 
 
事
 

理
 
 
事
 

理
 
 
事
 

理
 
 
事
 

理
 
 
事
 

監
 
 
事
 

監
 
 
事
 

外
間

 
浩

 

新
垣

 
均

 

豊
見

山
 

直
樹
 

宮
田

 
裕

史
 

宮
里

 
浩

 

藤
本

 
み

ゆ
き
 

城
間

 
貞

 

仲
松

 
正

人
 

院
  
  

 長
 

副
  
院
  
長
 

副
  
院
  
長
 

副
  
院
  
長
 

副
  
院
  
長
 

副
  
院
  
長
 

公
認
会
計
士
 

弁
護

士
 

 
④
設
置
・
運
営
す
る
病
院
 

 
 
別
表
の
と
お
り
 

  
⑤
職
員
数
（
令
和

3
年

4
月

1
日
現
在
）
 

1,
15
0
人
（
理
事
長

1
人
 正

職
員

81
2
人
 フ

ル
タ
イ
ム
職
員

27
5
人
 パ

ー
ト
タ
イ
ム
職
員

62
人
）
 

 ２
．
那
覇
市
立
病
院
の
基
本
的
な
目
標
等
 

那
覇
市
立
病
院
（
以
下
、「

市
立
病
院
」
と
い
う
。）

は
、
那
覇
市
及
び
地
域
の
中
核
的
急
性
期
病
院
と
し

て
、
救
急
医
療
及
び
地
域
医
療
支
援
病
院
等
の
質
の
高
い
医
療
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
臨
床
研
修
指
定
病
院

及
び
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
医
師
の
育
成
に
も
貢
献
し
て
き
た
。
 

今
後
も
、
市
立
病
院
は
公
的
病
院
と
し
て
の
使
命
の
確
実
な
実
現
を
図
り
、
地
域
住
民
に
信
頼
さ
れ
る
医
療

を
速
や
か
に
提
供
す
る
た
め
、
国
の
医
療
制
度
改
革
や
医
療
を
と
り
ま
く
社
会
環
境
の
変
化
に
迅
速
に
対
応
し

て
安
全
・
安
心
か
つ
高
度
で
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
本
院
の
使
命
で
あ
る
。
 

こ
の
た
め
、
市
立
病
院
は
、
救
急
医
療
、
小
児
医
療
、
周
産
期
医
療
、
が
ん
診
療
を
は
じ
め
、
市
民
が
求
め

る
地
域
に
根
ざ
し
た
医
療
の
提
供
に
努
め
、
医
療
水
準
の
向
上
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
経
営
の
効
率
化
等
に
積
極

的
に
取
り
組
み
、
市
民
の
健
康
の
維
持
・
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

ま
た
、
病
院
建
替
に
向
け
、
那
覇
市
と
十
分
な
連
携
を
は
か
り
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
等
を
踏
ま
え
、
新

病
院
建
設
を
推
進
す
る
。
建
築
資
金
借
入
金
の
償
還
能
力
を
高
め
る
た
め
経
営
の
効
率
化
及
び
改
善
を
不
断
な

く
行
う
。
 

（
別
表
）
 

病
 院

 名
 

那
覇
市
立
病
院
 

主
な
役
割
及
び
機
能
 

○
地
域
の
中
核
的
急
性
期
病
院
 

○
救
急
告
示
病
院
 

○
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
 

○
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
 

○
臨
床
研
修
指
定
病
院
 

○
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
認
定
病
院
 

○
地
域
医
療
支
援
病
院
 

 

設
 
 
立
 

昭
和

55
年

5
月

1
日
 

病
 床

 数
 

47
0
床
 

診
療
科
目
 

 

内
科
、
精
神
科
、
神
経
内
科
、
呼
吸
器
内
科
、
消
化
器
内
科
、
循
環
器
内
科
、

リ
ウ
マ
チ
科
、
小
児
科
、
外
科
、
整
形
外
科
、
脳
神
経
外
科
、
呼
吸
器
外
科
、

小
児
外
科
、
皮
膚
科
、
腎
・
泌
尿
器
科
、
産
婦
人
科
、
眼
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
、
麻
酔
科
、
歯
科
、
歯
科
口
腔
外
科
、
消
化
器
外

科
、
乳
腺
外
科
、
内
分
泌
内
科
、
糖
尿
病
内
科
、
腎
臓
内
科
、
血
液
内
科
、
内

視
鏡
外
科
、
放
射
線
診
断
科
、
放
射
線
治
療
科
、
救
急
科
、
病
理
診
断
科
、
脳

神
経
内
科
、
心
臓
血
管
外
科
 

以
上

35
診
療
科
 

敷
地
面
積
 

25
,1
88

㎡
 
 

建
物
規
模
 

本
館
：
建
築
面
積

6,
53
4
㎡
 
延
べ
面
積

23
,9
30

㎡
 

 
 
 
地
上

6
階
 
地
下

2
階
建
 

北
館
：
建
築
面
積

1,
22
8
㎡
 
延
べ
面
積

7,
52
2
㎡
 

 
 
 
地
上

4
階
 
地
下

3
階
建
 

立
体
駐
車
場
（
地
上

3
階
 地

下
1
階
建
）
 

 
建
築
面
積
 1
,6
91

㎡
 延

べ
面
積
 4
,8
81

㎡
 

院
内
保
育
所
：
(1

階
平
屋
建
) 

建
築
面
積

21
8
㎡
 
延
べ
面
積

20
9
㎡
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2 
 様
式
１
－
１
－
１
 
年
度
評
価
 
評
価
の
概
要
 

１
．
評
価
対
象
に
関
す
る
事
項
 

法
人
名
 

地
方
独
立
行
政
法
人
 
那
覇
市
立
病
院
 

評
価
対
象
事
業
年
度
 

年
度
評
価
 

令
和

3
年
度
（
第

4
期
）
 

中
期
目
標
期
間
 

令
和

2
年
度
～
令
和

5
年
度
 

 

２
．
評
価
の
実
施
者
に
関
す
る
事
項
 

那
覇
市
長
 

 

法
人
所
管
部
局
 

 
担
当
課
 

 

 

３
．
評
価
の
実
施
に
関
す
る
事
項
 

業
務
実
績
評
価
に
先
だ
っ
て
、
地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇
市
立
病
院
評
価
委
員
会
条
例
第

2
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇
市
立
病
院
評
価
委
員
会
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
っ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
以

下
「
コ
ロ
ナ
」
と
い
う
。）

の
重
点
医
療
機
関
を
担
う
市
立
病
院
の
業
務
負
荷
の
軽
減
及
び
接
触
機
会
の
低
減
を
目
的
に
、
第

1
回
の
み
対
面
審
議
と
し
、
残
り

8
回
は
書
面
審
議
に
よ
り
開
催
し
た
。
 

 評
価
委
員
会
の
開
催
状
況
は
次
の
と
お
り
。
 

第
1
回
 
令

和
4
年

8
月

2
6
日

 
対
面
審
議
 

 
第

2
回
 
令

和
4
年

9
月

2
日

 
書
面
審
議
 

 
第

3
回
 
令

和
4
年

9
月

2
0
日

 
書
面
審
議
 

 
第

4
回
 
令

和
4
年

9
月

3
0
日

 
書
面
審
議
 

 
第

5
回
 
令

和
4
年

1
0
月

1
7
日
 
書
面
審
議
 

 
第

6
回
 
令

和
4
年

1
0
月

3
1
日
 
書
面
審
議
 

 
第

7
回
 
令

和
4
年

1
1
月

2
1
日
 
書
面
審
議
 

 
第

8
回
 
令

和
4
年

1
2
月

5
日

 
書
面
審
議
 

 
第

9
回
 
令

和
4
年

1
2
月

1
9
日
 
書
面
審
議
 

  
※
第

4
回
ま
で
は
財
務
諸
表
の
承
認
に
係
る
意
見
聴
取
等
を
行
っ
た
。
 

 

 

４
．
そ
の
他
評
価
に
関
す
る
重
要
事
項
 

コ
ロ
ナ
禍
が
始
ま
っ
た
令
和
元
年
度
の
業
務
実
績
評
価
以
降
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
目
標
未
達
成
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
評
価
項
目
は
評
価
対
象
外
と
し
て
取
り
扱
っ
て
お
り
、
令
和

3
年
度
の
業
務
実
績
評
価
に
つ
い
て
も
同
様

の
対
応
を
行
っ
た
（「

充
実
し
た
小
児
・
周
産
期
医
療
の
確
保
」
の
評
価
を
除
く
。）
。
な
お
、
令
和

4
年
度
も
コ
ロ
ナ
は
市
立
病
院
の
運
営
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
業
務
実
績
評
価
の
実
施
に
あ
た
っ

て
は
柔
軟
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。
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3 
 様
式
１
－
１
－
２
 
年
度
評
価
 
総
合
評
定
 

１
．
全
体
の
評
定
 

評
定
 

 
全
体
と
し
て
、
年
度
計
画
を
達
成
し
、
中
期
計
画
の
達
成
に
向
け
て
計
画
ど
お
り
進
ん
で
い
る
と
評
価
す
る
。
 

 
コ
ロ
ナ
対
応
で
は
、
デ
ル
タ
株
に
よ
る
第

5
波
時
に
最
大

63
床
の
即
応
病
床
を
確
保
す
る
等
、
市
民
・
県
民
の
命
を
守
る
た
め
の
献
身
的
な
尽
力
に
対
し
、
心
か
ら
の
謝
意
と
敬
意
を
表
す
る
。

休
業
者
が
相
次
ぐ
等
、
厳
し
い
病
院
運
営
が
強
い
ら
れ
た
中
に
あ
っ
て
も
、
地
域
医
療
支
援
病
院
の
役
割
と
し
て
、
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
推
進
・
強
化
を
図
っ
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
い
。

ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
が
長
引
く
中
、
職
員
が
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
に
努
め
、
外
国
人
患
者
に
対
応
で
き
る
診
療
体
制
の
整
備
を
進
め
た
こ
と
を
評
価
し
た
い
。
 

 
病
院
建
替
え
事
業
に
つ
い
て
、
2
度
の
入
札
と
、
困
難
さ
は
あ
っ
た
も
の
の
、
つ
い
に
新
病
院
棟
の
建
設
工
事
が
始
ま
っ
た
。
現
病
院
で
の
診
療
を
継
続
し
な
が
ら
の
建
設
と
な
る
こ
と
か
ら
、
患

者
療
養
環
境
の
確
保
に
最
大
限
努
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
市
立
病
院
が
築
き
上
げ
て
き
た
医
療
提
供
体
制
を
次
世
代
へ
と
つ
な
ぎ
、
地
域
医
療
、
さ
ら
に
は
災
害
医
療
と
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

市
民
へ
貢
献
す
る
病
院
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
 

 
経
営
面
に
お
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
関
連
補
助
金
を
有
効
活
用
し
、
経
常
黒
字
を

5
期
連
続
で
達
成
し
た
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
独
立
採
算
が
求
め
ら
れ
る
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
あ
っ

て
、
大
変
す
ば
ら
し
い
業
績
で
あ
る
が
、
コ
ロ
ナ
対
応
に
伴
う
診
療
制
限
等
に
よ
り
、
病
床
稼
働
率
の
回
復
は
思
う
よ
う
に
進
ま
ず
、
ま
た
、
人
件
費
を
始
め
、
物
価
高
等
に
よ
る
費
用
上
昇
が
続

き
、
医
業
収
支
の
赤
字
は
前
年
度
以
上
に
拡
大
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
コ
ロ
ナ
医
療
と
一
般
医
療
の
併
存
に
向
け
、
よ
り
一
層
、
努
力
い
た
だ
き
た
い
。
 

 

評
定
に
至
っ
た
理
由
 

地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇
市
立
病
院
年
度
評
価
実
施
要
領
の
評
価
方
法
に
基
づ
き
、
大
項
目
の
「
第
１
 
市
民
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項
」
は

11
項

目
（
全

21
項
目
中
、
10

項
目
が
「
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る
未
達
成
の
た
め
評
価
対
象
外
（
以
下
同
じ
。）
」
と
し
た
。）

す
べ
て
が
評
価
Ⅲ
以
上
で
あ
っ
た
た
め
「
Ａ
評
価
」、
「
第
２
 
業
務
運
営
の

改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項
」
は

3
項
目
（
全

4
項
目
中
、
1
項
目
を
評
価
対
象
外
と
し
た
。）

が
評
価
Ⅲ
以
上
で
あ
っ
た
た
め
「
Ａ
評
価
」、
「
第
３
 
財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
事
項
」

は
、
5
項
目
す
べ
て
が
評
価
Ⅲ
以
上
で
あ
っ
た
た
め
、「

Ａ
評
価
」、
「
第
４
 
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
」
は
、
3
項
目
す
べ
て
が
評
価
Ⅲ
以
上
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「

Ａ
評
価
」
と

し
た
。
 

以
上
の
結
果
を
踏
ま
え
、
全
体
と
し
て
の
評
定
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 

 

２
．
法
人
全
体
に
対
す
る
評
価
 

法
人
全
体
の
評
価
 

第
4
期
中
期
計
画
の

2
年
目
と
な
る
令
和

3
年
度
は
、
前
年
度
同
様
、
年
度
を
通
し
て
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
。
令
和

3
年
度
年
度
計
画
の
目
標
値
設
定
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
度
と

令
和

2
年
度
実
績
を
掲
載
し
、
比
較
す
る
こ
と
で
コ
ロ
ナ
の
影
響
度
を
把
握
し
、
コ
ロ
ナ
情
勢
を
鑑
み
て
柔
軟
に
検
討
出
来
る
よ
う
、
目
標
値
を
「
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
踏
ま
え
て
検
討
」
と
掲
げ

た
。
令
和

3
年
度
も
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
各
項
目
に
お
い
て
前
年
度
と
比
較
し
て
増
減
は
あ
る
も
の
の
厳
し
い
状
況
は
変
わ
ら
ず
、
目
標
値
の
設
定
を
検
討
し
た
結
果
、「

前
年
度
並
み
を
維

持
」
へ
変
更
し
た
。
 

以
下
、
今
年
度
実
績
を
簡
潔
に
総
括
す
る
。
 

「
市
立
病
院
と
し
て
の
役
割
の
発
揮
」
に
つ
い
て
、
令
和

3
年

5
月
よ
り

1
名
の
救
急
医
入
職
。
救
急
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
救
急
医
療
は
コ
ロ
ナ
に
よ
る
受
入
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れ
体
制
が
制
限
さ
れ
た
時
期
を
除
い
て
、
36
5
日

24
時
間
体
制
で
救
急
患
者
の
受
け
入
れ
を
維
持
し
た
。
令
和
元
年

12
月
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
た
夜
間
に
入
院
が
必
要
な
コ
ロ
ナ
患
者
の
受
け
入
れ

に
係
る
南
部

6
病
院
夜
間
輪
番
制
に
も
対
応
し
た
。
救
急
患
者
数
は
年
間
受
診
総
数

12
,7
69

人
で
、
前
年
度
と
比
較
し
て
、
2,
95
6
人
の
減
少
と
な
り
、
軽
症
、
入
院
や
治
療
が
必
要
な
い
患
者
の

受
診
(不

要
不
急
の
救
急
受
診
)が

減
少
し
た
こ
と
が
要
因
と
考
え
る
。
し
か
し
、
救
急
車
の
受
入
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
と
比
較
し
て
救
急
車
受
入
率
は
減
少
し
た
も
の
の
、
救
急
車
受
入
数
は

4,
47
0
件
と
前
年
度
と
比
し
て

32
5
人
と
増
加
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
コ
ロ
ナ
患
者
、
一
般
救
急
患
者
で
治
療
・
入
院
が
必
要
な
患
者
は
し
っ
か
り
受
け
入
れ
で
き
て
い
た
と
考
え
る
。
コ
ロ
ナ

受
入
れ
体
制
に
つ
い
て
、
令
和

3
年
度
の
感
染
拡
大
時
に
は
最
大

63
床
の
コ
ロ
ナ
即
応
病
床
を
確
保
し
、
IC
D、

IC
N
を
中
心
に
発
熱
外
来
、
救
急
外
来
、
コ
ロ
ナ
病
棟
で
連
携
を
図
り
、
ス
ム
ー

ズ
な
コ
ロ
ナ
患
者
入
院
受
入
が
出
来
た
。
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
本
部
と
連
携
を
図
り
、
令
和

3
年
度
コ
ロ
ナ
患
者
延
べ
入
院
数

6,
25
0
名
(令

和
2
年
度

2,
63
8
名
)、

実
患
者
数

72
1
名

（
令
和

2
年
度

31
5
名
）
を
受
け
入
れ
た
。
小
児
医
療
の
充
実
と
し
て
、
当
院
小
児
科
医
師
、
琉
球
大
学
病
院
及
び
地
域
の
小
児
科
医
の
応
援
を
う
け
、
36
5
日

24
時
間
体
制
で
小
児
科
医
が
常
駐

す
る
救
急
医
療
を
継
続
。
同
じ
く
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
地
域
医
療
機
関
と
連
携
し
小
児
・
周
産
期
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
で
地
域
医
療
に
貢
献
し
た
。
疾
病
予
防
対
策
の
関

連
に
つ
い
て
、
前
年
度
同
様
、
健
診
セ
ン
タ
ー
休
診
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
指
標
に
お
い
て
前
年
度
と
比
較
し
て
増
加
し
た
。
 

「
高
度
機
能
の
充
実
」
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
、
不
要
不
急
の
入
院
・
検
査
手
術
の
延
期
等
に
よ
り
、
一
般
医
療
の
一
部
制
限
が
生
じ
た
た
め
各
項
目
は
前
年
度
と
比
較
し
て
減
少
。
 

「
高
度
医
療
機
器
の
計
画
的
な
更
新
・
整
備
」
に
つ
い
て
は
、
医
療
を
持
続
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
、
主
な
更
新
機
器
と
し
て
、
全
身
用
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
装
置
、
生
化
学
自
動
分
析
装
置
等
を
更
新
し

た
。
 

「
地
域
医
療
支
援
病
院
と
し
て
地
域
完
結
型
医
療
を
目
指
し
、
地
域
で
の
役
割
分
担
、
機
能
分
化
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
」
に
つ
い
て
は
、
紹
介
率

80
.6
％
、
逆
紹
介
率

93
.6
％
と
前
年
度
同

様
に
目
標
値
を
上
回
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
 

「
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
」
と
し
て
、
放
射
線
治
療
装
置
を
増
設
し
、
患
者
の
治
療
負
担
軽
減
（
正
常
臓
器
へ
の
負
担
減
や
治
療
時
間
の
大
幅
な
短
縮
）
を
行
っ
た
。
ま
た
、
内
視
鏡
受
診
者
の

リ
カ
バ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
を
拡
張
し
、
健
診
受
診
者
の
患
者
負
担
の
軽
減
と
繋
げ
た
。
 

「
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
」
に
関
し
て
、
医
師
の
働
き
方
改
革
や
、
病
院
の
様
々
な
問
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
り
、
各
診
療
科
や
グ
ル
ー
プ
の
責
任
者
が
不
明
瞭
で
あ
る
事
が
長
年
の
課

題
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
医
師
の
職
責
の
明
確
化
及
び
職
位
制
度
の
見
直
し
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
た
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
つ
い
て
、
全
国
的
に
増
加
傾
向
に
あ
る
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
の
感

染
報
告
や
メ
ー
ル
経
由
に
よ
る
マ
ル
ウ
ェ
ア
(E
MO
TE
T)
の
被
害
に
対
し
て
対
策
を
行
っ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
つ
い
て
、
今
年
度
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
重
点
医
療

機
関
と
し
て
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
本
部
や
保
健
所
と
連
携
し
て
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
た
。
 

「
財
務
内
容
の
改
善
」
に
関
し
て
、
病
床
稼
働
率
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ナ
専
用
病
棟
を
設
置
し
た
影
響
に
よ
り
、
一
般
病
棟
の
病
床
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
制
限
が
生
じ
、
ま
た
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
一

般
病
棟
の
入
退
院
制
限
を
行
っ
た
時
期
も
あ
り
前
年
度
よ
り

5.
55
％
減
少
と
な
っ
た
。
入
院
及
び
外
来
単
価
が
増
額
と
な
っ
た
。
 

「
そ
の
他
の
業
務
運
営
」
市
立
病
院
建
替
に
つ
い
て
、
令
和

2
年
度
か
ら
繰
り
越
し
た
実
施
設
計
等
の
業
務
委
託
や
立
体
駐
車
場
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
当
該
工
事
が
令
和

3
年

12
月

3
日
に

竣
工
、
当
該
業
務
委
託
が
令
和

3
年

12
月

17
日
に
完
了
し
た
。
新
病
院
棟
工
事
に
つ
い
て
は
、
鋼
材
や
原
油
等
の
高
騰
の
影
響
を
受
け
、
1
回
目
の
入
札
が
不
落
と
な
る
な
ど
、
困
難
を
極
め
た

が
、
再
入
札
に
て
令
和

4
年

3
月

30
日
工
事
契
約
に
至
っ
た
。
外
国
人
対
応
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
外
国
人
患
者
は

0
人
に
な
っ
た
が
在
留
外
国
人
患
者
（
基
地
内
含
む
）
が
増
加
。
令

和
2
年

10
月
よ
り
配
置
し
た
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
へ
様
々
な
問
題
を
集
約
し
問
題
解
決
へ
と
繋
げ
て
い
っ
た
。
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最
後
に
、
令
和

3
年
度
の
決
算
状
況
は
、
医
業
収
益

13
,3
44
,4
85
,5
92

円
で
前
年
度
比

3.
1％

（
4
億
円
）
の
増
収
と
な
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
大
き
く
医
業
収
支
は
マ
イ
ナ

ス
と
な
っ
た
。
一
方
、
コ
ロ
ナ
専
用
病
床
の
増
床
及
び
コ
ロ
ナ
患
者
受
け
入
れ
等
の
積
極
的
な
対
応
を
行
っ
た
結
果
、
補
助
金
収
益
が
大
幅
に
増
加
し
、
総
収
益

17
,0
88
,8
82
,4
19

円
（
前
年
比

10
％
増
）
、
と
な
っ
た
。
総
費
用

15
,0
15
,2
37
,9
11

円
（
前
年
比

4.
4％

増
）
で
、
最
終
的
に
は
純
利
益

2,
07
3,
64
4,
50
8
円
の
大
幅
な
黒
字
と
な
り
、
5
期
連
続
の
黒
字
と
な
っ
た
。
 

 

全
体
の
評
定
を
行
う
上
で
特
に
考

慮
す
べ
き
事
項
 

－
 

 

 

３
．
評
価
委
員
会
の
全
体
的
な
意
見
 

 
市
民
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
令
和

3
年
度
は
前
年
度
同
様
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
、
診
療
制
限
を
行
い
な
が
ら
も
、
救
急
車
受
入
数
に
つ
い
て
は
前

年
度
よ
り
増
加
し
て
お
り
、
救
急
搬
送
の
受
入
率
も
、
毎
年
度

90
％
以
上
を
維
持
し
、
公
立
病
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
 

医
療
支
援
へ
の
取
組
に
つ
い
て
、
前
年
度
に
引
き
続
き
、
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
の
派
遣
要
請
に
よ
る
ク
ラ
ス
タ
ー
施
設
等
に
対
す
る
支
援
活
動
を
行
っ
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
時
の
最
大

63
床
の
即
応
病
床
確

保
、
発
熱
外
来
・
PC
R
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
小
児
救
急
患
者
へ
の
受
診
体
制
の
確
保
等
、
保
健
所
と
の
緊
密
な
連
携
を
高
く
評
価
す
る
。
紹
介
率
、
逆
紹
介
率
、
開
放
病
床
利
用
率
と
も
に
、
目
標
を
上
回
る
実
績
を
達
成
し
、
地
域
医
療

機
関
と
の
連
携
推
進
・
強
化
を
図
っ
た
こ
と
、
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
の
適
用
を
活
発
に
進
め
、
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
適
用
患
者
数
の
実
績
が
大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
等
、
最
適
な
医
療
の
提
供
に
努
め
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
業
務
運
営
の
改
善

及
び
効
率
化
に
つ
い
て
、
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
対
策
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
行
え
る
オ
ン
ラ
イ
ン
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
の
導
入
等
、
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
へ
努
め
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
 

財
務
内
容
の
改
善
に
つ
い
て
、
診
療
報
酬
の
請
求
は
、
全
国
平
均
よ
り
低
い
査
定
率
を
維
持
、
健
全
な
診
療
報
酬
請
求
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
「
医
業
収
支
比
率
」
は
前
年
度

よ
り
減
少
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
病
床
の
確
保
に
よ
る
補
助
金
収
益
等
の
増
加
も
あ
り
、「

経
常
収
支
比
率
」
の

10
0％

超
を
継
続
し
た
こ
と
を
評
価
し
た
い
。
 

そ
の
他
業
務
運
営
に
つ
い
て
、
物
価
高
騰
の
影
響
に
よ
り
、
財
政
面
は
厳
し
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
新
病
院
建
設
を
着
実
に
推
進
で
き
る
よ
う
、
那
覇
市
と
調
整
し
て
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

今
後
も
、
市
民
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
、
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
、
財
務
内
容
の
改
善
に
引
き
続
き
取
組
み
、
那
覇
市
立
病
院
と
し
て
の
使
命
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
。
 

 

４
．
項
目
別
評
価
に
お
け
る
主
要
な
課
題
、
改
善
事
項
な
ど
 

項
目
別
評
定
で
指
摘
し
た
課
題
、

改
善
事
項
 

課
題
は
、
内
科
、
外
科
及
び
整
形
外
科
の
医
師
数
不
足
に
伴
い
、
急
病
セ
ン
タ
ー
の
受
入
制
限
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
採
用
活
動
に
努
め
、
早
期
の
充
足
を
期
待
す
る
。
 

ま
た
、
改
善
を
求
め
る
事
項
と
し
て
、「

医
療
機
器
等
の
計
画
的
な
更
新
・
整
備
」
及
び
「
現
病
院
施
設
の
改
修
、
設
備
等
の
更
新
及
び
維
持
管
理
」
に
つ
い
て
、
年
度
計
画
に
お
い
て
、
当
該

年
度
に
実
施
す
べ
き
具
体
的
な
更
新
・
整
備
計
画
を
示
す
こ
と
、
ま
た
、「

患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
」
の
「
快
適
性
及
び
利
便
性
の
向
上
」
に
つ
い
て
、
2
年
連
続
で
患
者
満
足
度
調
査
が
未
実
施
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
早
期
再
開
で
き
る
よ
う
、
創
意
工
夫
さ
れ
た
い
。
 

そ
の
他
改
善
事
項
 

 

－
 

 

那
覇
市
長
に
よ
る
改
善
命
令
を
検

討
す
べ
き
事
項
 

－
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５
．
そ
の
他
事
項
 

監
事
等
か
ら
の
意
見
 

 

－
 

  

そ
の
他
特
記
事
項
 

 

－
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 様
式
１
－
１
－
３
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
総
括
表
 

 

＊
重
要
度
を
「
高
」
と
設
定
し
て
い
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
各
評
語
の
横
に
「
○
」
を
付
す
。
 

難
易
度
を
「
高
」
と
設
定
し
て
い
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
各
評
語
に
下
線
を
引
く
 

 

中
期
計
画
（
中
期
目
標
）
 

年
度
評
価
 

項
目
別

調
書
№
 

備
考
 

 
令
和

２
年

度
 

令
和

３
年

度
 

令
和

４
年

度
 

令
和

５
年

度
 

第
１
 
市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と

る
べ
き
措
置
 

 
 

Ａ
 

Ａ
 

 
 

１
－
１
 

１
－
２
 

１
－
３
 

 

 

第
２
 
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
 

 
 

Ａ
 

Ａ
 

 
 

２
－
１
 

 

 

第
３
 
財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
 

 
 

Ａ
 

Ａ
 

 
 

３
－
１
 

 

 

中
期
計
画
（
中
期
目
標
）
 

年
度
評
価
 

項
目
別

調
書
№
 

備
考
 

 
令
和

２
年

度
 

令
和

３
年

度
 

令
和

４
年

度
 

令
和

５
年

度
 

第
４
 
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 

Ａ
 

Ａ
 

 
 

４
－
１
 

 

第
５
 
予
算
（
人
件
費
の
見
積
り
を
含
む
）、

収
支
計
画
及
び
資
金
計
画
 

 
 

－
 

－
 

 
 

 
 

第
６
 
短
期
借
入
金
の
限
度
額
 

 
 

－
 

－
 

 
 

 
 

第
７
 
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
計
画
 

 
 

－
 

－
 

 
 

 
 

第
８
 
剰
余
金
の
使
途
 

 
 

－
 

－
 

 
 

 
 

第
９
 
料
金
に
関
す
る
事
項
 

 
 

－
 

－
 

 
 

 
 

第
１
０
 
那
覇
市
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
規
則
(平

成
20

年
那
覇
市
規
則
第

4
号
)第

6
条
で
定
め
る
事
項
 

 
 

－
 

－
 

 
 

 
 

第
１
１
 
那
覇
市
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
規
則
(平

成
20

年
那
覇
市
規
則
第

4
号
)第

7
条
で
定
め
る
事
項
 

 
 

－
 

－
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 様
式
１
－
１
－
４
－
１
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

１
－
１
 

市
立
病
院
と
し
て
の
役
割
の
発
揮
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

（
１
）
救
急
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実
 

（
２
）
充
実
し
た
小
児
・
周
産
期
医
療
の
確
保
 

（
３
）
災
害
時
対
応
及
び
緊
急
時
に
お
け
る
医
療
支
援
 

（
４
）
保
健
所
と
の
連
携
 

（
５
）
市
の
施
策
と
の
連
携
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

ウ
エ
イ
ト
付
け
は
各
項
に
記
載
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

 

２
．
主
要
な
経
年
デ
ー
タ
 

 
①
主
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
情
報
 

 
②
主
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
 

 
指
標
 

達
成

目
標
 

（
参
考
）
 

中
期
計
画
 

令
和
元
年

度
実
績
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

指
標
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

救
急
医
療

体
制
の
充

実
・
強
化
 

急
病
セ
ン
タ
ー

受
診
患
者
数
 

 
38
,5
97

人
 

15
,7
25

人
 

12
,7
69

人
 

 
 

 
 

 
 

 

う
ち
入
院
患
者

数
 

 
4,
71
9
人
 

3,
53
5
人
 

3,
75
8
人
 

 
 

 
 

 
 

 

う
ち
救
急
車
受

入
数
 

 
4,
77
3
人
 

4,
14
5
人
 

4,
47
0
人
 

 
 

 
 

 
 

 

救
急
車
の
受
入

率
 

 
93
.2
％
 

94
.0
％
 

90
.0
％
 

 
 

 
 

 
 

 

小
児
・
周

小
児
外
来
患
者
 

 
34
,5
45

人
 

17
,4
42

人
 

19
,6
60

人
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 産

期
医
療

の
充
実
 

小
児
入
院
患
者
 

 
16
,6
38

人
 

13
,0
05

人
 

11
,9
27

人
 

 
 

 
 

 
 

 

小
児
救
急
患
者
 

 
17
,9
66

人
 

5,
30
5
人
 

5,
87
6
人
 

 
 

 
 

 
 

 

う
ち
入
院
患
者
 

 
1,
17
3
人
 

60
3
人
 

61
3
人
 

 
 

 
 

 
 

 

NI
CU

入
院
患
者

数
 

 
2,
48
6
人
 

2,
20
2
人
 

2,
22
0
人
 

 
 

 
 

 
 

 

分
娩
件
数
 

 
37
9
件
 

34
3
件
 

26
7
件
 

 
 

 
 

 
 

 

う
ち
帝
王
切
開

数
 

 
17
3
件
 

14
4
件
 

11
9
件
 

 
 

 
 

 
 

 

ハ
イ
リ
ス
ク
妊

娠
患
者
数
 

 
94

人
 

77
人
 

92
人
 

 
 

 
 

 
 

 

ハ
イ
リ
ス
ク
分

娩
患
者
数
 

 
82

人
 

75
人
 

68
人
 

 
 

 
 

 
 

 

災
害
医
療

及
び
感
染

症
医
療
そ

の
他
の
緊

急
時
に
お

け
る
医
療

支
援
・
協

力
 

災
害
訓
練
回
数
 

 
7
件
 

0
件
 

0
件
 

 
 

 
 

 
 

 

災
害
訓
練
参
加

者
数
 

 
35

人
 

0
人
 

0
件
 

 
 

 
 

 
 

 

災
害
研
修
会
回

数
 

 
7
回
 

0
回
 

3
回
 

 
 

 
 

 
 

 

災
害
研
修
会
参

加
者
数
 

 
11

人
 

0
人
 

4
人
 

 
 

 
 

 
 

 

被
災
地
等
へ
の

派
遣
件
数
 

 
1
件
 

15
件
 

21
件
 

 
 

 
 

 
 

 

疾
病
予
防

対
策
の
関

連
指
標
 

特
定
健
診
件
数
 

 
2,
56
8
件
 

1,
49
6
件
 

1,
71
6
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

特
定

保
健

指
導

件
数
 

 
49
2
件
 

46
3
件
 

48
9
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

が
ん
検
診
件
数
 

 
42
4
件
 

22
0
件
 

26
7
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

人
間

ド
ッ

ク
件

数
 

 
4,
70
8
件
 

3,
55
5
件
 

3,
73
5
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

健
康
診
断
件
数
 

 
3,
72
2
件
 

3,
74
3
件
 

4,
05
9
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
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 在
宅
医
療

の
関
連
指

標
 

退
院

調
整

実
施

件
数
 

 
11
,1
22

件
 

8,
65
8
件
 

7,
35
8
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

訪
問

看
護

指
示

書
件
数
 

 
20
6
件
 

24
3
件
 

26
0
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

介
護

保
険

主
治

医
意
見
書
件
数
 

 
54
1
件
 

41
4
件
 

40
2
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

在
宅

療
養

支
援

診
療

所
へ

の
紹

介
件
数
 

 
1,
33
7
件
 

76
0
件
 

1,
18
6
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

市
民
へ
の

情
報
提
供

の
関
連
指

標
 

広
報

誌
へ

の
医

療
情
報
掲
載
数
 

 
0
回
 

3
回
 

1
回
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

へ
の
掲
載
数
 

 
2
回
 

2
回
 

2
回
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

新
聞

へ
の

医
療

関
連
広
告
数
 

 
8
回
 

0
回
 

2
回
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

医
学
雑
誌
配
布
 

 
1
回
 

0
回
 

1
回
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

講
演
会
開
催
数
 

 
27

回
 

0
回
 

0
回
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
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 ３
．
各
事
業
年
度
の
業
務
に
係
る
目
標
、
計
画
、
業
務
実
績
、
年
度
評
価
に
係
る
自
己
評
価
 

 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

主
な
評
価
指
標
 

法
人
の
業
務
実
績
・
自
己
評
価
 

評
価
委
員
会
 

意
見
 

市
長
に
よ
る
評

価
 

業
務
実
績
 

自
己

評
価
 

中
期
目
標
 

第
1 

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項
 

     

第
1 

市
民
に
対
し
て

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス

そ
の
他
の
業
務
の
質

の
向
上
に
関
す
る
事

項
 

第
1 

同
左
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

1 
市
立
病
院
と
し
て
の
役
割
の
発
揮
 

(1
)救

急
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実
 

地
域
医
療
に
貢
献
す
る
た
め
、
36
5
日

24
時
間
救
急
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
救
急
搬
送
の
受
け
入
れ
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
、
消
防
や
医
師
会
等
の
関
係
機
関
と
連
携
を
図
る
こ
と
。
 

(1
) 

             

1 
市
立
病
院
と
し
て
の

役
割
の
発
揮
 

  (1
)救

急
医
療
体
制
の
維

持
・
充
実
 

地
域

医
療

に
貢

献
す

る
た
め
、
引
き
続
き

36
5

日
24

時
間
救
急
医
療
体

制
を
維
持
す
る
。
 

ま
た
、
救
急
搬
送
の
受
入

れ
を

円
滑

に
行

え
る

よ

う
、
消
防
や
医
師
会
等
の

関
係
機
関
と
連
携
し
、
救

1 
同
左
 

   (1
) 

同
左
 

 ア
 

消
防

や
医

師
会

等
の

関
係

機
関

と

連
携
し
、
救
急
医
療

に
貢
献
す
る
。
 

イ
 

引
き

続
き

36
5

日
24

時
間
救
急
医

療
体

制
を

維
持

す

る
。
 

（
令
和

3
年
度
の

具
体
的
な
取
り
組

み
）
 

 救
急
医
療
体
制
の

維
持
・
充
実
に
つ

い
て
 

 

    令
和

3
年

5
月
か
ら
救
急
医
が

1
名
入
職
し
、
救
急
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実
に
大
き
く

貢
献
し
て
い
る
。
同
時
に
こ
れ
ま
で
平
日
の
救
急
医
療
を
各
診
療
科
で
担
っ
て
い
た
が
、
そ

の
負
担
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
内
科
・
外
科
・
整
形
外
科
医
師
不
足
に
よ

り
、
平
日
夜
間
の
救
急
患
者
受
け
入
れ
に
制
限
を
も
う
け
て
い
る
現
状
は
変
わ
ら
な
か
っ

た
。
 

前
年
度
同
様
、
救
急
で
の
ト
リ
ア
ー
ジ
強
化
（
コ
ン
ビ
ニ
受
診
制
限
）
は
継
続
的
に
お
こ

な
っ
て
い
る
。
救
急
で
は
コ
ロ
ナ
受
入
病
棟
及
び
一
般
病
棟
の
空
床
状
況
を
確
認
し
、
制
限

し
た
期
間
以
外
は
積
極
的
に

36
5
日

24
時
間
救
急
医
療
体
制
、
断
ら
な
い
救
急
搬
送
受
入

れ
体
制
を
維
持
し
た
。
救
急
受
診
患
者
数
は
前
年
度
と
比
較
し
て
減
少
(△

18
.8
％
)し

て
い

た
が
、
入
院
患
者
数
は
増
加
(5
.9
3％

)し
て
い
た
。
受
診
患
者
数
の
減
少
は
軽
症
、
入
院

    

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅲ
 

     
全

国
的

に
少

な
い

救
急
医

1
名
の
採
用

は
、
救
急
医
療
体
制
充

実
の
一
助
で
あ
る
。
ま

た
、
受
入
制
限
の
中
、

救
急

車
の

受
入

率
は

前
年

度
よ

り
減

少
し

た
が
、
救
急
車
受
入
数

に
つ

い
て

は
増

加
し

て
お
り
、
公
立
病
院
と

    評
価
：
Ⅲ
 

 
内
科
等
の
医

師
不
足
に
つ
い

て
、
採
用
活
動

に
努
め
、
早
期

の
充
足
を
期
待

す
る
。
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急
医

療
体

制
の

充
実

を

図
る
。
 

な
お
、
新
病
院
建
設
工
事

期
間
中
に
お
い
て
は
、
救

急
搬

送
の

受
入

れ
に

影

響
が
出
な
い
よ
う
、
動
線

計
画

等
に

十
分

配
慮

す

る
。
 

 

      

や
、
治
療
が
必
要
な
い
患
者
の
受
診
（
不
要
不
急
の
救
急
受
診
）
が
減
少
し
た
こ
と
が
要
因

と
考
え
る
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
コ
ロ
ナ
患
者
、
一
般
救
急
患
者
で
治
療
・
入
院
が
必
要

な
患
者
は
し
っ
か
り
受
け
入
れ
で
き
て
い
た
と
考
え
る
。
 

救
急
車
の
受
入
に
つ
い
て
、
前
年
度
と
比
較
し
て
救
急
車
受
入
率
は
減
少
し
た
も
の
の
、

救
急
車
受
入
数
(7
.2
7％

)は
増
加
し
た
。
救
急
車
受
け
入
れ
が
出
来
な
か
っ
た
理
由
と
し

て
、
一
般
病
棟
で
コ
ロ
ナ
感
染
発
生
に
伴
う
入
院
受
け
入
れ
制
限
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、

救
急
外
来
で
コ
ロ
ナ
陽
性
患
者
を
受
け
入
れ
た
場
合
、
構
造
上
の
問
題
や
マ
ン
パ
ワ
ー
不
足

等
で
同
時
に
複
数
名
受
け
入
れ
が
難
し
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

 

 （
救
急
医
療
の
関
連
指
標
）

 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

救
急
患
者
数
 

15
,7
25

人
 

12
,7
69

人
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

う
ち
入
院
患
者
数
 

3,
53
5
人
 

3,
75
8
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

う
ち
救
急
車
受
入
数
 

4,
14
5
人
 

4,
47
0
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

救
急
車
の
受
入
率
 

94
.0
％
 

90
.0
％
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

 

し
て

の
役

割
を

果
た

し
て

い
る

こ
と

を
評

価
す
る
。
 

(2
)充

実
し
た
小
児
・
周
産
期
医
療
の
確
保
 

市
民
が
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
、
育
て
ら
れ
る
よ
う
、
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
に
基
づ
き
、
充
実
し
た
小
児
・
周
産
期
医
療
を
引
き
続
き
確
保
す
る
こ
と
。
 

(2
) 

       

(2
)充

実
し
た
小
児
・
周

産
期
医
療
の
確
保
 

周
産

期
医

療
体
制

整

備
指
針
に
お
け
る
周
産

期
医
療
、
い
わ
ゆ
る
ハ

イ
リ
ス
ク
妊
産
婦
の
妊

娠
・
分
娩
管
理
、
新
生
児

の
集
中
治
療
管
理
等
、

(2
)同

左
 

 

地
域

周
産

期
母

子

医
療

セ
ン

タ
ー

と
し

て
、
総
合
周
産
期
母
子

医
療

セ
ン

タ
ー

で
あ

る
沖

縄
県

立
南

部
医

療
セ
ン
タ
ー
・
こ
ど
も

  

産
婦
人
科
医
、

小
児
科
医
を
確
保

し
て
母
体
搬
送
の

受
入
体
制
を
維
持

す
る
。
 

  前
年
度
同
様
、
コ
ロ
ナ
影
響
下
に
お
い
て
も
当
院
小
児
科
医
（
常
駐
）
を
主
体
と
し
た
、

琉
球
大
学
病
院
及
び
地
域
の
小
児
科
医
の
応
援
を
う
け
、
36
5
日

24
時
間
体
制
で
救
急
患

者
を
受
け
入
れ
、
小
児
救
急
医
療
の
維
持
を
図
っ
た
。
 

地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
地
域
医
療
機
関
と
連
携
し
小
児
・
周
産
期
医

療
を
担
い
、
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
、
か
つ
育
て
ら
れ
る
医
療
の
提
供
を
維
持
し
た
。
 

ハ
イ
リ
ス
ク
妊
娠
患
者
数
（
19
.4
％
）
は
前
年
度
比
増
。
分
娩
件
数
（
△
22
.1
％
）、

ハ

  

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅱ
 

   
地

域
医

療
機

関
と

適
切
に
連
携
し
、
市
立

病
院

に
求

め
ら

れ
て

い
る
小
児
・
周
産
期
医

療
を

提
供

し
て

い
る

こ
と
を
評
価
す
る
。
 

  評
価
：
Ⅲ
 

 
コ
ロ
ナ
の
影

響
に
よ
る
未
達

成
と
自
己
評
価

し
て
い
る
が
、

前
年
度
以
上
に
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入
院
が
必
要
な
患
者
に

対
し
、
総
合
周
産
期
母

子
医
療
セ
ン
タ
ー
で
あ

る
沖
縄
県
立
南
部
医
療

セ
ン
タ
ー
・
こ
ど
も
医

療
セ
ン
タ
ー
、
地
域
周

産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ

ー
で
あ
る
琉
球
大
学
医

学
部
附
属
病
院
や
沖
縄

赤
十
字
病
院
と
連
携
を

し
て
医
療
を
提
供
し
て

い
く
。
ま
た
、
当
院
小
児

科
医
の
ほ
か
、
小
児
科

開
業
医
及
び
琉
球
大
学

小
児
科
の
応
援
を
受
け

36
5
日

24
時
間
小
児
科

医
が
常
駐
し
、
医
療
を

提
供
で
き
る
体
制
を
確

保
す
る
と
と
も
に
、
小

児
科
専
門
医
研
修
支
援

施
設
と
し
て
小
児
科
医

の
育
成
に
努
め
る
。
 

 

医
療
セ
ン
タ
ー
、
地
域

周
産

期
母

子
医

療
セ

ン
タ

ー
で

あ
る

琉
球

大
学

医
学

部
附

属
病

院
や

沖
縄

赤
十

字
病

院
と

連
携

を
し

て
医

療
を
提
供
し
て
い
く
。 

 
 
 
 

ま
た
、
他
機
関
と
の
連

携
に
基
づ
き
小
児
・
周

産
期

医
療

を
担

う
と

と
も
に
、
安
心
し
て
子

ど
も
を
産
み
、
か
つ
育

て
ら

れ
る

よ
う

医
療

の
提
供
に
努
め
る
。
 

 

イ
リ
ス
ク
分
娩
患
者
数
（
△
9.
3％

）
は
対
前
年
度
比
減
と
な
り
、
分
娩
件
数
や
ハ
イ
リ
ス

ク
分
娩
患
者
数
の
減
少
に
つ
い
て
、
令
和

3
年

6
月
、
令
和

4
年

1
月
に
産
婦
人
科
病
棟
入

院
中
の
患
者
や
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の
コ
ロ
ナ
感
染
が
出
た
た
め
、
産
婦
人
科
病
棟
へ
の
受
け
入

れ
制
限
や
受
け
入
れ
中
止
を
行
い
、
予
定
分
娩
入
院
は
近
隣
医
療
機
関
へ
依
頼
を
行
っ
た
。

コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
た
結
果
と
な
っ
た
。
 

 （
小
児
・
周
産
期
医
療
の
関
連
指
標
）
 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

小
児
外
来
患
者
数
 

17
,4
42

人
 

19
,6
60

人
 

前
年
度
並
み
を
維
持

 

小
児
入
院
患
者
数
 

13
,0
05

人
 

11
,9
27

人
 

前
年
度
並
み
を
維
持

 

小
児
救
急
患
者
数
 

5,
30
5
人
 

5,
87
6
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持

 

う
ち
入
院
患
者
数
 

60
3
人
 

61
3
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持

 

NI
CU

入
院
患
者
数
 

2.
20
2
人
 

2,
22
0
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持

 

分
娩
件
数
 

34
3
件
 

26
7
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持

 

う
ち
帝
王
切
開
数
 

14
4
件
 

11
9
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持

 

ハ
イ
リ
ス
ク
妊
娠
患
者
数
 

77
人
 

92
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持

 

ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
患
者
数
 

75
人
 

68
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持

 
 

コ
ロ
ナ
の
影
響

を
受
け
、
診
療

停
止
が
相
次
い

だ
中
、
小
児
科

の
36
5
日

24
時

間
の
診
療
体
制

を
維
持
し
た
こ

と
を

評
価

す

る
。
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(3
)災

害
時
対
応
及
び
緊
急
時
に
お
け
る
医
療
支
援
 

①
平
時
か
ら
の
備
え
と
発
災
後
対
応
 

 
災
害
時
に
お
け
る
病
院
機
能
の
損
失
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
、
機
能
の
立
ち
上
げ
や
早
急
な
回
復
を
目
指
せ
る
よ
う
、
平
時
よ
り
備
え
て
お
く
こ
と
。
ま
た
、
発
災
後
に
お
い
て
は
、
入
院
患
者
の
安
全
確
保
及
び
被
災
者
の
診
 

療
に
努
め
る
こ
と
。
 

(3
)  

                       

(3
) 

災
害

時
対

応
及

び
緊

急
時

に
お

け
る

医
療
支
援
 

①
災

害
時

に
お

け
る

病
院
機
能
の
維
持
・
復

旧
の
た
め
、
那
覇
市
立

病
院

事
業

継
続

計
画

（
Ｂ

Ｃ
Ｐ

）
に

基
づ

き
、
院
内
で
の
訓
練
実

施
や

研
修

会
を

実
施

す
る
ほ
か
、
那
覇
市
や

沖
縄

県
が

実
施

す
る

災
害
訓
練
に
参
加
し
、

平
時

か
ら

災
害

に
備

え
る
よ
う
努
め
る
。
  

ま
た
、
発
災
時
に
お

い
て
は
、
入
院
患
者

の
安
全
確
保
を
図
る

と
と
も
に
、
発
災
後

は
被
災
者
の
診
療
に

あ
た
る
よ
う
努
め

る
。
 

(3
) 
同
左
 

  

①
 

同
左
 

災
害

時
に

お
け

る

病
院
機
能
の
維
持
・

復
旧
の
た
め
、
那
覇

市
立

病
院

事
業

継

続
計

画
(
以

下
、

「
BC
P」

と
い
う
。
)

に
基
づ
き
、
院
内
で

の
訓

練
実

施
や

研

修
会
を
実
施
す
る
。
 

 

   施
設
の
災
害
対

策
に
つ
い
て
 

病
院

施
設

の

被
災

に
的

確

に
対

応
す

る

た
め
、
災
害
対

策
マ

ニ
ュ

ア

ル
を

検
証

す

る
。

ま
た

防

災
・
防
火
訓
練

を
定

期
的

に

実
施
す
る
。
 

    

   

担
当
部
署
の
人
員
不
足
や
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
訓
練
等
の
実
施
が
出
来
な
か
っ
た
。
事
業
継

続
計
画
（
BC
P）

に
つ
い
て
も
令
和
元
年

11
月

23
日
の
図
上
訓
練
を
最
後
に
実
施
出
来
て
い

な
い
。
 

新
病
院
で
の
感
染
症
等
へ
の
対
策
に
つ
い
て
、
一
部
設
計
の
見
直
し
等
を
行
い
、
事
業

（
医
療
）
の
継
続
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
 

                    

   

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅱ
 

         

   コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
さ

ら
に

新
病

院
建

設
中

で
も
あ
り
、
訓
練
等
の

実
施

が
出

来
な

か
っ

た
の
は
、
や
む
を
得
な

い
。
 

   評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外

（
コ
ロ
ナ
の
影

響
に
よ
る
未
達

成
）
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②
他
医
療
機
関
と
の
連
携
 

 
 
 
不
測
の
事
態
へ
の
備
え
と
し
て
、
患
者
移
送
等
に
つ
い
て
、
他
医
療
機
関
と
の
連
携
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
。
 

(4
) 

            

②
現

病
院

施
設

は
耐

震
性

に
課

題
を

抱
え

て

い
る
こ
と
か
ら
、
不
測
の

事
態
へ
の
備
え
と
し
て
、

Ｂ
Ｃ
Ｐ
に
基
づ
き
、
患
者

移
送

先
の

調
整

や
搬

送

手
段

の
確

保
等

に
つ

い

て
、
他
医
療
機
関
と
の
連

携
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く

り
に
努
め
る
。
 

  

②
那

覇
市

や
沖

縄

県
が

実
施

す
る

災
害

訓
練
に
参
加
し
、
平
時

か
ら
災
害
に
備
え
、
不

測
の

事
態

へ
の

備
え

と
し
て
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に
基

づ
き
、
患
者
移
送
先
の

調
整

や
搬

送
手

段
の

確
保
等
に
つ
い
て
、
他

医
療
機
関
と
の
連
携
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
に
努
め
る
。
 

            

前
年
度
同
様
、
那
覇
市
や
沖
縄
県
が
主
催
す
る
災
害
訓
練
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
開
催

が
中
止
と
な
っ
た
。
院
内
の
防
火
・
防
災
訓
練
も
コ
ロ
ナ
専
用
病
棟
の
設
置
に
よ
っ
て
避
難
す

る
動
線
確
保
が
難
し
い
こ
と
、
年
間
を
通
し
て
不
必
要
な
入
館
の
禁
止
制
限
を
行
っ
た
こ
と

か
ら
実
施
が
困
難
だ
っ
た
。
 

 （
災
害
医
療
の
関
連
指
標
）
 

  

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

災
害
訓
練
回
数
 

0
回
 

0
回
 

－
 

災
害
訓
練
参
加
者
数
 

0
人
 

0
人
 

－
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅱ
 

    

   

近
隣

に
病

院
が

多

い
た
め
、
他
医
療
機
関

と
の
連
携
や
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

は
継

続
的

に
進

め
ら

れ
た

い
。
 

評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外

（
コ
ロ
ナ
の
影

響
に
よ
る
未
達

成
）
 

③
医
療
支
援
へ
の
取
り
組
み
 

 
 
 
大
規
模
災
害
時
や
緊
急
時
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
）
を
派
遣
す
る
等
、
医
療
救
護
活
動
の
支
援
に
努
め
る
こ
と
。
 

(5
) 

          

③
大

規
模

災
害

時
や

緊
急
時
に
お
い
て
、
Ｄ

Ｍ
Ａ
Ｔ
（
災
害
派
遣
医

療
チ
ー
ム
）
を
派
遣
す

る
等
、
医
療
救
護
活
動

の
支

援
に

努
め

る
こ

と
。
 

③
他

の
自

治
体

に

お
け

る
大

規
模

災

害
時

や
緊

急
時

に

お
い
て
、
市
立
病
院

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（
災
害
派

遣
医
療
チ
ー
ム
）
を

派
遣

し
医

療
支

援

を
実
施
す
る
。
 

ま
た
、
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
を
定

期
的

に
訓

練
研

修
に

参
加
さ
せ
る
な
ど
、
医

           

DM
AT
活
動
は
、
前
年
度
同
様
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
訓
練
は
規
模
の
縮
小
や
中
止
と

な
り
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
災
害
関
連
や
ク
ラ
ス
タ
ー
施
設
へ
の
支
援
に
関
連

す
る
研
修
が
オ
ン
ラ
イ
ン
や
集
合
研
修
で
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
当
院
DM
AT
隊
員
も
当

該
研
修
へ
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
取
り
組
ん
だ
。
 

コ
ロ
ナ
に
関
連
す
る
派
遣
実
績
と
し
て
、
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
よ
り
当
院

DM
AT

チ

ー
ム
に
対
し
て
派
遣
協
力
依
頼
が
年
間
を
通
し
て
あ
っ
た
。
 

ま
た
、
コ
ロ
ナ
関
連
の
活
動
も
前
年
度
同
様
に
活
動
し
、
コ
ロ
ナ
患
者
数
増
加
に
伴
い
活

動
機
会
も
増
加
し
、
ク
ラ
ス
タ
ー
施
設
で
の
発
生
初
期
の
活
動
（
現
状
把
握
、
組
織
体
制
構

築
）
、
継
続
支
援
活
動
（
転
院
調
整
、
物
品
在
庫
状
況
把
握
、
マ
ン
パ
ワ
ー
状
況
把
握
）
な

ど
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
施
設
支
援
班
の
指
揮
の
も
と
活
動
を
行
っ
た
。
 

コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
時
の
患
者
対
応
や
院
内
ス
タ
ッ
フ
感
染
・
濃
厚
接
触
者
PC
R検

査
等
の

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅴ
        

 
沖

縄
県

コ
ロ

ナ
対

策
本

部
の

派
遣

要
請

に
よ

る
ク

ラ
ス

タ
ー

施
設
等
に
対
応
し
、
活

動
を

行
っ

た
こ

と
を

評
価
す
る
。
 

評
価
：
Ⅴ
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療
救

護
支

援
活

動
の

向
上
に
努
め
る
 

        

対
応
を
、
院
内
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
及
び
院
内
感
染
対
策
チ
ー
ム
（
IC
T）

の
指
示
の
も
と
感

染
状
況
の
把
握
や
追
跡
調
査
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
た
。
 

 

（
災
害
医
療
の
関
連
指
標
）
 

 
令
和

2年
度
実
績
 

令
和

3年
度
実
績
 

令
和

3年
度
目
標
 

災
害
研
修
会
回
数
 

0回
 

3回
 

－
 

災
害
研
修
会
参
加
者
数
 

0人
 

4人
 

－
 

被
災
地
等
へ
の
派
遣
件
数
 

15
件
 

21
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

※
被
災
地
等
へ
の
派
遣
件
数
に
は
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
要
請
派
遣
回
数
を
含
む
。
 

 

         

(4
)保

健
所
と
の
連
携
 

那
覇
市
保
健
所
と
連
携
し
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
感
染
症
対
策
に
協
力
す
る
こ
と
。
 

(6
) 

              

(4
) 
保
健
所
と
の
連
携
 

 
那
覇
市
保
健
所
と
連

携
し
、
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
の
感
染

症
対
策
に
協
力
す

る
。
 

  

(4
) 

同
左
 

       

  

 
収
束
の
見
え
な
い
コ
ロ
ナ
へ
対
応
で
き
る
体
制
を
維
持
・
強
化
す
る
た
め
、
那
覇
市
保
健

所
長
を
は
じ
め
感
染
症
専
門
医
や
保
健
師
等
と
協
議
を
も
ち
、
情
報
の
共
有
や
拡
大
防
止
策

の
検
討
、
現
場
視
察
を
依
頼
す
る
な
ど
、
助
言
を
も
ら
い
な
が
ら
、
那
覇
市
保
健
所
と
連
携

し
感
染
防
止
対
策
強
化
が
図
れ
た
。
今
年
度
の
感
染
拡
大
時
に
は
最
大
63
床
の
即
応
病
床
を

確
保
し
、
那
覇
市
保
健
所
と
連
携
、
発
熱
外
来
・
PC
Rセ

ン
タ
ー
を
設
置
し
患
者
対
応
を
行

っ
た
。
 

保
健
所
依
頼
の
受
診
を
ス
ム
ー
ズ
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
、
小
児
科
医
の
確
保
及
び
受

診
枠
の
調
整
を
図
っ
た
。
 

 

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅴ
 

 
発
熱
外
来
・
PC
R
セ

ン
タ
ー
の
設
置
、
感
染

拡
大
時
に
は
最
大

63

床
の

即
応

病
床

を
確

保
、
小
児
救
急
患
者
へ

の
受

診
体

制
の

確
保

等
、
保
健
所
と
の
緊
密

な
連

携
を

高
く

評
価

す
る
。
 

評
価
：
Ⅴ
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(5
)市

の
施
策
と
の
連
携
 

①
保
健
・
福
祉
行
政
と
の
連
携
 

疾
病
や
介
護
の
予
防
、
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
市
や
関
係
機
関
と
連
携
・
協
力
し
て
疾
病
予
防
対
策
等
に
協
力
す
る
こ
と
。
 

(7
) 

                        

(5
)市

の
施
策
と
の
連
携
 

①
保
健
・
福
祉
行
政
と
の

連
携
 

疾
病
や
介
護
の
予
防
、
健

康
づ

く
り

を
推

進
す

る

た
め
、
慢
性
腎
臓
病
（
Ｃ

Ｋ
Ｄ
)に

対
す
る
フ
ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ
、
Ｃ
Ｋ
Ｄ
の
啓

発
活
動
、
Ｃ
Ｋ
Ｄ
サ
ポ
ー

ト
外

来
の

推
進

や
患

者

教
育

の
た

め
の

教
育

入

院
、
特
定
健
診
の
休
日
実

施
等
、
那
覇
市
や
関
係
機

関
と

連
携

し
疾

病
予

防

対
策
等
に
協
力
す
る
。
 

(5
)
市
の
施
策
と
の
連

携
 

①
 
同
左
 

 
CK
D
サ
ポ
ー
ト
外
来
と
連
携
し
、
患
者
家
族
に
対
し
、
今
後
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
社

会
資
源
や
制
度
等
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
行
い
、
早
め
に
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
で
、
心
理

的
不
安
の
軽
減
に
努
め
、
治
療
に
専
念
出
来
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
し
た
。
 

慢
性
腎
不
全
で
外
来
通
院
中
の
患
者
の
な
か
か
ら
検
査
デ
ー
タ
が
悪
化
し
て
い
る
ケ
ー
ス

や
症
状
で

QO
L
低
下
が
あ
る
患
者

18
名
に
透
析
室
看
護
師
が
患
者
相
談
や
指
導
を
実
施
し

た
。
糖
尿
病
透
析
予
防
指
導
管
理
料
を
算
定
件
数
は

63
件
で
主
に
医
師
・
糖
尿
病
認
定
看

護
師
・
栄
養
士
・
薬
剤
師
が
関
わ
っ
た
。
コ
ロ
ナ
感
染
対
策
と
し
て
教
育
入
院
は
行
わ
ず
、

主
に
外
来
で
の
指
導
を
実
施
し
た
。
 

コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
、
健
診
セ
ン
タ
ー
休
診
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
疾
病
予
防
対

策
の
関
連
指
標
に
つ
い
て
、
那
覇
市
を
は
じ
め
、
各
市
町
村
、
全
国
健
康
保
険
協
会
、
市
町

村
共
済
組
合
等
と
連
携
し
前
年
度
と
比
較
し
て
増
加
し
た
。
 

那
覇
市
と
連
携
し
た
特
定
健
診
（
ま
ち
か
ど
健
診
）
に
つ
い
て
、
特
定
健
診
の
休
日
実
施

実
績
は
令
和

2
年
度

0
件
に
対
し
て
、
令
和

3
年
度
は
令
和

4
年

2
月

19
日
・
令
和

4
年

3

月
19

日
の

2
日
間
で

52
件
実
施
し
た
。
 

 （
疾
病
予
防
対
策
の
関
連
指
標
）
 

 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

特
定
健
診
件
数
 

1,
49
6
件
 

1,
71
6
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持

 

特
定
保
健
指
導
件
数
 

46
3
件
 

48
9
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

が
ん
検
診
件
数
 

22
0
件
 

26
7
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

人
間
ド
ッ
ク
件
数
 

3,
55
5
件
 

3,
73
5
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

健
康
診
断
件
数
 

3,
74
3
件
 

4,
05
9
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

                 

 
那

覇
市

と
連

携
し

た
特

定
検

診
の

休
日

実
施

に
よ

り
検

診
数

が
増

加
し

た
 

こ
と

や
、

外
来

通
院

中
だ

が
、
経
過
不
良
等
の
慢

性
腎

不
全

患
者

に
対

す
る

患
者

相
談

や
患

者
指

導
を

行
っ

た
こ

と
を
評
価
す
る
。
 

評
価
：
Ⅲ
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②
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
 

入
院
患
者
が
円
滑
に
在
宅
医
療
へ
移
行
で
き
る
た
め
の
退
院
支
援
の
強
化
を
行
う
等
、
本
市
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
協
力
す
る
こ
と
。
 

(8
) 

                        

②
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス

テ
ム
の
推
進
 

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
、

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ

ン
、
介
護
施
設
、
ケ
ア
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
社
会
福
祉

士
等
と
連
携
し
、
入
院
患

者
が

ス
ム

ー
ズ

に
在

宅

医
療

へ
移

行
で

き
る

よ

う
退
院
支
援
の
強
化
、
適

切
な

情
報

提
供

や
急

変

時
の

受
入

体
制

を
整

備

す
る
。
 

       

②
在

宅
療

養
支

援
診

療
所
、
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ

ョ
ン

、
介

護
施

設
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
、
社
会
福
祉
士
等
を

支
援
し
、
入
院
患
者
が

ス
ム

ー
ズ

に
在

宅
医

療
へ

移
行

で
き

る
よ

う
退
院
支
援
の
強
化
、

適
切
な
情
報
提
供
、
急

変
時

の
受

け
入

れ
体

制
を
強
化
す
る
。
 

入
退
院
支
援
セ
ン

タ
ー
、
地
域
医
療

連
携
室
、
総
合
相

談
セ
ン
タ
ー
を
一

元
化
し
、
入
退
院

患
者

情
報

の
把

握
、
退
院
支
援
へ

早
期
着
手
、
円
滑

な
ベ
ッ
ド
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
合
理
的

に
行
う
。
 

      

地
域
医
療
連
携
室
、
入
退
院
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
で
週

1
回
長
期
入

院
患
者
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
行
い
、
退
院
調
整
進
捗
状
況
や
退
院
困
難
要
因
の
確
認
を
行
い
、

退
院
支
援
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
く
よ
う
情
報
共
有
を
行
っ
た
。
 

ベ
ッ
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
円
滑
に
行
え
る
よ
う
、
前
方
連
携
で
あ
る
地
域
医
療
連
携
室
と

Ｍ
Ｓ
Ｗ
の
情
報
共
有
ツ
ー
ル
と
し
て
転
院
調
整
情
報
共
有
シ
ー
ト
を
活
用
し
た
。
 

コ
ロ
ナ
の
落
ち
着
い
て
い
る
時
期
に
施
設
訪
問
を
積
極
的
に
行
い
、
地
域
の
訪
問
診
療
、
訪

問
看
護
と
顔
の
見
え
る
関
係
を
構
築
し
た
。
ま
た
、
年

1
回
は
地
域
の
在
宅
医
療
関
係
機
関

を
対
象
に
合
同
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
開
催
し
、
お
互
い
の
課
題
等
に
つ
い
て
話
し
合
う
機
会

を
持
っ
た
。
 

 
前
年
度
と
比
較
し
て
、
退
院
調
整
実
施
件
数
は

1,
30
0
件
減
少
し
た
。
要
因
と
し
て
コ
ロ

ナ
の
影
響
等
で
病
床
再
編
や
縮
小
に
伴
う
新
規
入
院
数
の
減
少
(▲

53
1
名
。
減
少
率

6％
)、

コ
ロ
ナ
陽
性
患
者
発
生
病
棟
で
の
施
設
等
転
院
調
整
制
限
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
自
宅

退
院
調
整
等
に
は
大
き
な
影
響
は
無
か
っ
た
。
 

今
年
度
の
在
宅
復
帰
率
は

95
.2
％
、
前
年
度
と
比
較
し
て
増
加
率

0.
5％

で
あ
っ
た
。
 

 （
在
宅
医
療
の
関
連
指
標
）
 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

退
院
調
整
実
施
件
数
 

8,
65
8
件
 

7,
35
8
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

訪
問
看
護
指
示
書
件
数
 

24
3
件
 

26
0
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

介
護
保
険
主
治
医
意
見
書
件
数
 

41
4
件
 

40
2
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
へ
の
 

紹
介
件
数
 

76
0
件
 

1,
18
6
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅱ
 

         

 
コ

ロ
ナ

禍
の

難
し

さ
が
あ
る
中
で
、
退
院

支
援

や
ベ

ッ
ド

コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
円
滑
化
、

及
び

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
推

進
へ

努
め

た
こ

と
を

評
価

し
た
い
。
 

評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外

（
コ
ロ
ナ
の
影

響
に
よ
る
未
達

成
）
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 （
6）

市
民
へ
の
情
報
の
提
供
・
発
信
 

 
 
市
民
に
対
し
、
病
院
の
診
療
機
能
・
運
営
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
・
発
信
に
努
め
る
と
と
も
に
、
医
療
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
を
推
進
す
る
こ
と
。
 

(9
) 

                        

(6
)市

民
に
対
し
、
市
立

病
院
の
診
療
機
能
・
運
営

状
況

に
つ

い
て

の
情

報

提
供
・
発
信
に
努
め
る
と

と
も
に
、
医
療
に
関
す
る

正
し

い
知

識
の

普
及

啓

発
を
推
進
す
る
。
情
報
発

信
の
手
段
と
し
て
、
当
院

の
院
外
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

広
報
誌
等
を
活
用
し
、
診

療
実

績
や

医
療

情
報

を

提
供
す
る
。
 

(6
)
市
民
に
対
し
、
病

院
の
診
療
機
能
・
運
営

状
況

に
つ

い
て

の
情

報
提
供
・
発
信
に
努
め

る
と
と
も
に
、
医
療
に

関
す

る
知

識
の

普
及

啓
発
を
推
進
す
る
。
情

報
発

信
の

手
段

と
し

て
、
当
院
の
院
外
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
広
報
誌
等

を
活

用
し

診
療

実
績

や
医

療
情

報
の

掲
載

を
強
化
す
る
。
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

更
新
に
つ
い
て
 

    病
院
情
報
の
公
表
 

           市
民
公
開
講
座
に

つ
い
て
 

     

当
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
診
療
に
関
わ
る
情
報
（
休
診
情
報
や
診
療
制
限
等
）
に
つ
い

て
、
随
時
、
担
当
部
署
に
て
更
新
を
実
施
し
て
お
り
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
市
民
へ
発
信
し
て

い
る
。
し
か
し
、
令
和

4
年

1
月
よ
り
シ
ス
テ
ム
不
具
合
に
よ
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
閲
覧

不
能
と
な
っ
た
た
め
、
令
和

4
年

3
月
よ
り
仮
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
成
・
公
開
し
た
。
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
向
け
取
り
組
ん
だ
。
 

 厚
生
労
働
省
が
推
奨
し
て
い
る
、「

病
院
情
報
の
公
表
」
を
毎
年

10
月
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

へ
掲
載
し
た
。
こ
の
公
表
は
、
診
療
情
報
の
提
供
や
活
用
等
、
診
療
の
透
明
化
や
改
善
の
努

力
を
評
価
す
る
趣
旨
で
平
成

29
年
度
よ
り
行
わ
れ
て
お
り
、
機
能
評
価
係
数
Ⅱ
の
保
険
診

療
指
数
の
項
目
と
な
っ
て
い
る
。
 

当
院
の
特
長
や
急
性
期
医
療
の
現
状
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
か
ら
以
下
の
情
報
を
提
供

し
た
。
 

①
 

年
齢
階
級
別
退
院
患
者
数
、
②
診
断
群
分
類
別
患
者
数
等
（
上
位

5
位
ま
で
）、

③
 

初
発
の

5
大
癌
の

UI
CC

病
期
分
類
別
な
ら
び
に
再
発
患
者
数
、
④
成
人
市
中
肺
炎
の
重
症

度
別
患
者
数
等
、
⑤
脳
梗
塞
の

IC
D1
0
別
患
者
数
、
⑥
診
療
科
別
主
要
手
術
別
患
者
数
等
、

⑦
そ
の
他
（
DI
C、

敗
血
症
、
そ
の
他
の
真
菌
症
及
び
手
術
・
術
後
の
合
併
症
の
発
生
率
）

を
DP
C
デ
ー
タ
に
基
づ
き
継
続
し
て
掲
載
し
た
。
 

 前
年
度
同
様
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
地
域
（
市
民
）
向
け
の
出
前
講
座
は
開
催
で
き

な
か
っ
た
。
今
後
の
地
域
向
け
情
報
発
信
（
提
供
）
に
つ
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法

を
活
用
で
き
る
よ
う
、
通
信
機
器
類
の
準
備
や
環
境
整
備
等
も
踏
ま
え
情
報
発
信
手
段
を
検

討
し
て
い
る
。
 

   

ｳｴ
ｲﾄ
 

1 

評
価
 

Ⅲ
 

 
新

病
院

開
院

へ
向

け
て
、
病
院
情
報
の
公

表
の

工
夫

が
必

要
で

す
。
市
民
向
け
オ
ン
デ

マ
ン
ド
講
座
や
、
地
域

が
ん

診
療

連
携

拠
点

病
院
と
し
て
、
が
ん
看

護
専

門
看

護
師

等
の

紹
介
に
つ
い
て
、
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
充

実
に

努
め
ら
れ
た
い
。
 

評
価
：
Ⅲ
 

 
サ
イ
バ
ー
攻

撃
に
対
す
る
備

え
を
強
化
し
、

基
幹
シ
ス
テ
ム

が
攻
撃
を
受
け

た
場
合
で
も
診

療
を
継
続
で
き

る
よ
う
、B
CP

の

更
新
を
検
討
さ

れ
た
い
。
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広
報
誌
発
行
に
つ

い
て
 

  

広
報
誌
「
き
ざ
は
し
」
に
つ
い
て
は
、
平
成

29
年

5
月
号
以
来

4
年
ぶ
り
に
発
刊
を

し
、
連
携
ク
リ
ニ
ッ
ク
及
び
患
者
へ
最
新
の
診
療
情
報
発
信
を
し
た
。
次
年
度
も
定
期
的
な

診
療
情
報
発
信
に
努
め
る
。
 

 

 様
式
１
－
１
－
４
－
２
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

１
－
２
 

診
療
機
能
の
充
実
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

（
１
）
高
度
医
療
の
充
実
 

 
 
①
専
門
性
を
持
っ
た
医
療
人
の
確
保
 

②
医
療
機
器
の
計
画
的
な
更
新
・
整
備
 

 

（
２
）
が
ん
医
療
の
充
実
 

 
 
①
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
の
機
能
の
充
実
 

 （
３
）
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
推
進
・
強
化
 

 
 
①
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
推
進
・
強
化
 

 （
４
）
人
材
の
確
保
及
び
育
成
 

 
 
①
医
療
水
準
の
維
持
・
向
上
の
た
め
の
専
門
性
向
上
お
よ
び
人
材
確
保
と
育
成
 

 （
５
）
安
全
安
心
で
質
の
高
い
医
療
の
提
供
 

 
 
①
患
者
中
心
の
医
療
 

②
医
療
安
全
対
策
の
徹
底
 

③
医
療
の
標
準
化
と
最
適
な
医
療
の
提
供
 

④
法
令
の
遵
守
及
び
行
動
規
範
に
沿
っ
た
業
務
運
営
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
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 当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

ウ
エ
イ
ト
付
け
は
各
項
に
記
載
 

 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

 

２
．

 主
要
な
経
年
デ
ー
タ
 

 
①
主
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
情
報
 

 
②
主
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
 

 
指
標
 

達
成
目

標
 

（
参
考
）
 

中
期
計
画
 

令
和
元
年
度

実
績
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

指
標
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

手
術
ナ
ビ

ゲ
ー
シ
ョ

ン
シ
ス
テ

ム
実
施
件

数
 

耳
鼻
咽
喉
科
 

 
4
件
 

6
件
 

3
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

脳
神
経
外
科
 

 
11

件
 

3
件
 

8
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

整
形
外
科
 

 
25

件
 

25
件
 

12
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

レ
ー
ザ
ー

破
砕
装
置

を
用
い
た

施
設
実
績

件
数
 

 

 
37

件
 

25
件
 

22
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

高
度
医
療

の
関
連
指

標
 

CT
件
数
 

 
17
,8
12

件
 

15
,6
14

件
 

14
,8
37

件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

MR
I
件
数
 

 
7,
50
3
件
 

6,
36
3
件
 

6,
40
9
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

RI
件
数
 

 
80
4
件
 

68
7
件
 

82
8
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

心
臓

カ
テ

ー
テ

ル
検
査
件
数
 

 
45
2
件
 

31
1
件
 

25
8
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

経
皮

的
冠

動
脈

形
成
術
（
PC
I）

件

数
 

 
20
2
件
 

12
0
件
 

10
1
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ア
ブ

レ
ー

シ
ョ

ン
治
療
件
数
 

 
15
8
件
 

12
6
件
 

10
7
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

- 58 -- 148 -



22
 

 

脳
血

管
造

影
件

数
 

 
27
4
件
 

15
3
件
 

11
3
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

血
管

内
治

療
件

数
 

 
10
9
件
 

91
件
 

62
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

血
栓

溶
解

療
法

（
t-
PA
）
治
療
件

数
 

 
5
件
 

3
件
 

8
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

手
術
件
数
（
手
術

室
）
 

 
3,
56
1
件
 

3,
07
8
件
 

2,
83
9
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

う
ち

全
身

麻
酔

手
術
件
数
 

 
2,
10
2
件
 

1,
89
0
件
 

1,
61
1
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

う
ち
腹
腔
鏡
下
・

胸
腔

鏡
下

手
術

件
数
 

（
※

１
 

ポ
リ

ペ
ク
は
除
く
）
 

 
60
1
件
 

50
8
件
 

42
9
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

内
視

鏡
に

よ
る

手
術

件
数

（
ES
D

＊
2 
ES
D：
内
視
鏡

的
粘

膜
下

層
剥

離
術
）
 

 
75

件
 

86
件
 

93
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

が
ん
診
療

連
携
パ
ス

実
績
 

胃
が
ん
 

 
0
件
 

3
件
 

2
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

大
腸
が
ん
 

 
3
件
 

11
件
 

14
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

乳
が
ん
 

 
39

件
 

42
件
 

75
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

肺
が
ん
 

 
0
件
 

0
件
 

0
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

肝
が
ん
 

 
0
件
 

0
件
 

0
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

前
立
腺
が
ん
 

 
0
件
 

0
件
 

0
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

合
 
計
 

 
42

件
 

56
件
 

91
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

が
ん
医
療

の
関
連
指

標
 

  

全
が

ん
退

院
患

者
数
 

 
1,
62
2
人
 

1,
61
2
人
 

1,
37
1
人
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

う
ち

５
大

が

ん
退
院
患
者
数
 

 
73
1
人
 

73
6
人
 

63
3
人
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

外
来

化
学

療
法

患
者
数
 

 
2,
66
4
人
 

2,
94
4
人
 

2,
23
3
人
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

放
射

線
治

療
実

患
者
数
 

 
29
6
人
 

26
6
人
 

22
3
人
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
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    が
ん
医
療

の
関
連
指

標
 

   

が
ん

患
者

相
談

件
数
 

 
1,
47
9
人
 

1,
67
0
人
 

1,
32
2
人
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

全
国

が
ん

登
録

件
数
 

 
95
2
件
 

1,
06
0
件
 

1,
03
8
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

が
ん

診
療

連
携

パ
ス
適
用
数
 

 
41

件
 

56
件
 

91
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

が
ん

研
修

会
等

開
催

数
（

医
療

者
）
 

 
4
回
 

（
10
3
人
）
 

4
回
 

（
85

人
）
 

7
回
 

（
32
2
人
）
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

が
ん

講
演

会
等

開
催
数
（
市
民
対

象
）
 

 
12

回
 

（
19
4
人
）
 

0
回
 

（
0
人
）
 

0
回
 

（
0
人
）
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

地
域
医
療

連
携
の
関

連
指
標
 

紹
介
率
 

65
％
 

77
.0
％
 

78
.4
％
 

80
.6
％
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

逆
紹
介
率
 

40
％
 

84
.6
％
 

99
.7
％
 

93
.6
％
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

地
域

連
携

パ
ス

適
用
数
（
大
腿
骨

頸
部
骨
折
）
 

 
パ
ス
発
行
件
数
 

12
7
件
 

パ
ス
発
行
件
数
 

12
6
件
 

パ
ス
発
行
件
数
 

15
4
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

地
域

連
携

パ
ス

適
用

数
（

脳
卒

中
）
 

 
パ
ス
発
行
件
数
 

41
0
件
 

パ
ス
発
行
件
数
 

35
1
件
 

パ
ス
発
行
件
数
 

14
2
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

開
放
病
床

利
用
率
(5

床
) 

在
院
患
者
数
 

 
2,
55
5
人
 

2,
37
0
人
 

2,
36
7
人
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

開
放
病
床
利
用

率
 

 
14
0.
0％

 
12
9.
8％

 
12
9.
7％

 
 

 
 

 
－
 

－
 

－
 

 

専
門
性
及

び
医
療
技

術
の
向
上

の
関
連
指

標
 

初
期
研
修
医
数
 

 
20

人
 

13
人
 

15
人
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

後
期
研
修
医
数
 

 
11

人
 

16
人
 

15
人
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

派
遣

研
修

人
数

（
県
内
）
 

 
初
：
7
人
 

後
：
0
人
 

初
：
13

人
 

後
：
0
人
 

初
：
13

人
 

後
：
5
人
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

派
遣

研
修

人
数

（
県
外
）
 

 
初
：
5
人
 

後
：
0
人
 

初
：
1
人
 

後
：
0
人
 

初
：
0
人
 

後
：
0
人
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

- 60 -- 150 -



24
 

 

学
会
発
表
数
（
医

師
）
 

 
77

件
 

40
件
 

45
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

学
会
発
表
数
（
看

護
師
）
 

 
20

件
 

6
件
 

4
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

学
会
発
表
数
（
そ

の
他

メ
デ

ィ
カ

ル
ス
タ
ッ
フ
）
 

 
29

件
 

13
件
 

22
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

論
文
発
表
数
（
全

体
）
 

 
51

件
 

37
件
 

33
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

専
門

資
格

取
得

者
数
（
新
規
）
 

 
3
名
 

1
名
 

15
名
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

事
務

ス
タ

ッ
フ

の
専

門
性

の
向

上
の

関
連

指
標
 

病
院

経
営

研
修

等
へ

の
受

講
回

数
(合

計
) 

 
84

回
 

18
回
 

17
回
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
務

職
員

勉
強

会
等
 

 
3
回
 

6
回
 

11
回
 

 
 

 
 

 
 

 
 

外
部

講
師

に
よ

る
講
演
指
導
等
 

 
5
回
 

1
回
 

0
回
 

 
 

 
 

 
 

 
 

オ
ン

ラ
イ

ン
セ

ミ
ナ
ー
 

 
2
回
 

27
回
 

29
回
 

 
 

 
 

 
 

 
 

専
門

資
格

取
得

者
数
(新

規
) 

 
9
名
 

1
名
 

4
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

医
療
安

全
・
院
内

感
染
対
策

の
関
連
指

標
 

医
療

安
全

対
策

委
員

会
等

開
催

数
 

 
12

回
 

12
回
 

12
回
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

医
療

安
全

研
修

等
実
施
回
数
 

 
10

回
 

5
回
 

2
回
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

イ
ン

シ
デ

ン
ト

レ
ポ

ー
ト

報
告

件
数
 

 
1,
59
2
件
 

1,
60
2
件
 

1,
45
8
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ア
ク

シ
デ

ン
ト

レ
ポ

ー
ト

報
告

件
数
 

 
40

件
 

24
件
 

22
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

院
内

感
染

対
策

委
員

会
等

開
催

数
 

 
12

回
 

4
回
 

4
回
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

感
染

管
理

チ
ー

ム
ラ

ウ
ン

ド
回

数
 

 
48

回
 

32
回
 

30
回
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
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院
内

感
染

対
策

研
修

会
等

開
催

数
 

 
26

回
 

（
89
9
人
）
 

9
回
 

(5
00

人
)  

8
回
 

(2
,8
47

人
)  

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

患
者
中
心

の
医
療
の

実
践
の
関

連
指
標
 

セ
カ

ン
ド

オ
ピ

ニ
オ
ン
件
数
（
院

外
か
ら
当
院
へ
）
 

 
21

件
 

13
件
 

7
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

セ
カ

ン
ド

オ
ピ

ニ
オ
ン
件
数
（
当

院
か
ら
院
外
へ
）
 

 
29

件
 

39
件
 

19
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

医
療
の
標

準
化
と
最

適
な
医
療

の
提
供
の

関
連
指
標
 

ク
リ

ニ
カ

ル
パ

ス
適
用
患
者
数
 

 
5,
23
5
人
 

5,
35
4
人
 

5,
74
5
人
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ク
リ

ニ
カ

ル
パ

ス
種
類
数
 

 
21
7(
累
計
)  

29
4(
累
計
)  

32
6(
累
計
)  

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス

の
関
連
指

標
 

研
修
会
開
催
数
 

 
0
回
 

0
回
 

0
回
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

参
加
者
数
 

 
0
人
 

0
人
 

0
人
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

           

- 62 -- 152 -



26
 

 ３
．
各
事
業
年
度
の
業
務
に
係
る
目
標
、
計
画
、
業
務
実
績
、
年
度
評
価
に
係
る
自
己
評
価
 

 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

主
な
評
価
指
標
 

法
人
の
業
務
実
績
・
自
己
評
価
 

評
価
委
員
会
 

意
見
 

市
長
に
よ
る
評
価
 

業
務
実
績
 

自
己

評
価
 

2 
診
療
機
能
の
充
実
 

(1
)高

度
医
療
の
充
実
 

①
専
門
性
を
持
っ
た
医
療
人
の
確
保
 

高
度
医
療
の
充
実
を
図
る
た
め
、
専
門
性
を
持
っ
た
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
 

   (1
0)
 

                 

2
 

診
療

機
能

の
充

実
 

(1
)
高

度
医

療
の

充
 

実
 

①
専

門
性

を
持

っ
た

医
療
人
の
確
保
 

高
度

医
療

の
充

実

を
図
る
た
め
、
医
師

を
は
じ
め
、
専
門
性

を
持
っ
た
医
療
ス
タ

ッ
フ
の
確
保
に
努
め

る
。
 

       

2 
同
左
 

(1
) 

同
左
 

  ①
 
同
左
 

        

（
令
和

3
年
度
の

具
体
的
な
取
り
組

み
）
 

高
度
医
療
機
器
を

用
い
た
使
用
件
数

に
つ
い
て
 

              

   今
年
度
も
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
、
不
要
不
急
の
入
院
・
検
査
手
術
の
延
期
等
、
一
般
医

療
に
一
部
制
限
が
生
じ
、
入
院
で
行
う
高
度
医
療
の
関
連
指
標
項
目
が
減
少
し
た
。
 

（
高
度
医
療
の
関
連
指
標
）
 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

CT
件
数
 

15
,6
14

件
 

14
,8
37

件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

MR
I
件
数
 

6,
36
3
件
 

6,
40
9
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

RI
件
数
 

68
7
件
 

82
8
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

心
臓
カ
テ
ー
テ
ル
検
査
件
数
 

31
1
件
 

25
8
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

経
皮
的
冠
動
脈
形
成
術
（
PC
I）

件
数
 

12
0
件
 

10
1
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

ア
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
治
療
件
数
 

12
6
件
 

10
7
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

脳
血
管
造
影
件
数
 

15
3
件
 

11
3
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

血
管
内
治
療
件
数
 

91
件
 

62
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

血
栓
溶
解
療
法
（
t-
PA
）
治
療
件
数
 

3
件
 

8
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

手
術
件
数
（
手
術
室
）
 

3,
07
8
件
 

2,
83
9
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

う
ち
全
身
麻
酔
手
術
件
数
 

1,
89
0
件
 

1,
61
1
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

う
ち
腹
腔
鏡
下
・
胸
腔
鏡
下
手
術
 

55
4
件
 

42
9
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

  

 ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅱ
 

 
   評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外

（
コ
ロ
ナ
の
影
響

に
よ
る
未
達
成
）
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内
視
鏡
に
よ
る
手
術
件
数
（
*E

SD
）
 

86
件
 

93
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

*E
SD
：
内
視
鏡
的
粘
膜
下
層
剥
離
術
 

 

②
 

医
療
機
器
等
の
計
画
的
な
更
新
・
整
備
 

市
立
病
院
に
求
め
ら
れ
る
医
療
を
持
続
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
医
療
機
器
等
を
計
画
的
に
更
新
・
整
備
す
る
こ
と
。
 

(1
1)
 

                     

②
医

療
機

器
等

の
計

画
的
な
更
新
・
整
備
 

医
療
機
器
の
整
備
・

更
新
に
つ
い
て
は
、

費
用
対
効
果
、
地
域

の
医
療
機
関
と
の
連

携
、
が
ん
治
療
に
対

す
る
放
射
線
療
法

等
、
医
療
需
要
及
び

医
療
技
術
の
進
展
等

か
ら
総
合
的
に
判
断

し
、
市
立
病
院
に
求

め
ら
れ
る
役
割
を
持

続
的
に
提
供
で
き
る

よ
う
、
計
画
的
に
更

新
・
整
備
す
る
。
 

②
 
同
左
 

機
器
更
新
・
増
設

に
つ
い
て
 

  

・
主
な
更
新
機
器
 

放
射
線
治
療
装
置
、
生
化
学
自
動
分
析
装
置
、
内
視
鏡
ス
コ
ー
プ
一
式
 

計
65

件
 

 ・
コ
ロ
ナ
補
助
金
等
に
よ
る
整
備
機
器
等
 

全
身
用
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
装
置
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
モ
ニ
タ
等
、
計

34
件
 

 

放
射
線
治
療
装
置
に
つ
い
て
は
、
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
の
施
設
基
準
の
維
持
と

新
病
院
に
お
い
て
も
継
続
使
用
可
能
な
機
器
で
あ
り
、
短
い
治
療
時
間
、
静
か
で
圧
迫
感
を

軽
減
し
た
治
療
環
境
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
治
療
（
定
位
放
射
線
治
療
）、

強
度
変
調
（
回
転
）
放

射
線
治
療
が
可
能
な
機
器
と
な
っ
て
い
る
。
 

※
沖
縄
県
で
初
導
入
の
放
射
線
治
療
装
置
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅳ
 

 
新

病
院

に
お

い
て

も
設

備
投

資
と

の
バ

ラ
ン

ス
を

と
り

な
が

ら
、
医
療
機
器
等
の
計

画
的
な
更
新
・
整
備
に

努
め
ら
れ
た
い
。
 

評
価
：
Ⅲ
 

 
中

期
計

画
に

お

い
て
、「

計
画
的
に

更
新
・
整
備
す
る
」

と
し

て
い

る
こ

と

か
ら
、
年
度
計
画
に

具
体
的
な
更
新
・
整

備
計

画
を

示
す

と

と
も
に
、
そ
の
成
果

を
業

務
実

績
に

記

載
す
る
よ
う
、
努
め

ら
れ
た
い
。
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(2
)が

ん
医
療
の
充
実
 

専
門
的
な
が
ん
医
療
の
提
供
、
が
ん
医
療
の
地
域
連
携
協
力
体
制
の
構
築
、
が
ん
患
者
や
そ
の
家
族
に
対
す
る
相
談
支
援
、
情
報
提
供
等
を
行
う
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
、
が
ん
医
療
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。
 

(1
2)
 

                        

(2
)
が

ん
医

療
の

充

実
 

専
門
的
な
が
ん
医

療
の
提
供
、
が
ん
診

療
の
地
域
連
携
協
力

体
制
の
構
築
、
が
ん

患
者
や
そ
の
家
族
に

対
す
る
相
談
支
援
、

情
報
提
供
等
を
行
う

地
域
が
ん
診
療
連
携

拠
点
病
院
と
し
て
、

が
ん
医
療
の
充
実
に

努
め
る
。
 

ま
た
、
が
ん
診
療

連
携
パ
ス
の
利
用
を

促
進
、
が
ん
診
療
に

従
事
す
る
医
師
等
に

対
す

る
研

修
会

開

催
、
全
国
が
ん
登
録

の
推
進
、
が
ん
患
者

の
就

労
支

援
の

啓

発
、
が
ん
フ
ォ
ー
ラ

ム
等
の
講
演
会
を
継

続
し
て
開
催
す
る
。
 

 

(2
) 

同
左
 

                        

が
ん
医
療
に
つ
い

て
 

    が
ん
診
療
連
携
パ

ス
に
い
て
 

   医
療
者
向
け
研
修

会
に
つ
い
て
 

      市
民
・
患
者
向
け

研
修
会
に
つ
い
て
 

    

が
ん
医
療
の
関
連
指
標
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
が
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
た
。
外
来
化
学

療
法
の
実
施
人
数
は

2,
23
3
人
で
前
年
度
と
比
較
し
て

71
1
人
減
少
し
、
放
射
線
治
療
の
実

施
人
数
は

22
3
人
で
前
年
度
と
比
較
し
て

43
人
減
少
し
た
。
 

が
ん
患
者
外
来
化
学
療
法
患
者
数
の
減
少
に
つ
い
て
、
近
年
経
口
抗
が
ん
剤
が
増
え
て
お

り
、
注
射
薬
と
の
併
用
や
内
服
の
み
で
の
化
学
療
法
が
増
え
て
い
る
。
 

 

地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
、
が
ん
診
療
連
携
パ
ス
の

利
用
を
促
進
し
た
こ
と
で
、
が
ん
地
域
連
携
パ
ス
適
応
件
数
は
増
加
し
た
。
 

今
年
度
の

5
大
が
ん
と
前
立
腺
が
ん
の
が
ん
診
療
連
携
パ
ス
の
適
応
件
数
は
、
91

件
で
前

年
度
と
比
較
し
て

35
件
増
加
し
た
。
 

 

が
ん
診
療
に
従
事
す
る
医
療
者
向
け
研
修
会
を
年

7
回
開
催
し
、
医
療
従
事
者
の
参
加
者

総
数
は

32
2
名
で
あ
っ
た
。
 

主
な
研
修
内
容
は
、
①
薬
剤
師
教
育
ｾﾐ
ﾅｰ
②
が
ん
医
療
に
従
事
す
る
医
師
等
向
け
緩
和
ケ

ア
研
修
会
、
③
放
射
線
療
法
と
そ
の
副
作
用
に
つ
い
て
、
④
合
同
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
⑤
化
学

療
法
と
そ
の
副
作
用
 

が
ん
診
療
に
携
わ
る
医
師
、
研
修
医
、
県
内
の
ホ
ス
ピ
ス
、
緩
和
ケ
ア
病
棟
の
が
ん
専
門
看

護
師
を
中
心
に
緩
和
ケ
ア
研
修
会
を
開
催
し
た
（
参
加
者

23
名
）。

 

 

市
民
や
患
者
向
け
の
研
修
会
等
は
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
開
催
出
来
て
い
な
い
。
 

研
修
会
等
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
課
題
が
あ
る
。
 

①
 

従
来
の
集
合
型
で
開
催
す
る
場
合
：
感
染
拡
大
防
止
対
策
が
必
須
と
な
り
、
感
染
防

止
（
予
防
）
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。
 

②
 

オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
す
る
場
合
：
参
加
者
の
多
く
が
高
齢
者
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

通
信
機
器
類
の
配
置
や
設
置
環
境
整
備
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
に
、
地
域
の
協
力
や
環

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅱ
 

                     

 
コ
ロ
ナ
の
影
響
の

中
で
も
、
が
ん
診
療

連
携
パ
ス
の
適
応
件

数
や
医
療
者
向
け
の

が
ん
研
修
会
開
催
に

よ
る
参
加
者
数
の
大

幅
な
増
加
は
努
力
を

評
価
す
る
。
市
民
向

け
の
が
ん
講
演
会
等

に
つ
い
て
は
創
意
工

夫
に
よ
り
、
開
催
に

努
め
ら
れ
た
い
。
 

評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外

（
コ
ロ
ナ
の
影
響

に
よ
る
未
達
成
）
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    が
ん
登
録
に
つ
い

て
 

        

境
整
備
協
力
要
請
が
必
要
と
な
る
。
 

以
上
の
課
題
を
踏
ま
え
、
コ
ロ
ナ
感
染
状
況
も
鑑
み
な
が
ら
、
次
年
度
は
開
催
で
き
る
よ

う
努
め
る
。
 

 

例
年
通
り
、
が
ん
登
録
の
専
従
職
員
を
中
心
に
登
録
内
容
の
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
入

院
及
び
外
来
症
例
の
登
録
を
行
っ
た
。
全
国
が
ん
登
録
へ
の
報
告
も
実
施
済
み
。
 

今
年
度
の
新
規
が
ん
登
録
件
数
は

1,
03
8
件
で
あ
り
、
前
年
度
と
比
較
し
て

22
件
減
少
し

た
。
 

が
ん
登
録
実
務
に
関
わ
る
知
識
・
技
術
の
向
上
を
目
的
に
、
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
主

催
の
院
内
が
ん
登
録
実
務
中
級
認
定
者
研
修
（
e-
le
ar
ni
ng

形
式
）
を
職
員

2
名
が
受
講
し

た
。
ま
た
、
が
ん
登
録
実
務
中
級
認
定
者
研
修
（
e-
le
ar
ni
ng

形
式
）
は
職
員

1
名
が
受
講

し
認
定
試
験
を
合
格
し
た
。
 

 （
が
ん
医
療
の
関
連
指
標
）
 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

全
が
ん
退
院
患
者
数
 

1,
61
2
人
 

1,
37
1
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

う
ち
５
大
が
ん
退
院
患
者
数
 

73
6
人
 

63
3
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

外
来
化
学
療
法
患
者
数
 

2,
94
4
人
 

2,
23
3
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

放
射
線
治
療
実
患
者
数
 

26
6
人
 

22
3
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

が
ん
患
者
相
談
件
数
 

1,
67
0
件
 

1,
32
2
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

全
国
が
ん
登
録
件
数
 

1,
06
0
件
 

1,
03
8
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

が
ん
地
域
連
携
パ
ス
適
用
件
数
 

56
件
 

91
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

が
ん
研
修
会
等
開
催
数
（
医
療
者
）
 

4
回
（
85

人
）
 

7
回
（
32
2
人
）
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

が
ん
講
演
会
等
開
催
数
（
市
民
対
象
）
 

0
回
（
0
人
）
 

0
回
（
0
人
）
 

－
 

  

       

- 66 -- 156 -



30
 

            

（
が
ん
診
療
連
携
パ
ス
実
績
）
 

 

 
平
成

30
年
度
 

令
和
元
年
度
 

令
和

2
年
度
 

令
和

3
年
度
 

胃
が
ん
 

0
件
 

0
件
 

3
件
 

2
件
 

大
腸
が
ん
 

3
件
 

3
件
 

11
件
 

14
件
 

乳
が
ん
 

21
件
 

39
件
 

42
件
 

75
件
 

肺
が
ん
 

0
件
 

0
件
 

0
件
 

0
件
 

肝
が
ん
 

0
件
 

0
件
 

0
件
 

0
件
 

前
立
腺
が
ん
 

0
件
 

0
件
 

0
件
 

0
件
 

合
 
計
 

24
件
 

42
件
 

56
件
 

91
件
 

(3
)地

域
医
療
機
関
と
の
連
携
推
進
・
強
化
 

 
 
 地

域
で
完
結
す
る
切
れ
目
の
な
い
医
療
を
提
供
す
る
た
め
、
地
域
医
療
支
援
病
院
と
し
て
、
地
域
の
医
療
機
関
と
の
更
な
る
連
携
の
推
進
・
強
化
を
図
る
こ
と
。
 

(1
3)
 

             

(3
)
地

域
医

療
機

関

と
の

連
携

推
進

・

強
化
 

 

地
域

で
完

結
す

る

切
れ
目
の
な
い
医
療

を
提
供
す
る
た
め
、

地
域
医
療
支
援
病
院

と
し
て
、
地
域
の
医

療
機
関
と
の
更
な
る

連
携
の
推
進
・
強
化

を
図
り
、
紹
介
率
及

び
逆
紹
介
率
の
向
上

に
努
め
る
。
 

(3
) 
 
同
左
 

        

     

              

コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
開
催
し
て
い
な
か
っ
た
地
域
医
療
支
援
病
院
運
営
委
員
会
は
、
第

1

回
(令

和
3
年

7
月

29
日
開
催
)、

第
2
回
(令

和
3
年

11
月

11
日
開
催
)を

対
面
形
式
で
開

催
し
た
。
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
に
伴
い
、
第

3
回
開
催
は
書
面
・
資
料
配
付
に
て
開
催
し
た
。

資
料
配
付
に
て
「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
し
、
質
問
に
対
す
る
回
答
を
文
書
で
ま
と

め
、
連
携
医
療
機
関
へ
返
信
し
た
。
 

今
年
度
の
地
域
医
療
連
携
交
流
会
及
び
登
録
医
総
会
は
、
前
年
度
同
様
、
コ
ロ
ナ
の
影
響

に
よ
り
開
催
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
代
替
策
と
し
て
、
地
域
医
療
連
携
室
よ
り
広
報
誌
「
甍

（
い
ら
か
）」

を
連
携
医
療
機
関
約

58
0
箇
所
へ
郵
送
し
た
。
 

患
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
は
、
地
域
医
療
機
関
か
ら
の
紹
介
受
け
入
れ
、
逆
紹
介
の
推

進
を
図
っ
た
こ
と
で
、
前
年
度
同
様
紹
介
率
、
逆
紹
介
率
と
も
に
目
標
値
を
上
回
る
結
果
と

な
っ
た
。
 

登
録
医
が
利
用
で
き
る
開
放
病
床

5
床
を
確
保
し
、
当
院
医
師
と
共
同
で
治
療
で
き
る
体

制
を
整
備
し
て
い
る
。
開
放
病
床
利
用
率
は

12
9.
7％

で
あ
っ
た
。
 

大
腿
骨
頚
部
骨
折
パ
ス
適
用
数
は
前
年
度
を
上
回
っ
た
が
、
脳
卒
中
パ
ス
適
用
数
は
コ
ロ

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅴ
 

前
年

度
に

引
き

続

き
コ

ロ
ナ

の
影

響
が

出
た

こ
と

は
残

念
だ

が
、
紹
介
率
、
逆
紹
介

率
、
開
放
病
床
利
用
率

の
い

ず
れ

に
お

い
て

も
、

前
年

度
と

同
じ

く
、
目
標
を
大
き
く
上

回
っ

た
こ

と
を

高
く

評
価
す
る
。
 

評
価
：
Ⅴ
 

紹
介
率
及
び
逆

紹
介
率
に
つ
い

て
、
目
標
だ
け
で

な
く
、
第
５
次
那

覇
市
総
合
計
画
に

お
け
る
中
間
目
標

値
を
コ
ロ
ナ
禍
の

厳
し
い
環
境
の

中
、
１
年
早
く
達

成
し
た
こ
と
を
大

い
に
評
価
す
る
。
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ナ
の
影
響
に
よ
り
入
院
制
限
を
行
っ
た
た
め
、
減
少
し
た
。
 

 （
地
域
医
療
連
携
の
関
連
指
標
）
 

指
標
名
 

令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

紹
介
率
※
 

78
,4
％
 

80
.6
％
 

74
％
以
上
 

逆
紹
介
率
※
 

99
,7
％
 

93
.6
％
 

84
％
以
上
 

開
放
病
床
利
用
率
 

12
9,
8％

 
12
9.
7％

 
50
％
以
上
 

地
域
連
携
パ
ス
適
用
数
 

（
大
腿
骨
頸
部
骨
折
）
 

パ
ス
発
行
件
数
 

 
 
12
6件

 

パ
ス
発
行
件
数
 

 
 
15
4件

 
前
年
度
並
み
を
維
持
 

地
域
連
携
パ
ス
適
用
数
 

（
脳
卒
中
）
 

パ
ス
発
行
件
数
 

 
 
35
1件

 

パ
ス
発
行
件
数
 

 
 
14
2件

 
前
年
度
並
み
を
維
持
 

（
参
考
）
厚
労
省
の
紹
介
率
及
び
逆
紹
介
率
基
準
は
、
紹
介
率
60
％
以
上
か
つ
逆
紹
介
率
40
％
以
上
 

 

(4
)人

材
の
確
保
及
び
育
成
 

 提
供
す
る
医
療
水
準
の
維
持
・
向
上
や
病
院
経
営
の
専
門
性
を
高
め
る
た
め
、
必
要
な
人
材
の
確
保
及
び
育
成
に
努
め
る
こ
と
。
 

(1
4)
 

          

（
4）

人
材
の
確
保
及

び
育
成
 

提
供

す
る

医
療

水

準
の
維
持
・
向
上
や

病
院
経
営
の
専
門
性

を
高
め
る
た
め
、
必

要
な
人
材
の
確
保
及

び
育
成
に
努
め
る
。

救
急
医
等
の
人
材
確

保
の
手
段
と
し
て
、

琉
球

大
学

と
の

連

(4
) 
 
同
左
 

          

研
修

医
に

関
す

る

実
績
に
つ
い
て
 

         

初
期
研
修
医
の
新
規
採
用
者
数
が
募
集
定
員
（
10

名
）
を
満
た
し
、
前
年
度
と
比
較
し
、

初
期
研
修
医
の
在
籍
者
数
が
増
加
し
た
。
 

ま
た
、
専
門
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
、
県
内
連
携
施
設
で
研
修
を
行
う
た
め
県

内
派
遣
件
数
が
増
加
し
た
。
 

       

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

       

 
初

期
研

修
医

の
在

籍
数

が
増

加
し

た
こ

と
や
、
各
部
門
に
お
け

る
認

定
及

び
資

格
取

得
を

積
極

的
に

推
進

し
て

い
る

事
を

評
価

す
る
。
内
科
系
専
門
医

や
が

ん
看

護
専

門
看

護
師

及
び

緩
和

ケ
ア

認
定

看
護

師
の

人
材

確
保

に
努

め
ら

れ
た

評
価
：
Ⅲ
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携
、
沖
縄
県
医
師
会
・

那
覇
市
医
師
会
と
の

連
携
、
リ
ク
ル
ー
ト

機
関

の
活

用
を

図

る
。
 

                 

     

                           

                学
会

発
表

等
実

績

に
つ
い
て
 

         

（
研
修
医
在
籍
者
数
及
び
派
遣
人
数
）
 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

初
期
研
修
医
 

13
名
 

15
名
 

う
ち
県
外
派
遣
 

う
ち
県
内
派
遣
 

う
ち
県
外
派
遣
 

う
ち
県
内
派
遣
 

1
名
 

13
名
 

0
名
 

13
名
 

後
期
研
修
医
 

16
名
 

15
名
 

う
ち
県
外
派
遣
 

う
ち
県
内
派
遣
 

う
ち
県
外
派
遣
 

う
ち
県
内
派
遣
 

0
名
 

0
名
 

0
名
 

5
名
 

（
令
和

3
年
度
目
標
値
）
 

 
令
和

3
年
度
目
標
 

初
期
研
修
医
数
 

20
人
以
上
 

後
期
研
修
医
数
 

10
人
以
上
 

派
遣
研
修
人
数
（
県
内
）
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

派
遣
研
修
人
数
（
県
外
）
 

－
 

 今
年
度
は

we
b
開
催
の
学
会
等
も
あ
り
、
前
年
度
と
比
較
し
て
学
会
発
表
等
実
績
が
増
加

し
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
の
学
会
発
表
が
半
数
を
占
め
た
。
 

 （
学
会
発
表
等
実
績
）
 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

学
会
発
表
数
（
医
師
）
 

40
件
 

45
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

学
会
発
表
数
（
看
護
師
）
 

6
件
 

4
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

学
会
発
表
数
 

（
そ
の
他
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
）
 

13
件
 

22
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

論
文
発
表
数
（
全
体
）
 

37
件
 

33
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

 

                           

い
。
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看
護

師
に

関
す

る

実
績
に
つ
い
て
 

                         

新
た
に
感
染
管
理
認
定
看
護
師
が

1
名
合
格
し
た
。
現
在
活
動
中
の
認
定
看
護
師
は
院

内
・
外
の
看
護
師
の
実
践
指
導
や
患
者
相
談
、
チ
ー
ム
活
動
の
推
進
役
と
し
て
活
躍
し
ス
タ

ッ
フ
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
 

 （
専
門
看
護
師
・
認
定
看
護
師
の
在
籍
数
）
 

専
門
看
護
分
野
 

令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

が
ん
看
護
 

2
名
(内

1
名
新
規
)  

2
名
 

合
 
計
 

2
名
 

2
名
 

 

認
定
看
護
分
野
 

令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

集
中
ケ
ア
 

4
名
 

3
名
 

感
染
管
理
 

2
名
 

3
名
(内

1
名
新
規
)  

慢
性
心
不
全
看
護
 

1
名
 

1
名
 

皮
膚
・
排
泄
ケ
ア
 

3
名
 

2
名
 

小
児
救
急
看
護
 

0
名
 

0
名
 

が
ん
化
学
療
法
 

0
名
 

0
名
 

が
ん
放
射
線
療
法
看
護
 

1
名
 

1
名
 

摂
食
・
嚥
下
障
害
看
護
 

1
名
 

1
名
 

脳
卒
中
ﾘﾊ
ﾋﾞ
ﾘﾃ
ｰｼ
ｮﾝ
看
護
 

1
名
 

1
名
 

糖
尿
病
看
護
 

1
名
 

1
名
 

慢
性
呼
吸
器
疾
患
看
護
 

1
名
 

1
名
 

新
生
児
集
中
ケ
ア
 

1
名
 

1
名
 

緩
和
ケ
ア
認
定
看
護
師
 

3
名
（
内

2
名
新
規
）
 

3
名
 

認
知
症
看
護
認
定
看
護
師
 

2
名
 

2
名
 

特
定
・
認
定
看
護
師
 

0
名
 

0
名
 

合
 
計
 

21
名
 

20
名
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 各
部

門
に

お
け

る

研
修

実
績

に
つ

い

て
 

 薬
剤

師
に

関
す

る

実
績
に
つ
い
て
 

      診
療

放
射

線
技

師

に
関

す
る

実
績

に

つ
い
て
 

  臨
床

工
学

技
士

に

関
す

る
実

績
に

つ

い
て
 

      

 各
部
門
で
専
門
性
に
応
じ
た
研
修
等
を
実
施
し
、
認
定
及
び
専
門
の
資
格
取
得
を
支
援
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
各
部
門
の
資
格
取
得
者
数
、
研
修
実
績
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
 

  

薬
剤
室
 

令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

資
格
取
得
 

認
定
実
務
実
習
指
導
薬
剤
師
 1
名
 

医
療
情
報
技
師
 
 1

名
 

抗
菌
化
学
療
法
認
定
薬
剤
師
 1
名
 

研
修
参
加
 

1
件
（
オ
ン
ラ
イ
ン

1
件
）
 

5
名
 

1
件
（
オ
ン
ラ
イ
ン

1
件
）
 

67
名
 

※
研
修
参
加
人
数
は
累
計
 

  

ME
室
 

令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

資
格
取
得
 

－
 

呼
吸
療
法
認
定
士
 
１
名
 

研
修
参
加
 

1
件
（
オ
ン
ラ
イ
ン

1
件
）
 

15
名
 

1
件
（
オ
ン
ラ
イ
ン

1
件
）
 

1
名
 

    

放
射
線
室
 

令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

資
格
取
得
 

－
 

－
 

研
修
参
加
 

39
件
（
オ
ン
ラ
イ
ン

39
件
）
 

45
名
 

74
件
(オ

ン
ラ
イ
ン

69
件
)  

15
9
名
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 管
理

栄
養

士
に

関

す
る

実
績

に
つ

い

て
 

   理
学
療
法
士
・
作
業

療
法
士
・
言
語
聴
覚

士
に

関
す

る
実

績

に
つ
い
て
 

      臨
床

検
査

技
師

に

関
す

る
実

績
に

つ

い
て
 

       

 

栄
養
室
 

令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

資
格
取
得
 

－
 

日
本
糖
尿
病
療
養
指
導
士
 
１
名
 

研
修
参
加
 

62
件
（
オ
ン
ラ
イ
ン

61
件
）
 

11
7
名
 

12
0
件
（
オ
ン
ラ
イ
ン

11
4
件
）
 

33
8
名
 

 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
室
 

令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

資
格
取
得
 

認
定
理
学
療
法
士
 

（
内
部
障
害
・
循
環
）
 

1
名
 

呼
吸
療
法
認
定
士
 5

名
 

認
定
理
学
療
法
士
 

（
内
部
障
害
・
循
環
）
 2
名
 

作
業
療
法
臨
床
実
習
指
導
 

2
名
 

研
修
参
加
 

14
件
（
オ
ン
ラ
イ
ン

14
件
）
 

13
2
名
 

14
件
（
オ
ン
ラ
イ
ン

14
件
）
 

28
名
 

 

検
査
室
 

令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

資
格
取
得
 

－
 

感
染
制
御
認
定
臨
床
 

微
生
物
検
査
技
師
 １

名
 

研
修
参
加
 

25
件
（
94

名
）
 

34
件
（
87

名
）
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 事
務

ス
タ

ッ
フ

の

専
門

性
の

向
上

に

関
す

る
実

績
に

つ

い
て
 

 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

病
院
経
営
研
修
等
へ
の
受
講
回
数
 

18
回
 

17
回
 

オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
に
よ
る
受
講
回
数
 

27
回
 

29
回
 

外
部
講
師
に
よ
る
講
演
指
導
等
 

1
回
 

0
回
 

事
務
職
員
勉
強
会
等
 

6
回
 

11
回
 

専
門
資
格
取
得
者
数
(新

規
) 

1
名
 

4
名
 

学
会
発
表
（
参
加
人
数
）
 

2
件
（
2
名
）
 

2
件
（
2
名
）
 

・
院
内
が
ん
登
録
実
務
者
試
験
（
中
級
）
 
１
名
合
格
 

・
診
療
情
報
管
理
士
 
１
名
合
格
 

・
医
師
事
務
技
能
審
査
試
験
（
メ
デ
ィ
カ
ル
ク
ラ
ー
ク
・
医
科
）
 
２
名
合
格
 

事
務
職
の
研
修
会
等
に
つ
い
て
は
、
日
本
病
院
経
営
支
援
機
が
主
催
す
る
、
病
院
経
営
者

育
成
塾
に
年
間
で

25
名
が
参
加
し
た
。
病
院
経
営
者
育
成
塾
は
、
講
師
が
病
院
の
事
務
長

と
し
て
行
っ
た
経
営
の
実
践
的
か
つ
具
体
的
な
取
組
事
例
を
学
ぶ
事
が
で
き
、
ま
た
前
年
度

か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
受
講
と
な
っ
た
事
か
ら
事
務
局
の
多
く
の
職
員
が
受
講
し
た
。
 

 

(5
)安

全
安
心
で
質
の
高
い
医
療
の
提
供
 

①
患
者
中
心
の
医
療
 

常
に
患
者
の
視
点
に
立
ち
、
患
者
の
権
利
を
尊
重
し
、
患
者
中
心
の
医
療
提
供
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
に
つ
い
て
も
、
円
滑
な
対
応
に
努
め
る
こ
と
。
 

(1
5)
 

      

(5
) 

安
全
安
心
で
質

の
高
い
医
療
の
提
供
 

①
患
者
中
心
の
医
療
 

基
本
理
念
で
あ
る

「
和
と
奉
仕
」
に
基

づ
き
、
常
に
患
者
の

視
点
に
立
ち
、
患
者

(5
) 
 
同
左
 

 ①
 
同
左
 

 

   

 
  

コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る
受
診
制
限
も
あ
り
、
実
績
は
い
ず
れ
も
前
年
度
を
下
回
っ
た
。
そ

の
た
め
、
当
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
と
は
何
か
、
対
象
者
・

対
象
疾
患
の
説
明
、
予
約
受
付
方
法
、
問
い
合
わ
せ
先
、
相
談
料
金
等
の
情
報
提
供
に
注
力

し
た
。
 

 

  

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅱ
  

  

患
者
が
、
分
か
り
に

く
い

表
示

や
し

く
み

に
な

っ
て

い
な

い
か

確
認

し
て

い
た

だ
き

た
い
。
ま
た
、
セ
カ
ン

  評
価
：
－
 

※
評

価
対

象
外

（
コ

ロ
ナ

の
影

響

に
よ
る
未
達
成
）
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の
権
利
を
尊
重
し
、

患
者
中
心
の
医
療
提

供
に
努
め
る
。
 

ま
た
セ
カ
ン
ド
オ

ピ
ニ
オ
ン
に
つ
い
て

も
、
引
き
続
き
円
滑

な
対
応
に
努
め
る
。
 

  

 

  

 

（
患
者
中
心
の
医
療
の
実
践
の
関
連
指
標
）
 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
件
数
 

（
院
外
か
ら
当
院
へ
）
 

13
件
 

7
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
件
数
 

（
当
院
か
ら
院
外
へ
）
 

39
件
 

19
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

 

     

 

ド
オ

ピ
ニ

オ
ン

の
件

数
の

増
加

を
期

待
し

た
い
。
 

 

②
 

医
療
安
全
対
策
の
徹
底
 

医
療
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
院
内
の
感
染
症
対
策
及
び
医
療
事
故
防
止
対
策
を
徹
底
す
る
こ
と
。
 

(1
6)
 

                

②
医
療
安
全
対
策
委

員
会
、
院
内
感
染
対

策
委
員
会
を
定
期
的

に
開
催
し
、
イ
ン
シ

デ
ン
ト
・
ア
ク
シ
デ

ン
ト
報
告
や
分
析
、

対
策
に
つ
い
て
周
知

徹
底
す
る
。
 

         

②
 
同
左
 

                

イ
ン
シ
デ
ン
ト
・

ア
ク
シ
デ
ン
ト
報

告
、
分
析
に
つ
い

て
 

             

イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
件
数
は
入
院
患
者
数
の
減
少
に
伴
い
前
年
度
よ
り
低
下
し
た
が
、
10
00

入
院
当
た
り
に
す
る
と
わ
ず
か
な
低
下
に
と
ど
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
一
般
的
に
求
め
ら
れ
る
イ

ン
シ
デ
ン
ト
報
告
数
（
病
床
数
×
5
件
）
と
比
較
す
る
と
少
な
い
状
況
は
続
い
て
い
る
。
報
告

数
を
増
や
す
方
策
と
し
て
、
0
レ
ベ
ル
の
報
告
を
増
や
せ
る
よ
う
、
委
員
会
で
働
き
か
け
た
結

果
、
全
体
の
報
告
数
は
減
っ
た
が
、
0
レ
ベ
ル
報
告
数
：
令
和

2
年
度

17
7
件
、
令
和

3
年
度

20
4
件
と
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。
 

イ
ン
シ
デ
ン
ト
の
主
な
要
因
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
エ
ラ
ー
に
よ
る
も
の
と
不
注
意

（
確
認
不
足
）
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
対
策
と
し
て
、
令
和

3
年
度
は
、
チ
ー
ム
ス
テ

ッ
プ
ス
の
項
目
で
あ
る
「
1.
IS
BA
R（

エ
ス
バ
ー
）
活
用
で
の
伝
達
、
2.
チ
ェ
ッ
ク
バ
ッ
ク
の
履

行
、
3.
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
の
確
立
と
定
着
」
を
目
標
と
し
た
。
年
度
末
の
評
価
で
は
医
師
、
看

護
師
、
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
職
員
へ
前
期
と
後
期
の

2
回
目
標
達
成
状
況
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
た
。
前
期
後
期
と
も
に
概
ね

6～
7
割
程
度
と
の
回
答
で
あ
り
、
わ
ず
か
な
変
化

で
あ
っ
た
た
め
、
次
年
度
も
同
様
の
目
標
設
定
と
し
た
。
 

今
年
度
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
報
告
は
年
間
で

2
件
減
少
し
、
前
年
度
の
よ
う
な
重
大
事
例
は
な

か
っ
た
。
22

件
中
、
医
師
か
ら
の
報
告
が

7
件
あ
り
殆
ど
は
合
併
症
（
医
療
ミ
ス
で
は
な
い
）

に
よ
る
ア
ク
シ
デ
ン
ト
と
考
え
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
前
年
度
の
重
大
事
例
を
踏
ま
え
、
医
師

の
積
極
的
に
報
告
す
る
姿
勢
の
表
れ
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
か
し
、
医
療
チ
ー
ム
間
で
の

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅱ
 

 
ア

ク
シ

デ
ン

ト
が

減
少
し
、
か
つ
、
重
大

事
例

が
無

か
っ

た
こ

と
を
評
価
し
、
引
き
続

き
、
医
療
安
全
対
策
の

徹
底

を
肝

に
銘

じ
て

い
た
だ
き
た
い
。
イ
ン

シ
デ

ン
ト

レ
ポ

ー
ト

を
増
や
す
に
は
、
同
一

案
件
に
つ
い
て
、
多
職

種
か

ら
レ

ポ
ー

ト
を

提
出

す
る

し
く

み
を

検
討
さ
れ
た
い
。
 

評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外
（
コ

ロ
ナ

の
影

響
に

よ

る
未
達
成
）
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    医
療
安
全
・
院
内

感
染
対
策
に
つ
い

て
 

                  院
内
感
染
対
策
研

修
会
に
つ
い
て
 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
エ
ラ
ー
に
よ
る
イ
ン
シ
デ
ン
ト
の
発
生
が
多
々
あ
り
、
前
年
度
同
様
に

「
 T
ea
mS
TE
PP
S
の
推
進
（
1.
 I
SB
AR
（
エ
ス
バ
ー
）
活
用
で
の
伝
達
、
2.
 チ

ェ
ッ
ク
バ
ッ
ク

の
履
行
、
3.
 ダ

ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
方
法
の
確
立
と
定
着
）」

を
継
続
の
目
標
と
し
た
。
 

 

感
染
防
止
対
策
室
で
は
、
院
内
感
染
対
策
委
員
会
を
開
催
し
、
問
題
点
に
つ
い
て
議
論
し
た
。

主
な
実
施
施
策
は
以
下
の
と
お
り
。
 

 （
環
境
整
備
・
ス
タ
ッ
フ
の
意
識
向
上
等
に
関
す
る
項
目
）
 

〇
陰
圧
装
置
の
導
入
：
令
和

3
年

11
月
／
4
北
、
4
東
病
棟
 

〇
ス
タ
ッ
フ
及
び
患
者
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
率
向
上
へ
の
取
り
組
み
 

接
種
会
場
の
開
設
回
数
を
増
や
す
こ
と
で
、
接
種
率
向
上
を
図
っ
た
。
 

〇
ス
タ
ッ
フ
の
意
識
向
上
 

イ
ン
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
ク
タ
ー
（
IC
D）

を
講
師
に
、
院
内
の
感
染
対

策
の
実
践
及
び
体
制
に
関
す
る
研
修
会
を
全
職
員
向
け
に
実
施
し
た
。
継
続
し
て
感
染
防

止
対
策
が
重
要
で
あ
る
こ
と
の
意
識
づ
け
を
強
化
し
た
。
 

〇
手
指
衛
生
の
徹
底
 

消
毒
剤
の
使
用
量
に
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
設
け
、
そ
の
達
成
度
合
い
を
毎
月
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
し
、
習
慣
化
を
促
進
し
た
。
 

 こ
の
ほ
か
、
他
施
設
と
の
合
同
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
実
施
し
、
感
染
防
止
対
策
に
関
す
る
取

り
組
み
を
共
有
す
る
等
、
こ
れ
ま
で
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
取
り
組
み
を
も
と
に
、
感
染
防
止

対
策
の
改
善
・
強
化
に
注
力
し
た
。
ま
た
、
IC
T
に
よ
る
院
内
ラ
ウ
ン
ド
を
と
お
し
て
、
コ
ロ

ナ
以
外
の
感
染
症
に
対
す
る
防
止
策
の
改
善
も
継
続
し
た
。
 

  

院
内
感
染
対
策
研
修
会
に
つ
い
て
は
、
昨
年
度
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
開
催
見
合
わ
せ
と

な
っ
た
規
模
の
大
き
い
研
修
会
を
再
開
で
き
た
。
ま
た
、
動
画
視
聴
型
の
研
修
を
取
り
入
れ
る
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こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
勤
務
等
で
参
加
で
き
な
か
っ
た
職
員
に
つ
い
て
も
、
後
日
動
画
で
の
視
聴

が
可
能
と
な
り
、
受
講
者
増
加
へ
と
つ
な
が
っ
た
。
今
年
度
は
、
当
院
に
お
け
る
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
へ
の
実
際
の
取
り
組
み
や
体
制
に
関
す
る
全
職
員
対
象
の
研
修
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
職

員
個
々
の
意
識
向
上
を
図
っ
た
。

 

 （
医
療
安
全
・
院
内
感
染
対
策
の
関
連
指
標
）

 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

医
療
安
全
対
策
委
員
会
等
開
催
数
 

12
回
 

12
回
 

医
療
安
全
研
修
等
実
施
回
数
 

5
回
 

2
回
 

イ
ン
シ
デ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト
報
告
件
数
 

1,
60
2
件
 

1,
45
8
件
 

ア
ク
シ
デ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト
報
告
件
数
 

24
件
 

22
件
 

院
内
感
染
対
策
委
員
会
等
開
催
数
 

4
回
 

4
回
 

感
染
管
理
チ
ー
ム
ラ
ウ
ン
ド
回
数
 

32
回
 

30
回
 

院
内
感
染
対
策
研
修
会
等
開
催
数
 

9
回
（
50
0
人
）
 

8
回
（
2,
84
7
人
）
 

 

③
 

医
療
の
標
準
化
と
最
適
な
医
療
の
提
供
 

効
果
的
な
医
療
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
。
 

(1
7)
 

         

③
効
果
的
な
医
療

を
提

供
で

き
る

よ

う
、
ク
リ
ニ
カ
ル
パ

ス
の
有
効
活
用
に
努

め
る
。
 

     

③
 
同
左
 

         

          

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
適
用
患
者
数
は
、
前
年
度
と
比
較
し
て

39
1
件
の
増
加
と
な
り
、
院
内

に
お
け
る
パ
ス
適
用
を
活
発
に
進
め
て
い
る
結
果
と
な
っ
た
。
 

特
に
、
緊
急
入
院
パ
ス
を
作
成
し
た
こ
と
で
、
医
師
・
看
護
師
・
薬
剤
師
等
の
業
務
負
担

軽
減
に
つ
な
が
っ
た
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
パ
ス
に
つ
い
て
は
バ
ー
ジ
ョ
ン

30
ま
で
改
善

を
重
ね
た
こ
と
で
、
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
が
ス
ム
ー
ズ
に
関
与
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
種
類
数
は
、
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
参
考
に
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
の
適

宜
作
成
を
進
め
た
結
果
、
種
類
数
は

32
件
増
加
し
た
。
 

   

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅴ
       

 
ク

リ
ニ

カ
ル

パ
ス

適
用

患
者

数
の

実
績

が
大

幅
に

増
加

し
た

こ
と

や
、

パ
ス

の
作

成
、
パ
ス
種
類
の
増
加

及
び

適
用

を
活

発
に

進
め

た
こ

と
を

高
く

評
価
す
る
。
 

評
価
：
Ⅴ
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（
医
療
の
標
準
化
と
最
適
な
医
療
の
提
供
の
関
連
指
標
）
 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
適
用
患
者
数
 

5,
35
4
人
 

5,
74
5
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
種
類
数
 

29
4（

累
計
）
 

32
6（

累
計
）
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

 

   

   

④
 

法
令
の
遵
守
及
び
行
動
規
範
に
沿
っ
た
業
務
運
営
 

 
 
 
医
療
法
や
個
人
情
報
保
護
、
情
報
公
開
等
の
法
令
を
遵
守
し
、
ま
た
、
行
動
規
範
に
沿
っ
て
適
正
な
業
務
運
営
を
行
う
こ
と
。
 

(1
8)
 

        

④
法
令
の
遵
守
及
び

行
動
規
範
に
沿
っ
た

業
務
運
営
 

  

④
医

療
法

や
個

人
情

報
保
護
、
情
報
公
開

等
に
関
す
る
院
内
研

修
会
を
実
施
し
、
法

令
を
遵
守
し
、
行
動

規
範
に
沿
っ
て
適
正

な
業

務
運

営
を

行

う
。
 

 

       

前
年
度
同
様
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
対
面
型
の
全
体
研
修
は
開
催
出
来
な
か
っ
た
。
 

 
コ
ロ
ナ
の
状
況
を
注
視
し
、
開
催
出
来
る
よ
う
準
備
し
た
い
。
 

 （
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
関
連
指
標
）
 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

研
修
会
開
催
数
 

0
回
 

0
回
 

－
 

参
加
者
数
 

0
人
 

0
人
 

－
 

オ
ン
ラ
イ
ン
聴
講
 

1
回
(5
56

人
)  

0
回
 

－
 

 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅱ
   

 

 
コ

ロ
ナ

禍
の

中
で

の
業
務
運
営
の
た
め
、

や
む

を
得

な
い

こ
と

で
あ
る
が
、
研
修
会
に

つ
い
て
は

We
b
を
用

い
た

オ
ン

デ
マ

ン
ド

の
レ

ク
チ

ャ
ー

の
開

催
に
努
め
ら
れ
た
い
。
 

評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外
（
コ

ロ
ナ

の
影

響
に

よ

る
未
達
成
）
 

４
．
そ
の
他
参
考
情
報
 

－
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 様
式
１
－
１
－
４
－
３
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

１
－
３
 

患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

（
１
）
快
適
性
及
び
利
便
性
の
向
上
 

 
 
 
患
者
や
来
院
者
に
よ
り
快
適
な
環
境
を
提
供
す
る
た
め
、
施
設
の
改
修
・
補
修
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
に
配
慮
し
た
院
内
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
 

 
 
 
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
患
者
満
足
度
調
査
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
通
し
、
改
善
に
努
め
る
こ

と
。
 

 （
２
）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働
の
推
進
 

 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
交
流
や
意
見
交
換
を
通
し
て
、
協
働
を
推
進
す
る
こ
と
。
 

 

（
３
）
職
員
の
接
遇
向
上
 

 
 
 
患
者
や
来
院
者
に
選
ば
れ
る
病
院
、
患
者
や
来
院
者
が
満
足
す
る
病
院
で
あ
り
続
け
る
た
め
、
職
員

の
接
遇
向
上
に
努
め
る
こ
と
。
 

 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

ウ
エ
イ
ト
付
け
は
各
項
に
記
載
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
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 ２
．
主
要
な
経
年
デ
ー
タ
 

 
①
主
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
情
報
 

 
②
主
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
 

 
指
標
 

達
成

目
標
 

（
参
考
）
 

中
期
計
画

令
和
元
年

度
実
績
 

令
和
２
年

度
 

令
和
３
年

度
 

令
和
４
年

度
 

令
和
５
年

度
 

指
標
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

患
者
サ
ー

ビ
ス
の
向

上
の
関
連

指
標
 

入
院

患
者

満
足

度
調
査
（
満
足
＋

や
や
満
足
）
％
 

 
97
.3
％
 

未
実
施
 

未
実
施
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

外
来

患
者

満
足

度
調
査
（
満
足
＋

や
や
満
足
）
％
 

 
96
.2
％
 

未
実
施
 

未
実
施
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

外
来

診
療

待
時

間
調
査
（
満
足
＋

や
や
満
足
）
％
 

 
59
.7
％
 

未
実
施
 

未
実
施
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

施
設

設
備

に
対

す
る
苦
情
件
数
 

 
12

件
 

6
件
 

5
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

登
録
人
数
 

 
11

名
 

11
名
 

11
名
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動
時
間
 

 
52
7.
6
時
間
 

活
動
な
し
 

活
動
な
し
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

職
員

の
接

遇
に

対
す

る
苦

情
件

数
 

 
19

件
 

6
件
 

13
件
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
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 ３
．
各
事
業
年
度
の
業
務
に
係
る
目
標
、
計
画
、
業
務
実
績
、
年
度
評
価
に
係
る
自
己
評
価
 

 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

主
な
評
価
指
標
 

法
人
の
業
務
実
績
・
自
己
評
価
 

評
価
委
員
会
 

意
見
 

市
長
に
よ
る
評
価
 

業
務
実
績
 

自
己

評
価
 

3 
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
 

(1
)快

適
性
及
び
利
便
性
の
向
上
 

 
 
 
患
者
や
来
院
者
に
よ
り
快
適
な
環
境
を
提
供
す
る
た
め
、
施
設
の
改
修
・
補
修
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
に
配
慮
し
た
院
内
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
患
者
満
足
度

調
査
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
通
し
、
改
善
に
努
め
る
こ
と
。
 

(1
9)
 

                   

3 
患
者
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
 

 (1
) 

快
適
性
及
び
利

便
性
の
向
上
 

患
者

や
来

院
者

に
快

適
な
環
境
を
提
供
す

る
た
め
、
必
要
に
応

じ
施
設
の
改
修
・
補

修
を
実
施
す
る
と
と

も
に
、
引
き
続
き
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保

に
配
慮
し
た
院
内
環

境
の

整
備

に
努

め

る
。
ま
た
、
利
便
性
の

向
上
を
図
る
た
め
、

外
来
及
び
入
院
患
者

満
足
度
調
査
等
の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

行

い
、
改
善
に
努
め
る
。 

3 
同
左
 

  (1
) 
 
同
左
 

  

              

（
令
和

3
年
度
の

具
体
的
な
取
り
組

み
）
 

・
歯
科
口
腔
外
科

外
来
を
拡
張
・

整
備
す
る
。
 

 ・
放
射
線
治
療
装

置
を
増
設
し
治

療
の
拡
充
を
図

る
。
 

 ・
内
視
鏡
セ
ン
タ

ー
リ
カ
バ
リ
ー

室
の
拡
張
を
行

う
。
 

 ・
電
話
回
線
及
び

中
継
器
増
設
工

事
を
行
う
。
 

   

患
者
が
快
適
に
受
診
で
き
る
よ
う
、
処
置
及
び
検
査
ス
ペ
ー
ス
を
拡
張
・
整
備
し
、
患
者

や
ス
タ
ッ
フ
の
動
線
確
保
を
行
っ
た
。
 

  

放
射
線
治
療
装
置
を
増
設
し
、
患
者
の
治
療
負
担
軽
減
（
正
常
臓
器
へ
の
負
担
減
や
治
療

時
間
の
大
幅
な
短
縮
）
を
行
っ
た
。
 

   

内
視
鏡
受
診
者
の
内
視
鏡
検
査
に
お
い
て
は
、
2
階
の
内
視
鏡
室
で
検
査
実
施
後
の
リ
カ

バ
リ
ー
を
こ
れ
ま
で
は

6
階
の
健
診
セ
ン
タ
ー
へ
戻
っ
て
行
っ
て
い
た
が
、
2
階
内
視
鏡
室

の
リ
カ
バ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
を
拡
張
し
、
健
診
受
診
者
の
リ
カ
バ
リ
ー
も
そ
の
ま
ま

2
階
で
行

う
こ
と
で
、
患
者
負
担
の
軽
減
に
繋
が
っ
た
。
 

 

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
入
館
制
限
が
設
け
ら
れ
電
話
に
よ
る
問
い
合
わ
せ
が
急
増
し
た
た

め
、
電
話
回
線
及
び
中
継
器
を
増
設
す
る
こ
と
に
よ
り
繋
が
り
に
く
い
電
話
回
線
の
改
善
を

行
っ
た
。
 

   ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅳ
 

   施
設

の
改

修
・

補

修
、
及
び
治
療
装
置
の

増
設
等
、
院
内
環
境
整

備
の

た
め

に
必

要
な

改
善

を
行

っ
て

い
る

こ
と
を
評
価
す
る
。
患

者
満

足
度

調
査

は
重

要
な
の
で
、
実
施
方
法

な
ど

検
討

し
て

取
り

組
ん

で
い

た
だ

き
た

い
。
 

   評
価
：
Ⅲ
 

 
新

病
院

建
設

と
並

行
し

て
現

病
院

の
療

養
環

境
の

改
善

に
努

め
た

こ
と

は
評

価
で

き
る
が
、
客
観
的
な
指

標
と
し
て
、「

患
者
満

足
度
調
査
」
を
早
期
に

再
開
で
き
る
よ
う
、
創

意
工
夫
さ
れ
た
い
。
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・
待
合
空
調
設
備

の
新
規
設
置
工

事
を
行
う
。
 

 ・
NI
CU

集
中
管
理

用
心
電
図
モ
ニ

タ
ー
の
設
置
を

行
う
。
 

 ・
4
階
西
病
棟

02
1

室
へ
医
療
ガ
ス

設
備
を
設
置
す

る
。
 

 ・
リ
ハ
ビ
リ
室
空

調
設
備
工
事
を

実
施
す
る
。
 

 ・
患
者
満
足
度
調

査
を
実
施
す
る
。
 

      

待
合
ホ
ー
ル
の
空
調
設
備
を
新
規
設
置
し
、
利
用
さ
れ
る
患
者
へ
暑
さ
対
策
を
行
っ
た
。
 

   

NI
CU

患
者
の
集
中
管
理
を
よ
り
密
に
行
え
る
よ
う
、
集
中
管
理
用
心
電
図
モ
ニ
タ
ー
を
設

置
し
た
。
 

   

4
階
西
病
棟

02
1
室
へ
医
療
ガ
ス
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
ガ
ス
が
必
要
な

患
者
を
入
室
出
来
る
よ
う
対
応
し
た
。
 

   

北
館
地
下

1
階
リ
ハ
ビ
リ
室
の
空
調
設
備
が
経
年
劣
化
に
伴
う
機
能
低
下
に
よ
り
環
境
が

悪
か
っ
た
た
め
、
新
規
空
調
設
備
を
設
置
し
、
利
用
さ
れ
る
患
者
へ
暑
さ
対
策
・
環
境
改
善

を
図
っ
た
。
 

 コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
て
、
今
年
度
も
客
観
的
指
標
と
す
る
満
足
度
調
査
の
実
施
を
控
え

た
。
 

  
令
和

2
年
度
 

令
和

3
年
度
 

満
 
足
 

未
実
施
 

未
実
施
 

不
 
満
 

未
実
施
 

未
実
施
 

 

- 81 -- 171 -



45
 

 

(2
)ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働
の
推
進
 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
交
流
や
意
見
交
換
を
通
し
て
、
協
働
を
推
進
す
る
こ
と
。
 

(2
0)
 

         

(2
)ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と

の
協
働
の
推
進
 

 
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
サ

ポ
ー

ト
委

員
会

に

よ
る

ボ
ラ

ン
テ

ィ

ア
活

動
の

円
滑

な

推
進
を
図
り
、交

流

や
意

見
交

換
を

通

し
た

協
働

を
推

進

す
る
。
 

(2
) 
 
同
左
 

       

 

 

          

前
年
度
同
様
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
制
限
を
継
続
し
て
い
る
た
め
、
従
来
の
活
動
は

実
施
出
来
な
か
っ
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
お
こ
な
っ
て
い
た

3
階
庭
園
の
緑
化
活
動
は
造

園
担
当
者
が
行
い
、
引
き
続
き
整
備
を
し
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
の
状
況
及
び
病
院
体
制
が
整

え
ば
徐
々
に
復
活
さ
せ
て
い
く
。
 

  

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅱ
 

     

 
評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外
（
コ
ロ

ナ
の

影
響

に
よ

る
未

達
成
）
 

(3
)職

員
の
接
遇
向
上
 

患
者
や
来
院
者
に
選
ば
れ
る
病
院
、
患
者
や
来
院
者
が
満
足
す
る
病
院
で
あ
り
続
け
る
た
め
、
職
員
の
接
遇
向
上
に
努
め
る
こ
と
。
 

(2
1)
 

         

 (
3)

職
員

の
接

遇
向
 

上
 

患
者

や
来

院
者

に

選
ば
れ
る
病
院
、患

者

や
来

院
者

が
満

足
す

る
病

院
で

あ
り

続
け

る
た
め
、院

内
接
遇
研

修
等

を
通

し
て

職
員

の
接

遇
向

上
に

努
め

る
。
 

(3
) 
 
同
左
 

 
前
年
度
同
様
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
全
員
参
加
型
の
研
修
は
開
催
で
き
な
か
っ
た
。
 

接
遇
向
上
の
た
め
苦
情
が
あ
っ
た
際
は
、
日
々
の
各
部
署
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
、

内
容
の
把
握
や
対
応
の
検
討
を
行
っ
た
。
ま
た
、
患
者
相
談
窓
口
で
は
、
患
者
や
利
用
者

か
ら
受
け
取
っ
た
ご
意
見
等
を
当
該
部
署
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
改
善
に
繋
げ
た
。
 

 
 

     

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅱ
 

 
評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外
（
コ
ロ

ナ
の

影
響

に
よ

る
未

達
成
）
 

 

４
．
そ
の
他
参
考
情
報
 

－
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 様
式
１
－
１
－
４
－
４
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

２
－
１
 

業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

（
１
）
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
確
実
な
実
践
 

 （
２
）
院
内
連
携
の
推
進
 

 
 
 
①
チ
ー
ム
医
療
の
推
進
 

 
 
 
②
多
職
種
連
携
の
推
進
 

 （
３
）
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
 

 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

ウ
エ
イ
ト
付
け
は
各
項
に
記
載
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

   ２
．
主
要
な
経
年
デ
ー
タ
 

①
主
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
情
報
 

 
③

 
主
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
 

指
標
 

達
成

目
標
 

（
参
考
）
 

中
期
計
画

令
和
元
年

度
実
績
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

 
指
標
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

後
発

医
薬

品
使

用

率
 

 

89
.3
％
 

93
.7
％
 

83
.2
％
 

 
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
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 ３
．
各
事
業
年
度
の
業
務
に
係
る
目
標
、
計
画
、
業
務
実
績
、
年
度
評
価
に
係
る
自
己
評
価
 

 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

主
な
評
価
指
標
 

法
人
の
業
務
実
績
・
自
己
評
価
 

評
価
委
員
会
 

意
見
 

市
長
に
よ
る
評
価
 

業
務
実
績
 

自
己

評
価
 

中
期
目
標
 

第
２
 
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項
 

１
 
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
確
実
な
実
践
 

地
方
独
立
行
政
法
人
制
度
の
特
長
を
活
か
し
、
自
立
性
、
機
動
性
、
柔
軟
性
及
び
効
率
性
の
高
い
病
院
運
営
を
行
え
る
よ
う
、
業
務
運
営
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
ま
た
、
職
員
の
意
識
改
革
を
推
進
し
、
継
続
的
な
業
務
改
善
へ
の
取

り
組
み
を
通
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
確
実
な
実
践
に
努
め
る
こ
と
。
 

(2
2)
 

                  

１
．
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク

ル
の
確
実
な
実
践
 

 
地

方
独
立

行
政
法

人
制

度
の

特
長

を
活

か
し
、
自
律
性
、
機
動

性
、

柔
軟

性
及

び
効

率
性

の
高

い
病

院
運

営
を

行
え

る
よ

う
、

業
務

運
営

体
制

を
整

備
す
る
。
 

公
益

財
団

法
人

日

本
医

療
機

能
評

価
機

構
に

よ
る

病
院

機
能

評
価

で
指

摘
の

あ
っ

た
項

目
の

改
善

へ
の

取
り

組
み

や
Ｔ

Ｑ
Ｍ

活
動

を
通

し
、

改
善

活
動
を
継
続
す
る
。
 

ま
た
、
職
員
の
意
識

１
 
同
左
 

                  

安
全
確
保
に
向
け

た
情
報
収
集
と
検

討
を
行
う
取
り
組

み
に
つ
い
て
 

      前
方
連
携
と
後
方

連
携
に
つ
い
て
 

   文
書
管
理
に
関
す

る
取
り
組
み
に
つ

い
て
 

 

イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
数
を
増
や
す
取
り
組
み
と
し
て
、
0
レ
ベ
ル
（
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ

ト
：
イ
ン
シ
デ
ン
ト
を
起
こ
す
前
に
気
が
つ
き
エ
ラ
ー
は
起
こ
し
て
い
な
い
状
況
）
を

増
や
す
よ
う
委
員
会
で
働
き
か
け
た
。
0
レ
ベ
ル
報
告
数
は
令
和

2
年
度

17
7
件
、
令

和
3
年
度

20
4
件
と
増
加
傾
向
に
あ
る
。
 

医
師
か
ら
の
報
告
数
は

27
件
/年

で
全
体
の
約

2％
程
度
で
前
年
度
か
ら
ほ
ぼ
増
加

し
て
い
な
い
。
ま
た
、
全
体
の
報
告
数
も
入
院
患
者
数
の
減
少
も
あ
り
、
令
和

2
年
度

16
02

件
、
令
和

3
年
度

14
58

件
へ
と
減
少
し
た
。
 

今
後
も
全
体
へ
の

0
レ
ベ
ル
の
報
告
数
増
加
の
推
進
と
医
師
へ
の
イ
ン
シ
デ
ン
ト
報

告
の
定
着
に
向
け
た
働
き
か
け
を
行
い
た
い
。
 

 

円
滑
な
ベ
ッ
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
目
的
と
し
、
担
当
者
不
在
の
場
合
に
備
え
て
転
院

調
整
情
報
シ
ー
ト
を
作
成
し
随
時
情
報
共
有
。
ま
た
、
当
院
へ
受
け
入
れ
依
頼
が
あ
っ

た
場
合
に
、
そ
の
医
療
機
関
へ
の
転
院
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
患
者
が
い
る
か
の
確
認

も
お
こ
な
い
、
ト
レ
ー
ド
出
来
な
い
か
交
渉
も
行
っ
て
い
る
。
 

 

前
年
度
同
様
、
院
内
文
書
全
体
の
把
握
・
承
認
・
改
訂
履
歴
の
一
括
管
理
の
整
備
及
び

運
用
を
行
っ
た
。
引
き
続
き
整
備
し
て
い
く
。
 

  

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
                

 
PD
CA

サ
イ
ク
ル
の
確

実
な

実
践

が
、

求
め

ら

れ
る
中
、「

情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
対
策
」「

診
療
報

酬
加

算
の

新
設

」
等

に

も
迅

速
に

対
応

し
て

お

り
、「

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
」

も

関
連

機
関

と
連

携
し

、

的
確

に
実

践
し

て
き

た

事
を
評
価
す
る
。
ま
た
、

今
後
、
PD
CA

サ
イ
ク
ル

に
関

す
る

指
標

を
ま

と

め
る

こ
と

を
検

討
さ

れ

た
い
。
 

評
価
：
Ⅲ
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改
革
を
推
進
し
、
継
続

的
な

業
務

改
善

へ
の

取
組
を
通
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
の

確
実

な
実
践
に
努
め
る
。
 

   

           

退
院
時
薬
剤
情
報

連
携
加
算
の
取
得

に
つ
い
て
 

        が
ん
診
療
病
院
連

携
研
修
に
つ
い
て
 

  医
師
の
働
き
方
改

革
に
つ
い
て
 

      情
報
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
対
策
に
つ
い
て
 

  

平
成

31
年
頃
よ
り
那
覇
市
、
那
覇
市
医
師
会
、
那
覇
地
区
薬
剤
師
会
及
び
那
覇
市

近
隣
の
病
院
薬
剤
師
が
合
同
で
「
て
ぃ
ー
あ
ん
だ
ー
ル
ー
ル
（
入
退
院
支
援
連
携
コ
ン

セ
ン
サ
ス
ブ
ッ
ク
）」

の
制
作
を
開
始
し
た
。
退
院
時
に
「
薬
剤
管
理
サ
マ
リ
ー
」
を

作
成
、
運
用
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、「

て
ぃ
ー
あ
ん
だ
ー
ル
ー
ル
」
が
完
成
し
、
当
院

薬
剤
部
で
も
準
備
を
開
始
し
た
。
 

令
和

2
年
度
診
療
報
酬
改
訂
で
退
院
時
薬
剤
情
報
連
携
加
算
が
新
設
（
60

点
）
さ
れ

た
。
令
和

3
年

9
月
よ
り
「
薬
剤
管
理
サ
マ
リ
ー
」
の
運
用
を
開
始
し
算
定
し
た
。（

9

月
20

件
、
10

月
27

件
、
11

月
38

件
、
12

月
54

件
、
1
月

30
件
、
2
月

60
件
、
3

月
52

件
）
 
今
後
も
継
続
し
て
「
薬
剤
管
理
サ
マ
リ
ー
」
を
作
成
し
、
入
退
院
支
援

連
携
に
協
力
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
く
。
 

 

保
険
薬
局
の
薬
剤
師
の
研
修
（
日
本
臨
床
腫
瘍
薬
学
会
よ
り
依
頼
を
受
け
、
１
週
間

に
１
日
程
度
、
合
計

30
日
間
、
が
ん
治
療
に
関
す
る
研
修
）
を
令
和

3
年

7
月
よ
り

開
始
し
て
令
和

4
年

3
月
に
１
名
が
研
修
を
終
了
し
た
。
 

 

医
師
の
働
き
方
改
革
や
、
病
院
の
様
々
な
問
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
り
、
各
診
療
科
や

グ
ル
ー
プ
の
責
任
者
が
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
が
長
年
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
当
該
課

題
解
決
の
た
め
、
医
師
の
職
責
の
明
確
化
及
び
職
位
制
度
の
見
直
し
を
行
っ
た
。
各
診
療

科
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
を
も
と
に
、
診
療
科
や
グ
ル
ー
プ
の
責
任
者
を
決
定
し
、
役
職
者

と
し
て
任
命
し
た
。
 

次
年
度
以
降
は
、
役
職
者
が
責
任
を
も
っ
て
所
属
の
管
理
を
行
い
、
医
師
の
働
き
方
改

革
の
取
組
に
あ
た
り
、
時
間
外
勤
務
に
つ
い
て
も
管
理
で
き
る
、
運
用
を
構
築
し
た
い
。 

 

全
国
的
に
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
の
感
染
報
告
や
メ
ー
ル
経
由
に
よ
る
マ
ル
ウ
ェ
ア

(E
MO
TE
T)
の
被
害
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。
当
院
も
職
員
へ
の
周
知
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構

成
及
び
機
器
等
の
再
確
認
を
実
施
。
対
策
と
し
て
Ｖ
Ｐ
Ｎ
装
置
等
の
フ
ァ
ー
ム
ウ
ェ
ア

の
更
新
確
認
、
エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
ト
レ
ン
ド
マ
イ
ク
ロ
製
品
の
最
新
版
へ
更
新
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    新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策

に
つ
い
て
 

          そ
の
他
の
取
組
に

つ
い
て
 

 

を
行
っ
た
。
ま
た
、
多
種
多
様
の
ウ
ィ
ル
ス
が
増
え
る
な
か
専
門
業
者
と
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
に
関
す
る
情
報
共
有
・
収
集
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
る
。
次
期
シ
ス
テ
ム
更
新

に
向
け
て
よ
り
良
い
安
全
・
安
心
な
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
が
課
題
と
な
る
。
 

 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
重
点
医
療
機
関
と
し
て
、
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部

や
保
健
所
と
連
携
し
て
様
々
な
取
り
組
み
を
行
い
、
感
染
防
止
対
策
室
を
中
心
に
修
正

を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
各
職
種
が
協
働
し
て
下
記
の
こ
と
を
実
施
し
た
。
 

①
 

入
院
患
者
受
け
入
れ
：
県
の
方
針
に
従
い
病
床
数
を
増
減
す
る
た
め
に
職
員
配
置

や
業
務
の
調
整
等
を
適
宜
実
施
し
た
。
 

②
 

外
来
ト
リ
ア
ー
ジ
ブ
ー
ス
の
強
化
（
職
員
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
立
哨
）
 

③
 

発
熱
外
来
 

④
 

PC
R
検
査
（
機
器
導
入
、
ド
ラ
イ
ブ
ス
ル
ー
方
式
、
検
査

BO
X
の
使
用
な
ど
）
 

⑤
 

保
健
所
よ
り
検
査
依
頼
の
あ
っ
た
検
体
採
取
及
び
、
搬
送
 

⑥
 

市
民
へ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
 

⑦
 

ワ
ク
チ
ン
接
種
会
場
へ
の
職
員
の
派
遣
（
本
島
・
離
島
）
 

⑧
 

療
養
者
ホ
テ
ル
へ
の
医
師
派
遣
 

 

上
記
の
こ
と
に
加
え
て
院
内
で
は
、
WE
B
に
よ
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
面
会
や
カ
ン
フ
ァ
レ

ン
ス
を
実
施
し
た
。
コ
ロ
ナ
病
棟
で
は
、
重
症
患
者
の
体
位
変
換
チ
ー
ム
(医

療
職
)を

結
成
し
、
人
工
呼
吸
器
装
着
等
の
患
者
に
対
し
て
体
位
変
換
を
行
っ
た
。
ま
た
、
コ
ロ

ナ
病
棟
入
院
患
者
の
買
い
物
支
援
を
事
務
局
で
行
っ
た
。
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 ２
 
院
内
連
携
の
推
進
 

(1
)チ

ー
ム
医
療
の
推
進
 

 
医
療
環
境
の
変
化
に
対
応
し
、
疾
病
や
患
者
の
状
態
に
応
じ
た
医
療
を
提
供
す
る
た
め
、
質
の
高
い
チ
ー
ム
医
療
を
推
進
す
る
こ
と
。
 

(2
3)
 

                        

(
１

)
チ

ー
ム

医
療

の

推
進
 

医
療

環
境

の
変

化

に
対
応
し
、
疾
病
や
患

者
の

状
態

に
応

じ
た

医
療

を
提

供
す

る
た

め
、
質
の
高
い
チ
ー
ム

医
療
を
推
進
す
る
。
医

師
、
看
護
師
、
薬
剤
師
、

理
学
療
法
士
、
検
査
技

師
、
栄
養
士
、
歯
科
衛

生
士

等
に

よ
り

医
療

安
全
対
策
、
感
染
防
止

対
策
、
呼
吸
ケ
ア
、
緩

和
ケ

ア
等

の
チ

ー
ム

に
よ

る
診

療
報

酬
に

則
し

た
活

動
を

継
続

す
る
。
 

 

(１
) 
同
左
 

 

       

        

多
職
種
が
関
わ
る
主
な
専
門
チ
ー
ム
と
し
て
、
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
、
呼
吸
ケ
ア
チ
ー

ム
、
栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
等
が
あ
り
、
患
者
に
必
要
と
判
断
し
た
場
合
は
即
座
に
依
頼

で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
が
、
コ
ロ
ナ
対
応
を
優
先
す
る
必
要
が
あ
り
、
チ
ー
ム

ス
タ
ッ
フ
が
揃
わ
ず
、
算
定
要
件
を
満
た
せ
な
い
等
の
影
響
が
あ
っ
た
。
 

 【
緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
件
数
】
 

 
令
和

2
年
度
 

令
和

3
年
度
 

緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
件
数
 

80
7
件
 

89
4
件
 

身
体
症
状
以

外
に
せ
ん

妄
を
含

む
精
神
症
状
と

家
族
サ
ポ

ー
ト
の

依
頼
増
加
に
伴

い
、
緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
件
数
が
増
加
し
た
。
 

 【
呼
吸
ケ
ア
チ
ー
ム
加
算
件
数
】
 

 
令
和

2
年
度
 

令
和

3
年
度
 

呼
吸
ケ
ア
チ
ー
ム
加
算
件
数
 

70
件
 

32
件
 

呼
吸
ケ
ア
チ
ー
ム
ス
タ
ッ
フ
が
コ
ロ
ナ
対
応
に
取
ら
れ
、
院
内
ラ
ウ
ン
ド
等
の
活
動
が

で
き
な
か
っ
た
た
め
加
算
減
少
と
な
っ
た
。
 

 【
栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
加
算
件
数
】
 

 
令
和

2
年
度
 

令
和

3
年
度
 

栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
加
算
件
数
 

69
7
件
 

35
4
件
 

 
9
月
に
コ
ロ
ナ
対
策
で
業
務
縮
小
の
期
間
が
あ
る
も
の
の
、
NS
T
活
動
自
体
は
行
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
チ
ー
ム
ス
タ
ッ
フ
が
揃
わ
ず
、
算
定
要
件
を
満
た
す

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
加
算
件
数
減
少
に
繋
が
っ
た
。
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅱ
 

 
コ

ロ
ナ

の
影

響
を

受

け
て

活
動

の
制

限
が

あ

っ
た

が
、

緩
和

ケ
ア

診

療
加

算
件

数
の

増
加

を

評
価

し
、

そ
の

他
チ

ー

ム
の

加
算

件
数

も
増

え

る
こ
と
を
期
待
す
る
。
 

評
価
：
－
 

※
評

価
対

象
外

（
コ

ロ

ナ
の

影
響

に
よ

る
未

達

成
）
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(2
)多

職
種
連
携
の
推
進
 

 
 
 
診
療
科
間
や
医
療
部
門
と
事
務
部
門
間
の
連
携
を
強
化
す
る
な
ど
、
多
職
種
連
携
を
推
進
し
組
織
力
の
向
上
に
努
め
る
。
 

(2
4)
 

        

(2
)
多
職
種
連
携
の
推

進
 診

療
科

間
や

医
療

部
門

と
事

務
部

門
間

の
連

携
を

強
化

す
る

な
ど
、
多
職
種
連
携
を

推
進

し
組

織
力

の
向

上
に
努
め
る
。
 

 

(2
) 

同
左
 

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け

る
部
署
間
連
携
に

つ
い
て
 

前
年
度
に
続
き
、
関
係
部
署
全
て
の
所
属
長
が
配
置
さ
れ
た
那
覇
市
立
病
院
コ
ロ
ナ

対
策
本
部
を
中
心
に
、
日
々
の
コ
ロ
ナ
情
勢
に
応
じ
た
対
策
会
議
を
開
い
た
。
 

電
子
カ
ル
テ
の
「
院
内
ポ
ー
タ
ル
メ
ニ
ュ
ー
」
を
活
用
し
、
各
部
署
か
ら
の
コ
ロ
ナ
関

連
情
報
を
全
職
員
が
閲
覧
可
能
と
な
っ
た
。
 

上
記
以
外
に
も
 

・
全
て
の
所
属
長
が
加
わ
っ
た

SN
S
を
利
用
し
て
タ
イ
ム
リ
ー
な
情
報
共
有
 

・
医
局
内
へ
「
コ
ロ
ナ
掲
示
板
」
の
設
置
 

・
DM
AT

が
常
駐
で
き
る
部
屋
の
設
置
 

・
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
と
直
接
連
絡
が
取
れ
る
携
帯
電
話
の
活
用
 

・
コ
ロ
ナ
病
棟
の
重
症
患
者
の
体
位
変
換
チ
ー
ム
(医

療
職
)の

結
成
 

・
コ
ロ
ナ
病
棟
入
院
患
者
の
買
い
物
支
援
を
事
務
局
職
員
で
対
応
 

病
院
全
体
で
の
情
報
共
有
、
連
携
を
図
っ
た
。
 

 

ｳｴ
ｲﾄ
 

1 

評
価
 

Ⅲ
 

     

 
電

子
カ

ル
テ

や
そ

の

他
様

々
な

方
法

を
活

用

し
て

、
病

院
全

体
で

の

情
報

共
有

を
図

り
、

コ

ロ
ナ

対
応

が
で

き
た

こ

と
を

評
価

す
る

。
今

後

も
、

継
続

し
て

多
職

種

連
携

の
推

進
に

努
め

ら

れ
た
い
。
 

評
価
：
Ⅲ
 

３
 
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
 

安
全
衛
生
管
理
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
職
員
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
働
き
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
努
め
る
こ
と
。
 

(2
5)
 

          

３
 

働
き

や
す

い
職

場
環
境
づ
く
り
 

安
全

衛
生

管
理

を

徹
底
す
る
と
と
も
に
、

ワ
ー

ク
ラ

イ
フ

バ
ラ

ン
ス

推
進

委
員

会
の

活
動

を
通

し
て

職
員

の
ワ

ー
ク

ラ
イ

フ
バ

ラ
ン

ス
に

配
慮

し
た

働
き

や
す

い
環

境
づ

く
り
に
努
め
る
。
 

３
 
同
左
 

       

        

本
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
委
員
会
等
の
開
催
は

出
来
な
か
っ
た
が
、
職
員
の
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
の
た
め
、
前
年
度
に
続
き
職

員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
や
、
職
員
の
確
保
等
に
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
だ
。

 

院
内
感
染
を
防
ぐ
目
的
で
、
出
張
や
私
事
旅
行
の
渡
航
制
限
、
飲
み
会
や
イ
ベ
ン
ト
参

加
の
禁
止
な
ど
を
行
っ
た
。
休
日
や
仕
事
が
終
わ
っ
た
あ
と
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
時
間

に
つ
い
て
も
様
々
な
制
限
を
か
け
た
事
で
、
職
員
の
ス
ト
レ
ス
解
消
の
機
会
も
失
わ
れ

る
事
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
行
え
る
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
の
対
策
と
し
て
、

期
間
限
定
で
は
あ
っ
た
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
を
導
入
し
た
。
自
宅
で
簡
単
に

で
き
る
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
の
動
画
が
多
数
あ
り
、
職
員
か
ら
好
評
で
あ
っ
た
。

 

職
員
確
保
の
取
組
と
し
て
は
、
看
護
師
の
任
期
付
正
職
員
（
原
則

1
年
）
の
制
度
を
導

入
し
た
。

1
年
間
、
正
職
員
の
身
分
と
同
等
の
待
遇
と
な
る
こ
と
か
ら
、
多
数
の
応
募
者

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

       

 
看

護
師

確
保

の
取

組

や
、

職
員

の
メ

ン
タ

ル

ケ
ア

対
策

と
し

て
、

コ

ロ
ナ

禍
で

も
行

え
る

オ

ン
ラ

イ
ン

フ
ィ

ッ
ト

ネ

ス
の

導
入

等
、

働
き

や

す
い

職
場

環
境

づ
く

り

へ
努

め
た

こ
と

を
評

価

す
る
。
 

評
価
：
Ⅳ
 

 
働

き
や

す
い

職
場

環

境
づ

く
り

に
向

け
た

取

組
を
評
価
す
る
。
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が
あ
り
、
看
護
師
の
確
保
に
つ
な
が
っ
た
。

 

そ
の
他
に
も
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
と
し
て
、
職
員
の
健
康
サ
ポ
ー
ト
を
目

的
に
、
設
置
型
社
食
「
オ
フ
ィ
ス
で
野
菜
」
を
導
入
し
、
手
軽
に
生
野
菜
サ
ラ
ダ
や
、
惣

菜
等
が
購
入
で
き
る
環
境
を
つ
く
る
こ
と
で
福
利
厚
生
の
充
実
を
図
っ
た
。
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 様
式
１
－
１
－
４
－
５
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

３
－
１
 

財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

（
１
）
経
営
機
能
の
強
化
 

（
２
）
収
益
的
収
支
の
向
上
 

（
３
）
弾
力
的
な
予
算
執
行
と
費
用
節
減
 

（
４
）
経
営
の
効
率
化
 

（
５
）
病
院
事
業
運
営
費
負
担
金
に
関
す
る
事
項
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

ウ
エ
イ
ト
付
け
は
各
項
に
記
載
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

 

２
．
主
要
な
経
年
デ
ー
タ
 

 
①
主
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
情
報
 

 
②
主
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
 

 
指
標
 

達
成
目
標
 

（
参
考
）
 

中
期
計
画

令
和
元
年

度
実
績
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年

度
 

令
和
４
年

度
 

令
和
５
年

度
 

指
標
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

収
支
改
善

の
指
標
 

経
常
収
支
比
率

（
％
）
 

 
10
3.
7％

 
10
8.
4％

 
11
3.
7 

 
 

 
経
常
収
益
（
千
円
）
 

15
,4
49
,7
24
 

17
,0
64
,1
83
 

 
 

医
業
収
支
比
率

（
％
）
 

 
10
2.
8％

 
93
.4
％
 

91
.3
 

 
 

 
経
常
費
用
（
千
円
）
 

14
,2
49
,7
00
 

15
,0
13
,2
18
 

 
 

収
入
確
保

の
指
標
 

病
床
稼
動
率
 

 
93
.7
％
 

79
.3
％
 

73
.7
 

 
 

 
経
常
利
益
（
千
円
）
 

1,
20
0,
02
4 

2,
05
0,
96
5 

 
 

入
院
診
療
単
価
 

 
62
,3
97

円
 

69
,9
30

円
 

74
,4
66
 

 
 

 
 

 
 

 
 

外
来
診
療
単
価
 

 
19
,4
77

円
 

24
,7
39

円
 

27
,1
45
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 ３
．
各
事
業
年
度
の
業
務
に
係
る
目
標
、
計
画
、
業
務
実
績
、
年
度
評
価
に
係
る
自
己
評
価
 

 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

主
な
評
価
指
標
 

法
人
の
業
務
実
績
・
自
己
評
価
 

評
価
委
員
会
 

意
見
 

市
長
に
よ
る
評
価
 

業
務
実
績
 

自
己

評
価
 

中
期
目
標
 

第
３
 
財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
事
項
 

    

第
３

 
財

務
内

容
の

改
善

に
関

す
る

目
標

を
達

成
す

る
た

め
と

る
べ
き
措
置

 

第
３
 
同
左

 

－
 

－
 

－
 

－
 

１
 
経
営
機
能
の
強
化
 

診
療
報
酬
の
改
定
や
患
者
の
動
向
を
見
極
め
、
迅
速
に
情
報
の
収
集
及
び
分
析
を
し
た
う
え
で
、
対
応
策
を
立
案
し
、
的
確
な
対
応
を
行
う
こ
と
。
 

(2
6)
 

               

１
 

経
営

機
能

の
強

化
 

診
療

報
酬

の
改

定
や

患
者

の
動

向
を

見
極

め
、
迅
速
に
情
報
の
収

集
及

び
分

析
し

た
う

え
で
、
対
応
策
を
立
案

し
、
的
確
な
対
応
を
行

う
。
 

       

１
 
同
左
 

 １
 
同
左
 

             

（
令
和

3
年
度
の

具
体
的
な
取
り
組

み
）
 

診
療
報
酬
の
請

求
漏
れ
や
減
点
を

防
止
す
る
と
と
も

に
、
未
収
金
の
未

然
防
止
対
策
と
早

期
回

収
に

努
め

る
。
 

      

  

 診
療
報
酬
制
度
へ
の
対
応
は
適
切
に
行
え
た
も
の
の
、
経
営
機
能
の
強
化
は
、
前
年
度
同

様
、
公
立
病
院
と
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
を
優
先
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
次
年
度
以
降

へ
持
ち
越
し
と
し
た
。
 

 前
年
度
同
様
、
毎
月
開
催
し
て
い
た
保
険
診
療
委
員
会
は
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
開
催

出
来
な
か
っ
た
が
、
医
事
課
内
で
は
引
き
続
き
査
定
減
の
内
容
分
析
、
対
応
策
を
検
討
し
関

連
部
署
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
継
続
し
て
行
っ
た
。
診
療
デ
ー
タ
入
力
に
お
い
て
、
看
護
師

の
業
務
負
担
軽
減
を
目
的
に
、
重
症
度
、
医
療
・
看
護
必
要
度
Ⅱ
の
導
入
、
電
子
カ
ル
テ
へ

の
入
力
方
法
や
記
載
場
所
の
統
一
な
ど
の
見
直
し
を
行
っ
た
。
結
果
、
医
事
課
担
当
者
も
診

療
内
容
の
把
握
が
容
易
と
な
っ
た
。
 

（
参
考
：
重
症
度
、
医
療
・
看
護
必
要
度
 令

和
3
年
度
 平

均
40
.2
3％

）
 

ま
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
特
例
措
置
の
情
報
を
迅
速
に
得
て
、
請
求

漏
れ
が
な
い
よ
う
努
め
た
。
 

  

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

          

   
査
定
率
は
、
目
標
に

や
や

達
し

な
い

も
の

の
低

率
を

維
持

し
て

お
り
、
健
全
な
診
療
報

酬
請
求
を
実
施
、
継
続

し
て
い
る
こ
と
、
並
び

に
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

を
活

用
し

た
オ

ン
ラ

イ
ン

資
格

確
認

シ
ス

テ
ム

の
導

入
に

よ
り
、
患
者
サ
ー
ビ
ス

の
改
善
、
医
事
課
職
員

の
負

担
軽

減
に

繋
げ

た
こ
と
を
評
価
す
る
。

  評
価
：
Ⅲ
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オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
シ
ス
テ
ム
の

導
入
。
 

   査
定
率
に
つ
い
て
 

       

DP
C（

診
断
群
分
類
包
括
評
価
）
に
つ
い
て
は
病
名
と
診
療
内
容
の
確
認
を
行
い
、
不
一

致
の
際
は
診
療
情
報
管
理
士
と
連
携
し
主
治
医
へ
報
告
・
相
談
す
る
こ
と
で
、
正
確
な

DP
C

コ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
で
き
た
。
ま
た
、
医
事
課
か
ら
主
治
医
へ
選
択
可
能
な
副
傷
病
名
を
確
認

し
請
求
漏
れ
が
無
い
よ
う
努
め
た
。
さ
ら
に
、
選
択
可
能
な
副
傷
病
名
の
登
録
漏
れ
が
な
い

よ
う
医
事
課
よ
り
主
治
医
へ
周
知
徹
底
し
た
。
 

 10
月
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
導
入
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
保
険
証
登
録
が

あ
る
方
に
つ
い
て
は
、
登
録
さ
れ
て
い
る
保
険
証
の
有
効
確
認
が
で
き
る
た
め
資
格
喪
失
に

よ
る
返
戻
等
が
抑
止
で
き
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
で
高
額

医
療
限
度
額
認
定
証
の
情
報
も
確
認
が
で
き
る
た
め
、
患
者
さ
ん
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
い
た

保
険
者
窓
口
で
の
手
続
き
や
書
類
の
郵
送
等
が
な
く
な
り
非
常
に
良
い
患
者
サ
ー
ビ
ス
と
な

っ
た
。
こ
れ
ま
で
高
額
医
療
限
度
額
認
定
証
の
発
行
ま
で
未
収
金
と
な
っ
て
い
た
件
数
、
ま

た
払
い
戻
し
を
行
う
件
数
も
減
り
医
事
課
職
員
の
負
担
も
軽
減
で
き
た
。
 

 

査
定
率
に
つ
い
て
目
標
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
が
、
県
内
及
び
全
国
と
比
較
す
る
と
査
定

率
が
低
く
、
健
全
な
診
療
報
酬
請
求
を
実
施
、
継
続
で
き
た
。
 

  （
参
考
）
査
定
率
全
国
平
均
（
令
和
2年

3月
）
 

厚
生
労
働
省
保
険
局
 
審
査
支
払
機
関
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
 

資
料
2「

支
払
基
金
と
国
保
連
の
原
審
査
状
況
」
よ
り
 

 
令
和

2
年
度
 

令
和

3
年
度
 

目
標
査
定
率
 

査
定
率
 

0.
23
％
 

0.
23
％
 

0.
2％

以
下
 

支
払
基
金
 

0.
25
5％

 

国
保
連
 

0.
25
0％

 

    

今
後

の
更

な
る

情
報

共
有
化
を
期
待
す
る
。
 

- 92 -- 182 -



56
 

 ２
 
収
益
的
収
支
の
向
上
 

病
床
稼
働
率
の
向
上
や
適
正
な
診
療
収
入
の
確
保
に
努
め
、
収
益
確
保
を
図
る
こ
と
。
 

(2
7)
 

                        

２
 

収
益

的
収

支
の

向
上
 

病
床

稼
働

率
の

維

持
・
向
上
や
適
正
な
診

療
収

入
の

確
保

に
努

め
る
。
 

                   

２
 
同
左
 

      

                  

病
床
稼
働
率
に
つ

い
て
 

                       

コ
ロ
ナ
専
用
病
棟
を
設
置
し
た
影
響
に
よ
り
、
一
般
病
棟
を
含
め
た
病
床
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

に
制
限
が
生
じ
た
。
年
間
を
通
し
て
緊
急
事
態
宣
言
及
び
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
に
よ
っ

て
も
大
き
く
左
右
さ
れ
た
。
県
内
の
コ
ロ
ナ
陽
性
者
発
生
状
況
に
よ
っ
て
常
に
厳
し
い
病
床

運
用
が
続
き
、
公
立
病
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
、
コ
ロ
ナ
患
者
受
入
を
積
極
的
に

行
っ
た
。
令
和

3
年
度
の
感
染
拡
大
時
に
は
最
大

63
床
の
コ
ロ
ナ
即
応
病
床
を
確
保
。
ま

た
休
日
・
夜
間
の
入
院
病
床
確
保
に
つ
い
て
は
、
急
病
セ
ン
タ
ー
と
各
病
棟
の
密
な
連
携
に

よ
り
入
院
患
者
を
で
き
る
だ
け
受
入
れ
、
地
域
の
救
急
医
療
体
制
を
維
持
で
き
た
。
 

患
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
入
退
院
権
限
を
一
元
化
し
た
効
果
が
継
続
さ
れ
、

病
床
稼
働
率
向
上
対
策
会
議
を
開
催
し
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
病
床
稼
働
率
の
現
状
と
対
策

に
つ
い
て
、
経
営
陣
を
は
じ
め
診
療
科
部
長
、
各
病
棟
師
長
、
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
部
門
の
長
、

事
務
局
課
長
以
上
の
職
員
等
に
向
け
、
前
年
と
の
比
較
を
加
え
、
情
報
の
共
有
に
努
め
た
。
 

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
病
床
稼
働
率
が
令
和

3
年
度
実
績
は

73
.7
％
と
、
前
年
度
比

5.
55
％
減
少
と
な
っ
た
。
参
考
値
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
専
用
病
棟
を
除
い
た
病
床
稼
働
率
は

90
.6
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

 （
収
入
確
保
の
指
標
）
 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

病
床
稼
動
率
 

79
.3
％
 

73
.7
％
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

（
感
染
病
床
を
除
い
た
場
合
）
 

89
.9
％
（
※
）
 

90
.6
％
 

－
 

入
院
診
療
単
価
 

69
,9
30

円
 

74
,4
66

円
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

外
来
診
療
単
価
 

24
,7
39

円
 

27
,1
45

円
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

（
参
考
）
平
均
在
院
日
数
 

11
.9
3
日
 

11
.7
4
日
 

－
 

※
令
和

2
年
度
実
績
は
令
和

2
年

8
月
～
令
和

3
年

3
月
の

8
か
月
の
平
均
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

                     

 
感

染
拡

大
時

の
コ

ロ
ナ

即
応

病
床

の
確

保
や
休
日
・
夜
間
の
入

院
病

床
確

保
に

努
力

し
た
結
果
、
「
病
床
稼

働
率
」
の
減
少
は
や
む

を
得
な
い
。
 

救
急

医
療

管
理

加

算
の

算
定

改
善

に
向

け
た

運
用

の
見

直
し

を
評
価
す
る
。
 

評
価
：
Ⅲ
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 DP
C/
PD
PS

の
機

能
評
価
係
数
の
内

容
を
検
討
し
係
数

を
高
め
る
た
め
の

対
策
を
行
う
。
 

 

救
急
医
療
管
理
加
算
の
算
定
に
努
め
た
。
機
能
評
価
係
数
Ⅱ
項
目
の
救
急
医
療
指
数
が
県

内
の
他
医
療
機
関
と
比
較
す
る
と
低
い
結
果
で
あ
っ
た
。
救
急
医
療
管
理
加
算
の
査
定
が
多

く
算
定
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
医
師
が
こ
の
点
数
を
理
解
し
て
お
ら
ず
、
算
定
に
結

び
つ
け
る
為
の
医
師
指
示
オ
ー
ダ
入
力
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
等
が
あ
り
、
運
用
の
見
直
し

を
行
い
指
数

UP
に
努
め
た
。
 

令
和

2
年
度

0.
00
51
9 

→
 
令
和

3
年
度

0.
01
52
1 

他
医
療
機
関
と
比
較
は
で
き
て
い
な
い
が
約

3
倍
増
と
な
っ
た
。
 

 

        

３
 
弾
力
的
な
予
算
執
行
と
費
用
節
減
 

 
 
弾
力
的
な
予
算
執
行
に
よ
り
、
効
率
的
・
効
果
的
な
事
業
運
営
に
努
め
る
と
と
も
に
、
費
用
の
節
減
等
を
図
る
こ
と
。
 

(2
8)
 

               

３
 
弾
力
的
な
予
算

執
行
と
費
用
節
減
 

弾
力

的
な

予
算

執

行
に
よ
り
、
効
率
的
・

効
果

的
な

事
業

運
営

に
努
め
る
と
と
も
に
、

費
用

の
節

減
等

を
図

る
。
 

        

３
 
同
左
 

               

法
人
の
会
計
制
度

を
活
用
し
た
弾
力

的
な
予
算
執
行
を

行
い
効
率
的
・
効

果
的
な
事
業
運
営

に
努
め
る
。
 

       薬
品
、
診
療
材
料

等
の
購
入
価
格
の

低
減
及
び
適
正
な

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
医
業
収
益
の
確
保
は
非
常
に
厳
し
い
状
況
が
続
い

て
い
る
。
費
用
の
支
出
は
例
年
と
変
わ
ら
ず
発
生
す
る
中
、
予
算
執
行
に
お
い
て
は
会
計
実

施
規
程
等
に
基
づ
き
適
正
か
つ
効
率
的
・
効
果
的
な
事
業
運
営
を
行
い
、
コ
ロ
ナ
補
助
金
等

を
有
効
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
自
己
財
源
確
保
に
努
め
た
。
 

 【
コ
ロ
ナ
補
助
金
で
充
実
を
図
っ
た
機
器
類
】
 

・
全
身
用
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
装
置
 

・
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
モ
ニ
タ
 

・
気
管
支
内
視
鏡
 

・
セ
ン
ト
ラ
ル
モ
ニ
タ
 

・
加
温
加
湿
器
搭
載
型
空
気
酸
素
混
合
呼
吸
補
助
器
 

・
超
音
波
断
層
装
置
 

 

保
険
材
料
の
適
正
請
求
及
び
適
正
支
払
に
つ
い
て
、
患
者
に
手
渡
さ
れ
る
診
療
明
細
書
に

記
載
さ
れ
る
保
険
材
料
、
特
に
診
療
材
料
の
医
事
算
定
と
診
療
材
料
の
使
用
状
況
照
合
の
徹

底
を
行
っ
た
。
過
誤
請
求
及
び
過
剰
請
求
、
算
定
漏
れ
防
止
を
目
的
と
し
て
医
事
課
・
各
臨

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
保

険
材

料
の

適
正

請
求

及
び

適
正

支
払

や
適

正
な

在
庫

管
理

に
継

続
し

て
厳

し
く

取
り

組
ん

で
い

る
こ

と
は

経
営

の
意

識
の

高
さ
を
表
し
て
い
る
。
 

9
億
円
と
高
額
な
放

射
線

治
療

装
置

等
の

購
入
が
出
来
た
事
は
、

患
者

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
だ
け
で
な
く
、
職
員

の
励

み
に

な
る

も
の

で
あ
り
、
評
価
す
る
。
 

評
価
：
Ⅲ
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在
庫
管
理
を
行

い
、
費
用
節
減
に

努
め
る
。
 

 適
正
な
後
発
医
薬

品
の
採
用
促
進
に

よ
り
患
者
の
負
担

軽
減
と
法
人
の
費

用
節
減
に
努
め

る
。
 

      適
正
な
在
庫
管
理
 

   

床
現
場
と
連
携
し
“
漏
れ
な
く
正
し
い
”
レ
セ
プ
ト
請
求
の
一
助
と
し
て
通
年
業
務
と
し
て

昨
年
度
と
同
様
に
継
続
し
て
取
り
組
ん
だ
。
 

  目
標
値
の

85
％
以
上
を
達
成
出
来
な
か
っ
た
。
主
に
後
発
医
薬
品
の
供
給
不
足
問
題

（
原
料
を
海
外
に
依
存
し
た
コ
ロ
ナ
関
連
の
問
題
、
国
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
等
が
原

因
）
が
長
期
化
し
て
お
り
、
当
院
は
医
薬
品
使
用
量
が
多
い
た
め
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。

医
薬
品
が
供
給
さ
れ
ず
、
急
遽
、
代
替
え
医
薬
品
を
探
す
業
務
が
生
じ
先
発
医
薬
品
に
変
更

せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
今
後
も
引
き
続
き
医
薬
品
の
供
給
状
況
を
見
な
が
ら
可

能
な
医
薬
品
に
つ
い
て
は
後
発
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え
を
お
こ
な
っ
て
い
く
。
 

 

（
経
費
節
減
の
指
標
）
後
発
医
薬
品
使
用
率
の
目
標
（
数
量
ベ
ー
ス
）
 

 適
正
な
在
庫
管
理
に
つ
い
て
、
毎
月

1
回
、
各
部
署
へ
診
療
材
料
の
払
い
出
し
実
績
・
長

期
在
庫
を
含
め
た
デ
ー
タ
を
提
供
し
、
現
場
の
適
正
定
数
把
握
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
た
。
 

 
今
年
度
は
、
放
射
線
治
療
装
置
の
更
新
を
含
め
約

9
億
円
の
固
定
資
産
購
入
費
を
計
上

し
、
医
療
の
安
全
及
び
質
の
確
保
を
基
本
に
機
器
の
必
要
度
、
優
先
度
を
精
査
し
選
別
し

た
。
 

 

指
標
名
 

令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

後
発
医
薬
品
使
用
率
 

93
.7
％
 

83
.2
％
 

85
％
以
上
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 ４
 
経
営
の
効
率
化
 

 
 
経
営
収
支
比
率
と
医
業
収
支
比
率
に
つ
い
て
数
値
目
標
を
設
定
し
、
経
営
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
。
 

(2
9)
 

          

４
 
経
営
の
効
率
化
 

 
経

常
収

支
比

率
と

医
業

収
支

比
率

に
つ

い
て

数
値

目
標

を
設

定
し
、
経
営
の
効
率
化

を
図
る
。
 

  

４
 
同
左
 

       

 
コ
ロ
ナ
病
床
を
確
保
し
た
こ
と
に
よ
り
、
補
助
金
収
益
等
の
大
幅
な
増
加
が
あ
り
、
経
常

収
支
比
率
は
、
対
前
年
度
比

4.
8
ポ
イ
ン
ト
増
加
と
な
っ
た
。
 

医
業
収
益
は
増
加
し
て
い
る
が
、
医
業
費
用
の
増
加
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
医
業
収
支
比

率
は
、
対
前
年
度
比

2.
2
ポ
イ
ン
ト
減
少
と
な
っ
た
。
 

【
経
営
の
効
率
化
に
関
す
る
指
標
】
 

 

 
令
和

2
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
実
績
 

令
和

3
年
度
目
標
 

経
常
収
支
比
率
(％

)  
10
8.
4％

 
11
3.
7％

 
前
年
度
並
み
を
維
持
 

医
業
収
支
比
率
(％

)  
93
.4
％

 
91
.3
％

 
前
年
度
並
み
を
維
持
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
コ

ロ
ナ

の
影

響
で

「
医
業
収
支
比
率
」
は

前
年

度
よ

り
減

少
し

た
が
、
コ
ロ
ナ
病
床
の

確
保
に
よ
り
、
補
助
金

収
益
等
の
増
加
で
「
経

常
収

支
比

率
」

の

10
0
％
超
は
継
続
し
て

い
る

こ
と

を
評

価
す

る
。
 

評
価
：
Ⅲ
 

５
 
病
院
事
業
運
営
費
負
担
金
に
関
す
る
事
項
 

 
 
救
急
医
療
、
小
児
・
周
産
期
医
療
等
、
病
院
事
業
運
営
費
負
担
金
の
対
象
と
な
る
経
費
に
係
る
収
支
状
況
等
を
分
析
し
、
そ
の
詳
細
を
本
市
に
情
報
提
供
す
る
こ
と
。
 

(3
0)
 

 

５
 

病
院

事
業

運
営

費
負

担
金

に
関

す
る

事
項
 

 
救
急
医
療
、
小
児
・

周
産
期
医
療
等
、
病
院

事
業

運
営

費
負

担
金

の
対

象
と

な
る

経
費

に
係

る
収

支
状

況
等

を
分
析
し
、
そ
の
詳
細

を
那

覇
市

に
情

報
提

供
す
る
。
 

５
 
同
左
 

    

           

令
和

3
年
度
病
院
事
業
運
営
費
負
担
金
の
対
象
経
費
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響

に
伴
う
診
療
制
限
や
収
益
減
少
に
よ
り
収
支
不
足
が
拡
大
し
た
経
費
や
実
績
に
よ
る
増
減
が

生
じ
た
経
費
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
精
算
書
を
作
成
し
、
市
へ
提
出
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

 【
診
療
制
限
や
収
益
減
少
に
よ
り
収
支
不
足
が
拡
大
し
た
経
費
】
 

・
高
度
医
療
（
病
理
）
に
要
す
る
経
費
 

・
医
師
確
保
対
策
に
要
す
る
経
費
 

 【
実
績
に
よ
る
増
減
が
生
じ
た
経
費
】
 

・
企
業
債
利
息
償
還
に
要
す
る
経
費
（
増
額
）
 

・
救
急
医
療
に
要
す
る
経
費
（
減
額
）
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
評
価
：
Ⅲ
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・
院
内
保
育
所
の
運
営
に
要
す
る
経
費
（
減
額
）
 

・
研
究
研
修
に
要
す
る
経
費
（
増
額
）
 

・（
建
設
改
良
に
要
す
る
経
費
）
施
設
整
備
費
（
減
額
）
 

・（
建
設
改
良
に
要
す
る
経
費
）
有
形
固
定
資
産
購
入
費
（
減
額
）
 

 

４
．
そ
の
他
参
考
情
報
 

－
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 様
式
１
－
１
－
４
－
６
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

４
 

そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

１
 
施
設
設
備
等
に
関
す
る
事
項
 

２
 
市
立
病
院
建
替
に
関
す
る
事
項
 

３
 
外
国
人
患
者
に
対
応
で
き
る
医
療
の
提
供
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

ウ
エ
イ
ト
付
け
は
各
項
に
記
載
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

 

２
．
主
要
な
経
年
デ
ー
タ
 

 
①
主
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
情
報
 

 
②
主
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
 

 
指
標
 

達
成
目

標
 

（
参
考
）
 

中
期
計
画

令
和
元
年

度
実
績
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

指
標
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

 
－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
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 ３
．
各
事
業
年
度
の
業
務
に
係
る
目
標
、
計
画
、
業
務
実
績
、
年
度
評
価
に
係
る
自
己
評
価
 

 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

主
な
評
価
指
標
 

法
人
の
業
務
実
績
・
自
己
評
価
 

評
価
委
員
会
 

意
見
 

市
長
に
よ
る
評
価
 

業
務
実
績
 

自
己

評
価
 

中
期
目
標
 

第
4 

そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
第

4 
そ
の
他
業
務
運

営
に

関
す

る
重

要
事

項
 

 
 

 
 

 
 

1 
施
設
設
備
等
に
関
す
る
事
項
 

新
病
院
建
設
を
踏
ま
え
、
現
病
院
施
設
の
改
修
、
設
備
等
の
更
新
及
び
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
医
療
資
源
等
を
的
確
に
把
握
し
た
上
で
、
効
率
的
な
整
備
計
画
を
策
定
し
実
施
す
る
こ
と
。
特
に
、
医
療
機
器
の
整
備
・
更
新
に
つ
い

て
は
、
費
用
対
効
果
、
地
域
の
医
療
機
関
と
の
連
携
、
医
療
需
要
及
び
医
療
技
術
の
進
展
等
か
ら
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
。
 

(3
1)
 

                

1
 

施
設

設
備

に
関

す
る
事
項
 

新
病

院
建

設
を

踏

ま
え
、
現
病
院
施
設

の
改
修
、
設
備
等
の

更
新
及
び
維
持
管
理

に
つ
い
て
は
、
医
療

資
源
等
を
的
確
に
把

握
し
た
上
で
、
効
率

的
な
整
備
計
画
を
策

定
し
実
施
す
る
。
 

特
に
、

医
療
機

器

の
整
備
・
更
新
に
つ

い
て
は
、
新
病
院
へ

の
移
設
費
用
等
を
含

め
た
費
用
対
効
果
、

地
域
の
医
療
機
関
と

1 
同
左
 

                

（
令
和

3
年
度
の

具
体
的
な
取
り
組

み
）
 

              

 
下
記
の
と
お
り
、
改
修
及
び
修
繕
を
契
約
し
実
施
し
た
。
 

・
4
階
東
西
病
棟
空
調
設
備
更
新
工
事
 

・
1
階
待
合
ホ
ー
ル
空
調
改
修
工
事
 

・
北
館
地
下

1
階
リ
ハ
ビ
リ
（
機
能
訓
練
室
系
統
）
空
調
設
備
更
新
工
事
 

・
1
階
及
び
地
下

1
階
薬
剤
空
調
設
備
更
新
工
事
 

・
5
階
健
診
セ
ン
タ
ー
空
調
設
備
更
新
工
事
 

・
5
階
西
病
棟
空
調
設
備
更
新
工
事
 

・
高
層
及
び
低
層
冷
水
ポ
ン
プ
整
備
工
事
 

・
2
階
北
病
棟
空
調
設
備
更
新
工
事
 

・
消
火
ポ
ン
プ
吸
込
配
管
改
修
工
事
 

・
北
館
地
下

3
階
治
療
計
画
室
改
修
工
事
 

・
1
階
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
室
上
部
防
水
工
事
 

・
北
館
非
常
用
発
電
機
修
繕
工
事
 

・
1
階
北
雨
水
管
修
繕
 

・
3
階
東
病
棟
空
調
設
備
修
繕
工
事
 

・
2
階
第

1
内
視
鏡
セ
ン
タ
ー
改
修
工
事
 

 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
新

病
院

建
設

を
進

め
な
が
ら
、
現
病
院
施

設
の
改
修
、
設
備
等
の

更
新
及
び
維
持
管
理
、

医
療
機
器
の
整
備
・
更

新
を

効
率

的
に

実
施

し
て

い
る

こ
と

を
評

価
す
る
。
 

評
価
：
Ⅲ
 

 
中

期
計

画
に

お
い

て
、
「
現
病
院
施
設
の

改
修
、
設
備
等
の
更
新

及
び

維
持

管
理

に
つ

い
て
は
、
医
療
資
源
等

を
的

確
に

把
握

し
た

上
で
、
効
率
的
な
整
備

計
画

を
策

定
し

実
施

す
る
」
と
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
年
度
計
画
に

は
具

体
的

な
整

備
計

画
を
記
載
さ
れ
た
い
。
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の
連
携
、
医
療
需
要

及
び
医
療
技
術
の
進

展
等
か
ら
総
合
的
に

判
断
す
る
。
 

   

       

          

医
療
機
器
の
整
備
や
更
新
を
す
る
上
で
、
該
当
機
器
類
が
新
病
院
へ
移
設
可
能
か
ど
う
か

及
び
移
設
経
費
に
つ
い
て
調
査
・
検
討
し
た
。
ま
た
、
今
年
度
も
国
及
び
沖
縄
県
か
ら
コ
ロ

ナ
補
助
金
等
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
コ
ロ
ナ
患
者
等
を
主
に
診
療
す
る
た
め
に
必
要
な

医
療
機
器
を
新
設
・
更
新
し
、
一
定
程
度
の
設
備
の
充
実
が
図
れ
た
。
 

 【
コ
ロ
ナ
補
助
金
で
充
実
を
図
っ
た
機
器
類
】
 

・
全
身
用
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
装
置
 

・
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
モ
ニ
タ
 

・
気
管
支
内
視
鏡
 

・
セ
ン
ト
ラ
ル
モ
ニ
タ
 

・
加
温
加
湿
器
搭
載
型
空
気
酸
素
混
合
呼
吸
補
助
器
 

・
超
音
波
断
層
装
置
 

 

2 
市
立
病
院
建
替
に
関
す
る
事
項
 

事
業
主
体
と
し
て
、
引
き
続
き
新
病
院
建
設
に
取
り
組
む
こ
と
。
ま
た
、
総
事
業
費
の
縮
減
に
向
け
て
留
意
す
る
こ
と
。
な
お
、
診
療
を
継
続
し
な
が
ら
の
建
設
と
な
る
こ
と
か
ら
、
患
者
の
療
養
環
境
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
 

(3
2)
 

           

2
 

事
業

主
体

と
し

て
、

総
事

業
費

の
縮

減
に

留
意

し
、

引
き

続
き

新
病

院
建

設
に

取
り
組
む
。
 

ま
た

、
診

療
を

継

続
し

な
が

ら
の

建
設

と
な

る
こ

と
か

ら
、

患
者

の
療

養
環

境
の

確
保
に
努
め
る
。
 

 

2 
同
左
 

       

 

  

           

令
和

2
年
度
か
ら
繰
り
越
し
た
実
施
設
計
等
の
業
務
委
託
や
立
体
駐
車
場
建
設
工
事
に
つ

い
て
、
当
該
工
事
が
令
和

3
年

12
月

3
日
に
竣
工
、
当
該
業
務
委
託
が
令
和

3
年

12
月

17
日
に
完
了
し
た
。
新
病
院
棟
工
事
に
つ
い
て
は
、
鋼
材
や
原
油
等
の
高
騰
の
影
響
を
受

け
、
1
回
目
の
入
札
が
不
落
と
な
る
な
ど
、
困
難
を
極
め
た
が
、
再
入
札
に
て
令
和

4
年

3

月
30

日
工
事
契
約
に
至
っ
た
。
 

      

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

       

 
「
新
病
院
建
設
」
は
、

当
面
、
一
番
の
課
題
で

あ
り
、
今
般
の
物
価
高

騰
の

影
響

へ
の

対
策

に
つ

い
て

は
那

覇
市

と
し

っ
か

り
と

調
整

し
て

進
め

て
い

た
だ

き
た
い
。
 

評
価
：
Ⅲ
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 3 
外
国
人
患
者
に
対
応
で
き
る
医
療
の
提
供
 

 
 外

国
人
患
者
に
対
応
で
き
る
診
療
体
制
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
 

(3
3)
 

          

3
 
タ
ブ
レ
ッ
ト
通
訳

端
末
の
配
置
継
続
、

外
国
語
表
記
へ
の
対

応
、
医
療
者
と
患
者

を
つ
な
ぎ
、
医
療
資

源
を
有
効
活
用
で
き

る
よ
う
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
ト
業
務
を
担
う
人

材
配

置
へ

取
り

組

む
。
 

3 
同
左
 

 
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
受
入
は
無
か
っ
た
が
、
在
留
外
国
人
患
者
（
基
地
内

含
む
）
の
受
診
は
前
年
度
に
比
べ
、
約

1.
8
倍
に
増
加
し
た
。
 

翻
訳
タ
ブ
レ
ッ
ト
や
県
の
医
療
通
訳
サ
ー
ビ
ス
活
用
に
つ
い
て
、
院
内
周
知
を
改
め
て
行

っ
た
ほ
か
、
院
内
の
多
言
語
対
応
や
資
料
の
多
言
語
化
を
進
め
た
。
ま
た
、
国
籍
や
使
用
す

る
言
語
、
受
診
診
療
科
な
ど
の
患
者
統
計
デ
ー
タ
か
ら
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
患
者
と
在
留
外
国

人
患
者
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
問
診
票
類
の
見
直
し
を
行
っ
た
。
 

コ
ロ
ナ
禍
な
ら
で
は
の
問
題
と
し
て
、
面
会
制
限
の
説
明
や
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
、
小

児
定
期
予
防
接
種
等
の
対
応
を
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
へ
集
約
し
、
ま
た
、
妊
婦
の
在
留

資
格
確
認
な
ど
の
問
題
は
、
外
部
企
業
や
行
政
機
関
と
協
力
す
る
こ
と
で
、
解
決
へ
繋
げ
る

こ
と
が
で
き
た
。
 

医
療
ス
タ
ッ
フ
は
、
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
介
入
す
る
こ
と
で
各
々
の
業
務
に
専
念

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
受
診
に
不
安
を
抱
え
る
外
国
人
患
者
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と

で
、
安
心
し
て
受
診
で
き
る
環
境
を
提
供
で
き
た
。
 

 

【
参
考
数
値
】
 

令
和

2
年
度
 

令
和

3
年
度
 

外
国
人
受
診
者
数
 

（
入
院
・
外
来
の
合
算
）
 

41
2
人
 

73
9
人
 

    

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅳ
 

 
外

国
人

患
者

に
対

応
で

き
る

医
療

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
介

入
等

に
継

続
し

て
取

り
組
み
、
受
診
者
数
が

大
幅

に
増

加
し

て
い

る
こ
と
を
評
価
す
る
。
 

評
価
：
Ⅳ
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 様
式
１
－
１
－
４
－
７
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
予
算
（
人
件
費
の
見
積
り
を
含
む
）、

収
支
計
画
及
び
資
金
計
画
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

５
 

予
算
（
人
件
費
の
見
積
り
を
含
む
）、

収
支
計
画
及
び
資
金
計
画
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
市
か
ら
の
運
営
費
負
担
金
の
確
保
を
図
り
、
起
債
を
安
定
的
に

活
用
し
、
市
の
病
院
と
し
て
公
的
使
命
を
果
た
せ
る
経
営
基
盤
を
維
持
し
て
い
く
。
 

※
 
財
務
諸
表
及
び
決
算
報
告
書
を
参
照
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

－
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

 

２
．
主
要
な
経
年
デ
ー
タ
 

 
①
主
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
情
報
 

 
②
主
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
 

 
指
標
 

達
成
目

標
 

（
参
考
）
 

中
期
計
画

令
和
元
年

度
実
績
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

指
標
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

 
－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
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 様
式
１
－
１
－
４
－
８
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
短
期
借
入
金
の
限
度
額
）
 

 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

６
 

短
期
借
入
金
の
限
度
額
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

１
 
限
度
額

1,
00
0
百
万
円
 

２
 
想
定
さ
れ
る
短
期
借
入
金
の
発
生
理
由
 

 
 (
1)
 
運
営
費
負
担
金
の
受
け
入
れ
遅
延
等
に
よ
る
資
金
不
足
の
対
応
 

 
 (
2)
 
予
定
外
の
退
職
者
の
発
生
に
伴
う
退
職
手
当
の
支
給
等
偶
発
的
な
支
出
へ
の
対
応
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

－
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

 

中
 
期
 
目
 
標
 

中
 
期
 
計
 
画
 

年
 
度
 
計
 
画
 

実
 
施
 
状
 
況
 

 
１
 
限
度
額
 
1,
00
0百

万
円
 

２
 
想
定
さ
れ
る
短
期
借
入
金
の
発
生
理
由
 

 
(1
)運

営
費
負
担
金
の
受
け
入
れ
遅
延
等
に

よ
る
資
金
不
足
の
対
応
 

 
(2
)予

定
外
の
退
職
者
の
発
生
に
伴
う
退
職

手
当
の
支
給
等
偶
発
的
な
出
費
へ
の
対
応
 

１
 
限
度
額
 
1,
00
0百

万
円
 

２
 
想
定
さ
れ
る
短
期
借
入
金
の
発
生
理
由
 

 
(1
)運

営
費
負
担
金
の
受
け
入
れ
遅
延
等
に

よ
る
資
金
不
足
の
対
応
 

 
(2
)予

定
外
の
退
職
者
の
発
生
に
伴
う
退
職

手
当
の
支
給
等
偶
発
的
な
支
出
へ
の
対
応
 

令
和

3
年
度
は
、
年
度
計
画
で
想
定
さ
れ
た
短
期
借
入
金
を
要
す
る
資
金
不
足
の
状

況
は
発
生
せ
ず
、
事
業
資
金
は
医
療
機
器
購
入
及
び
新
病
院
建
設
に
使
用
し
た
長
期

借
入
金
等
を
除
き
自
己
資
金
で
賄
っ
た
。
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 様
式
１
－
１
－
４
－
９
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
計
画
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

７
 

重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
計
画
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

－
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

－
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

 

中
 
期
 
目
 
標
 

中
 
期
 
計
 
画
 

年
 
度
 
計
 
画
 

実
 
施
 
状
 
況
 

 
な
し
 

な
し
 

該
当
な
し
 

  様
式
１
－
１
－
４
－
１
０
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
剰
余
金
の
使
途
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

８
 

剰
余
金
の
使
途
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

決
算
に
お
い
て
剰
余
を
生
じ
た
場
合
は
、
市
立
病
院
施
設
の
整
備
又
は
医
療
機
器
の
購
入
等
に
充
て
る
。
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

－
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

中
 
期
 
目
 
標
 

中
 
期
 
計
 
画
 

年
 
度
 
計
 
画
 

実
 
施
 
状
 
況
 

 
決
算
に
お
い
て
剰
余
を
生
じ
た
場
合
は
、
市

立
病
院
施
設
の
整
備
又
は
医
療
機
器
の
購
入

等
に
充
て
る
。
 

 
同
左
 

令
和

3
年
度
の
中
期
計
画
に
定
め
る
剰
余
金
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
病
院
施
設
の
整

備
、
医
療
機
器
の
購
入
等
に
充
て
る
た
め
建
設
改
良
等
積
立
金
へ
 

2,
07
3,
64
4,
50
8
円
を
積
み
立
て
た
。
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 様
式
１
－
１
－
４
－
１
１
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
料
金
に
関
す
る
事
項
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

９
 

料
金
に
関
す
る
事
項
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

1 
診
療
料
等
 

病
院
に
お
い
て
診
療
又
は
検
査
を
受
け
る
者
か
ら
診
療
料
を
、
病
院
の
施
設
を
利
用
す
る
者
か
ら
使
用
料

を
徴
収
す
る
。
 

(1
) 
診
療
料
の
額
は
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
(平

成
20

年
厚
生
労
働
省
告
示
第

59
号
)及

び
入
院
時
食

事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
費
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関

す
る
基
準
(平

成
18

年
厚
生
労
働
省
告
示
第

99
号
)及

び
後
期
高
齢
者
医
療
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額

及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
(平

成
19

年
厚
生
労
働
省
告
示
第

39
5
号
)に

よ
り
算
定
し
た
額
と
す

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
理
事
長
が
別
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(2
) 
使
用
料
の
額
は
、
理
事
長
が
別
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

２
 文

書
料
 

病
院
に
お
い
て
診
断
書
、
証
明
書
等
の
交
付
を
受
け
る
者
か
ら
１
通
に
つ
き
、
理
事
長
が
別
に
定
め
る
額

の
文
書
料
を
徴
収
す
る
。
 

３
 
徴
収
猶
予
等
 

(1
)理

事
長
は
、
災
害
そ
の
他
特
別
の
理
由
に
よ
り
使
用
料
又
は
文
書
料
の
納
付
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る

者
に
対
し
て
は
、
徴
収
を
猶
予
し
、
又
は
分
割
し
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(2
)理

事
長
は
、
使
用
料
又
は
文
書
料
の
納
付
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を

減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(3
)理

事
長
は
、
前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
詐
欺
そ
の
他
不
正
行
為
に
よ
り
使
用
料
又
は
文
書
料
の
減
免

を
受
け
た
と
認
め
る
と
き
は
、
減
免
措
置
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

(4
)既

納
の
使
用
料
又
は
文
書
料
は
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
理
事
長
は
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

平
成

20
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

59
号
 

平
成

18
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

99
号
 

平
成

19
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

39
5
号
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

－
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
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中
 
期
 
計
 
画
 

年
 
度
 
計
 
画
 

実
 
施
 
状
 
況
 

1 
診
療
料
等
 

病
院
に
お
い
て
診
療
又
は
検
査
を
受
け
る
者
か
ら
診
療
料
を
、
病
院
の

施
設
を
利
用
す
る
者
か
ら
使
用
料
を
徴
収
す
る
。
 

 

(1
) 
診
療
料
の
額
は
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
(平

成
20

年
厚
生
労
働
省
告

示
第

59
号
)及

び
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生

活
療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
費
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
(平

成
18

年
厚
生
労
働
省
告
示
第

99
号
)及

び
後
期
高
齢
者
医
療
の
食
事
療

養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
(平

成
19

年
厚
生
労
働
省
告

示
第

39
5
号
)に

よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難

い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
理
事
長
が
別
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 (2
) 
使
用
料
の
額
は
、
理
事
長
が
別
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

   ２
 
文
書
料
 

病
院
に
お
い
て
診
断
書
、
証
明
書
等
の
交
付
を
受
け
る
者
か
ら
１
通
に
つ

き
、
理
事
長
が
別
に
定
め
る
額
の
文
書
料
を
徴
収
す
る
。
 

  ３
 
徴
収
猶
予
等
 

(1
)理

事
長
は
、
災
害
そ
の
他
特
別
の
理
由
に
よ
り
使
用
料
又
は
文
書
料
の

納
付
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
徴
収
を
猶
予
し
、
又
は
分

割
し
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

  (2
)理

事
長
は
、
使
用
料
又
は
文
書
料
の
納
付
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら
れ

る
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

1 
 
同
左
 

   (1
) 
 
同
左
 

       (2
) 
 
同
左
 

   ２
 
同
左
 

    ３
 
同
左
 

(1
) 
 
同
左
 

    (2
) 
 
同
左
 

 

    

診
療
報
酬
点
数
表
を
基
に
、
診
療
報
酬
を
算
定
し
診
療
料
を
徴
収
し

た
。
 

      

使
用
料
等
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇
市
立
病

院
使
用
料
等
に
関
す
る
規
程
「
規
程
第

35
号
」
に
定
め
る
額
を
徴
収

し
た
。
 

 

診
断
書
、
証
明
書
、
そ
の
他
（
介
護
保
険
主
治
医
意
見
書
、
障
害
者

自
立
支
援
法
医
師
意
見
書
等
）
に
つ
い
て
、
地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇

市
立
病
院
使
用
料
等
に
関
す
る
規
程
「
規
程
第

35
号
」
に
定
め
る
額

を
徴
収
し
た
。
 

 徴
収
猶
予
等
に
つ
い
て
、
地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇
市
立
病
院
使
用

料
等
に
関
す
る
規
程
「
規
程
第

35
号
」
第

6
条
第

2
項
で
使
用
料
等

の
減
免
手
続
き
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
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  (3
)理

事
長
は
、
前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
詐
欺
そ
の
他
不
正
行
為
に
よ
り

使
用
料
又
は
文
書
料
の
減
免
を
受
け
た
と
認
め
る
と
き
は
、
減
免
措
置
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

 (4
)既

納
の
使
用
料
又
は
文
書
料
は
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
理
事
長
は
特

別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

   

 (3
) 
 
同
左
 

   (4
) 
 
同
左
 

         

                 

- 107 -- 197 -



71
 

 様
式
１
－
１
－
４
－
１
２
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
那
覇
市
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
(平

成
20

年
那
覇
市
規
則
第

4
号
)第

6
条
で
定
め
る
事
項
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

１
０
 

那
覇
市
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
(平

成
20

年
那
覇
市
規
則
第

4
号
)第

6
条
で
定
め
る
事
項
 

１
０
業
務
に
関
連
す
る
政
策
・

施
策
 

１
 
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
計
画
 

２
 
積
立
金
の
処
分
に
関
す
る
計
画
 

前
期
中
期
目
標
期
間
繰
越
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
市
立
病
院
施
設
の
整
備
又
は
医
療
機
器
の
購
入
等
に
充

て
る
。
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

－
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

 

中
 
期
 

目
 
標
 

中
 
期
 
計
 
画
 

年
 
度
 
計
 
画
 

実
 
施
 
状
 
況
 

              

①
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
計
画
 

（
令
和

2
年
度
～
令
和

5
年
度
）
 

施
設
及
び
設
備
の

内
容
 

予
 
定
 
額
 

財
 
源
 

病
院
施
設
、
 

医
療
機
器
等
整
備
 

総
額
19
,1
22
百
万
円
 

那
覇

市
長

期
借

入
金
等
 

(注
1)
 
金
額
に
つ
い
て
は
見
込
み
で
あ
る
。
 

(注
2)
 
各
事
業
年
度
の
那
覇
市
長
期
借
入
金
等
の
具
体
的
な
内
容
に

つ
い
て
は
、
各
事
業
年
度
の
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
決
定

さ
れ
る
。
 

    

①
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
計
画
 

（
令
和

3
年
度
）
 

施
設
及
び
設
備
の

内
容
 

予
 
定
 
額
 

財
 
源
 

病
院
施
設
 
 
 

医
療
機
器
等
整
備
 

総
額
1,
98
8百

万
円
 

那
覇

市
長

期
借

入
金
等
 

      

  

施
設
及
び
設
備
の

内
容
 

決
 
定
 
額
 

財
 
源
 

病
院
施
設
 

医
療
機
器
等
整
備
 

総
額
約

2,
84
7
百
万

円
 

那
覇
市
長
期
借

入
金
等
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 様
式
１
－
１
－
４
－
１
３
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
那
覇
市
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
(平

成
20

年
那
覇
市
規
則
第

4
号
)第

7
条
で
定
め
る
事
項
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

１
１
 

那
覇
市
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
(平

成
20

年
那
覇
市
規
則
第

4
号
)第

7
条
で
定
め
る
事
項
 

１
１
 
業
務
に
関
連
す
る
政

策
・
施
策
 

中
期
目
標
の
期
間
を
超
え
る
債
務
負
担
 

１
 
移
行
前
地
方
債
償
還
債
務
 

２
 
長
期
借
入
金
 

３
 
リ
ー
ス
債
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

－
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

 

中
 
期
 

目
 
標
 

中
 
期
 
計
 
画
 

年
 
度
 
計
 
画
 

実
 
施
 
状
 
況
 

        

１
 
移
行
前
地
方
債
償
還
債
務
 
(単

位
：
百
万
円
) 

       

  

令 和 ２ 年 度  

令 和 ３ 年 度  

令 和 ４ 年 度  

令 和 ５ 年 度  

中 期 目 標 期 間 償 還

額  

次 期 以 降 償 還 額  

総 債 務 償 還 額  

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

１
 
同
左
 

         

１
 
同
左
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２
 
長
期
借
入
金
 
(
単
位
：
百
万
円
) 

  ３
 
リ
ー
ス
債
 
（
単
位
：
百
万
円
）
 

 

年 度 項 目  

令 和 ２ 年 度  

令 和 ３ 年 度  

令 和 ４ 年 度  

令 和 ５ 年 度  

中 期 目 標 期 間 償 還 額  

次 期 以 降 償 還 額  

総 債 務 償 還 額  

長 期 借 入 金 償 還 金  

32
8  

38
9  

53
6  

58
8  

1,
84
1  

17
,4
79
 

19
,3
20
 

 

償 還 期 間  

中 期 目 標 期 間  

事 業 費  

次 期 以 降 事 業 費  

総 事 業 費  

医 療 機 器 等  

令
和

2
年
度
～
 

令
和

5
年
度
 

0 
0 

0 

２
 
同
左
 

           ３
 
同
左
 

       

２
 
長
期
借
入
金
 
(単

位
：
百
万
円
) 

  ３
 
同
左
 

       

年 度 項 目  

令 和 ２ 年 度  

令 和 ３ 年 度  

令 和 ４ 年 度  

令 和 ５ 年 度  

中 期 目 標 期 間 償 還 額  

次 期 以 降 償 還 額  

総 債 務 償 還 額  

長 期 借 入 金 償 還 金  

32
8  

21
5  

26
6  

39
0  

1,
19
9  

13
,9
59
 

15
,1
58
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報告第６号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（工事請負金額の変更） 

 

 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

- 111 -- 201 -



専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、平成 12 年３月 24 日議会の議決

により指定された請負金額の 100 分の５以内でその額が 1,000 万円を超えない

範囲の工事請負契約金額の変更について、次のとおり専決処分する。 

 

 令和５年１月 10 日 

那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 議 決 事 件 名  工事請負契約について「令和３年度 久茂地７号（甲

辰橋）橋梁整備工事（その６）」 

（令和３年 10 月８日同意） 

 

   工  事  名  令和３年度 久茂地７号（甲辰橋）橋梁整備工事（そ

の６） 

 

   契約の相手方 

      受注者  金秀建設 株式会社 

           代表取締役 上地 千登勢 

 

 

２ 変更する事項   請負代金額 

 

     請負代金額 

       既 決 金 額  179,754,300 円 

       変更する金額  184,039,900 円 

 

- 112 -- 202 -



 

報告第７号                  

 

 

 

専決処分の報告について 

（市道辻９号街路樹による車両損傷事故） 

 

 

 

 地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

 

- 121 -- 203 -



 

専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、損害賠償額の決定及び和解について、次のとおり専決処分す

る。 

 

 

 

令和４年 12 月 28 日 

 

 

 

                     那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 事  件  名  市道辻 9号街路樹による車両損傷事故 

 

２ 賠償の相手方 

及び賠償額 

  相  手  方  浦添市字城間在住 

  賠  償  額  41,883 円 

  

３ 和 解 事 項 

⑴ 那覇市は、賠償の相手方に対し、事故による損害の発生に対する責任割合

を５割として、上記の賠償額を支払う。 

⑵ 那覇市と賠償の相手方は、本件事件に関し、上記賠償額のほか何らの債権

債務のないことを確認する。 

- 122 -- 204 -



 

報告第８号                  

 

 

 

専決処分の報告について 

（市道銘苅 35号歩道切り下げ部接触事故） 

 

 

 

 地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

 

- 123 -- 205 -



 

専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、損害賠償額の決定及び和解について、次のとおり専決処分す

る。 

 

 

 

令和５年１月 23 日 

 

 

 

                     那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 事  件  名  市道銘苅 35 号歩道切り下げ部接触事故 

 

２ 賠償の相手方 

及び賠償額 

  相  手  方  那覇市安里在住 

  賠  償  額  31,218 円 

  

３ 和 解 事 項 

⑴ 那覇市は、賠償の相手方に対し、事故による損害の発生に対する責任割合

を３割として、上記の賠償額を支払う。 

⑵ 那覇市と賠償の相手方は、本件事件に関し、上記賠償額のほか何らの債権

債務のないことを確認する。 

- 124 -- 206 -



 

報告第９号                  

 

 

 

専決処分の報告について 

（五月公園内の樹木の侵入根による排水管詰まり事故） 

 

 

 

 地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

- 125 -- 207 -



 

専 決 処 分 書 

 

 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、１件 200 万円以下の損害賠償について、次のとおり専決処分

する。 

 

 

 

令和５年１月 18 日 

 

 

 

                        那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 事  件  名  五月公園内の樹木の侵入根による排水管詰まり事故 

 

２ 賠償の相手方 

及び賠償額 

  相  手  方  那覇市宇栄原在住 

  賠  償  額  310,068 円 

 

- 126 -- 208 -



 

報告第１０号                  

 

 

 

専決処分の報告について 

（泉原公園内の樹木の侵入根による排水管詰まり事故） 

 

 

 

 地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

- 127 -- 209 -



 

専 決 処 分 書 

 

 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、１件 200 万円以下の損害賠償について、次のとおり専決処分

する。 

 

 

 

令和５年１月 18 日 

 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

 

１ 事  件  名  泉原公園内の樹木の侵入根による排水管詰まり事故 

 

２ 賠償の相手方 

及び賠償額 

  相  手  方  那覇市字小禄在住 

  賠  償  額  602,770 円 

 

- 128 -- 210 -



報告第１１号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（工事請負金額の変更） 

 

 

 

地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

- 129 -- 211 -



専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法第180条第１項の規定に基づき平成12年３月24日議会の議決により指

定された、請負金額の100分の５以内でその金額が1,000万円以下の工事請負契約金

額の変更について、次のとおり専決処分する。 

 

 

令和５年１月16日 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 議決事件名   工事請負契約について「宇栄原市営住宅第５期建替工事（建

築）」（令和３年３月22日同意） 

 

工 事 名   宇栄原市営住宅第５期建替工事（建築） 

 

契約の相手方 

 

受注者    野原建設・IMICORPORATION共同企業体 

 

    代表者    住 所 沖縄県那覇市長田２丁目10番32号 

           商 号 株式会社 野原建設            

    代表者 代表取締役 上地 修 

 

     構成員    住 所 沖縄県那覇市おもろまち２丁目２番19号 

            商 号 株式会社 ＩＭＩ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 

            代表者 代表取締役 池原 紀夫 

 

２ 変更する事項   請負代金額 

 

   既 決 金 額    1,881,716,100円 

 

   変 更 金 額    1,884,874,200円 
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報告第１２号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（工事請負金額の変更） 

 

 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念  覚    
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専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された請負金額の 100 分の５以内でその金額が 1,000 万円以下の工事

請負契約金額の変更について、次のとおり専決処分する。 

 

令和５年 １月 18 日 

那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 議決事件名  工事請負契約について「若狭市営住宅 1号棟耐震改修工

事」(令和 4年９月 29 日同意) 

  工  事  名  若狭市営住宅 1号棟耐震改修工事 

契約の相手方  所在地 那覇市字安謝 220 番地 

  商 号 株式会社 沖縄総建 

          代表者 代表取締役 下地恵正 

           

２ 変更する事項  契約金額 

  既 決 金 額  １６６，５０７，０００円 

  変更する金額  １６７，１３６，２００円 

- 144 -- 214 -



報告第１３号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（令和４年度市営住宅明渡等請求訴訟提起） 

 

 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法第180条第１項の規定に基づき平成12年３月24日議会の議決 

により指定された、那覇市営住宅条例に関する訴えの提起について、次の 

とおり専決処分する。 

 

 

令和５年１月５日 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 事 件 名  令和４年度 市営住宅明渡等請求訴訟提起 

 

２ 相 手 方   

 

 住所  那覇市壺川３丁目２番地６ 

            壺川市営住宅（不法占拠） 
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報告第１４号 

 

 

 

専決処分の報告について 

(工事請負金額の変更) 

 

 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき平成 12年３月 24日議会の議決に

より指定された、契約金額の 100 分の５以内でその額が 1,000 万円を超えない

範囲の契約金額の変更について、次のとおり専決処分する。 

 

令和４年 12 月 28 日 

那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 議決 事 件 名 工事請負契約について（天妃小学校校舎及びプール改築工

事（建築））（令和３年９月 29 日同意） 

 

工   事   名 天妃小学校校舎及びプール改築工事（建築） 

 

契約の相手方  

受注者 南成建設・米元建設工業・玉新建設共同企業体 

 

      代表者 沖縄県那覇市壺川２-13-41 上原ビル 103 号 

          株式会社 南成建設 

          代表取締役 屋宜 宣光 

 

      構成員 沖縄県那覇市古波蔵３丁目７番 25 号 

          米元建設工業 株式会社 

          代表取締役 米元 文啓 

 

      構成員 沖縄県那覇市壺川二丁目 13 番 15 号 

          株式会社 玉新建設 

          代表取締役 松田 和明 

 

２ 変更する事項 契約金額 

既 決 金 額  1,693,490,700 円 

変更する金額  1,701,749,500 円 
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報告第１５号 

 

 

 

専決処分の報告について 

(工事請負金額の変更) 

 

 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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報告第１６号 

 

 

 

専決処分の報告について 

(車両事故) 

 

 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年２月８日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 地方自治法第 180条第１項の規定に基づき平成 12年３月 24日議会の議決に

より指定された、損害賠償の額の決定及び和解について、次のとおり専決処分

する。 

令和５年１月 18日 

那覇市長 知念 覚 

１ 事  件  名 車両事故 

２ 賠償の相手方 

  及び賠償額 

   相 手 方 沖縄県那覇市田原在 

   賠 償 額 7,726円 

３ 和 解 事 項 

(1)  本件事故における過失割合は、那覇市が２割、相手方が８割である。 

(2)  那覇市は、相手方に対し、本件事故に関する損害賠償金として、金 7,726

円を支払う。 

(3) 相手方は、那覇市に対し、本件事故に関する損害賠償金として、金 56,707

円を支払う。 

(4)  相手方と那覇市との間には、上記賠償金のほか、一切の債権債務関係

がないことを確認する。 

(5)  那覇市と相手方は、今後本件事故に関し、裁判上又は裁判外において

一切の異議、請求申立てをしないことを誓約する。 
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